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ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

五
八
　
（
一
四
一
四
）

ス

エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

ー
新
刑
罰
体
系
H
理
念
と
提
案
“
抄
訳
1

坂

田

仁

解

題

　
一
九
七
七
年
秋
ス
エ
ー
デ
ソ
の
犯
罪
防
止
委
員
会
の
刑
事
政
策
部
会
は
、

「
新
刑
罰
体
係
」
と
題
す
る
報
告
書
（
国
勾
＞
国
碧
b
9
江
零
刈
る
）
を
発
表
し
た
。

そ
の
第
一
章
は
、
「
背
景
」
と
し
て
ス
エ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
の
現
状
に
つ
い

て
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
同
報
告
書
は
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
第
二
章
デ
ソ
マ

ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
イ
に
お
け
る
制
裁
体
系
の
発
展
、
第
三

章
社
会
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
け
る
刑
罰
体
系
、
第
四
章
予
防
理
論
と
制

裁
、
第
五
章
制
裁
形
式
、
第
六
章
自
由
刑
、
第
七
章
社
会
内
処
遇
、
第
八
章
経

済
的
制
裁
、
第
九
章
特
別
規
則
、
第
一
〇
章
代
替
的
制
裁
、
第
一
一
章
そ
の
他

の
問
題
、
の
章
別
を
有
す
る
が
、
こ
の
第
一
章
の
み
で
全
体
の
五
分
の
一
を
占

め
て
い
る
。

　
同
報
告
書
は
、
後
の
章
で
新
刑
罰
体
系
の
基
本
原
理
と
具
体
的
提
案
を
取
扱

つ
て
い
る
が
、
第
一
章
は
そ
の
前
提
と
な
る
重
要
な
現
状
分
析
を
し
て
お
り
、

充
分
に
紹
介
す
る
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
訳
出
す
る

こ
と
に
し
た
。

　
本
年
四
月
ス
エ
ー
デ
ン
政
府
は
、
施
設
内
処
遇
と
施
設
外
処
遇
の
改
革
の
た

め
の
委
員
会
の
発
足
を
指
示
L
た
。
こ
の
報
告
は
、
少
年
拘
禁
調
査
会
の
最
終

報
告
書
な
ど
と
と
も
に
、
そ
の
指
示
の
重
要
な
基
礎
と
な
つ
て
い
る
。

　
な
お
刑
事
政
策
部
会
の
委
員
は
、
ス
ベ
ソ
・
ア
ソ
デ
ル
ソ
ソ
（
議
長
）
、
ぺ
ー

ル
・
イ
ェ
ル
ム
ス
テ
ソ
、
ピ
ル
ギ
ッ
タ
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
ソ
ン
、
エ
ル
ラ
ソ

ド
・
ア
ス
ペ
リ
ン
、
ス
テ
ン
・
ヘ
ク
シ
ャ
ー
、
ブ
ー
・
マ
ル
テ
ィ
ソ
ソ
ン
、
ホ

ル
ガ
・
p
マ
ン
ダ
ー
、
カ
ー
ル
睡
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ス
ト
ゥ
ル
ケ
ル
、
ク
ヌ
ト
・

ス
ベ
リ
、
ハ
ン
ス
・
ト
ル
ソ
ス
テ
ッ
ド
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
章
の
著
者

は
、
E
・
ア
ス
ペ
リ
ン
で
あ
る
。

　
本
報
告
書
を
私
は
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
の
K
・
ス
ベ
リ
教
授
よ
り
贈
ら

れ
た
。
そ
の
好
意
に
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。



第
一
章
背

景

第
一
節
現
行
の
制
裁
体
系
の
成
立

　
　
　
第
隔
　
刑
法
理
論

　
刑
法
理
論
で
は
絶
対
的
刑
法
的
理
論
（
刑
罰
自
身
が
目
的
で
あ
る
）
と
相
対
的

刑
法
理
論
（
刑
罰
は
或
る
目
的
を
達
成
す
る
手
段
で
あ
る
）
と
を
分
け
る
の
が
ふ
つ

　
　
（
1
）

う
で
あ
る
。

　
絶
対
的
刑
法
理
論
は
、
全
て
の
人
間
行
動
を
支
配
し
、
秩
序
づ
け
る
形
而
上

学
的
原
理
に
鑑
み
て
刑
罰
の
合
法
的
な
適
用
を
探
求
す
る
。
こ
の
原
理
は
多
く

の
哲
学
者
に
認
め
ら
れ
る
が
、
か
か
る
絶
対
的
原
理
（
巴
器
ρ
轟
昌
9
）
に
ま
で

合
法
性
を
高
め
た
ヵ
ソ
ト
に
よ
つ
て
最
も
は
つ
ぎ
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
カ

ソ
ト
に
よ
れ
ば
合
法
性
は
全
て
の
不
法
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い

る
。
同
様
な
方
法
で
多
く
の
宗
教
は
絶
対
的
な
原
理
と
し
て
、
道
徳
的
な
誤
ち

を
犯
し
た
者
が
刑
罰
に
よ
つ
て
自
ら
の
責
任
の
あ
が
な
い
を
得
る
た
め
に
、
罪

が
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
。

　
相
対
的
刑
法
理
論
は
、
他
方
、
刑
罰
を
実
際
的
、
合
理
的
根
拠
か
ら
、
即
ち

社
会
の
秩
序
を
維
持
し
個
人
を
侵
害
か
ら
守
る
た
め
の
も
の
と
し
て
説
明
し
よ

う
と
す
る
。
社
会
的
に
み
て
刑
罰
が
予
防
目
的
に
役
立
つ
と
す
る
見
解
は
古
い

時
点
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
す
で
に
刑
罰
が
倫
理
的
に
不

法
な
行
動
に
対
す
る
応
報
を
成
す
も
の
だ
と
主
張
す
る
古
代
の
哲
学
者
の
考
え

方
の
中
に
見
ら
れ
る
。

　
予
防
思
想
も
ま
た
一
八
及
び
一
九
世
紀
の
刑
法
理
論
か
ら
発
し
、
発
展
し

　
　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

た
。
啓
蒙
主
義
哲
学
に
と
つ
て
当
時
の
残
忍
で
専
制
的
な
刑
事
司
法
は
受
け
入

れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
犯
罪
は
そ
の
重
大
さ
に
よ
つ
て
体
系

的
に
整
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
個
々
の
犯
罪
に
対
し
て
法
益
侵
害
の
性
質

と
程
度
に
比
例
し
た
刑
罰
が
伴
う
べ
き
で
あ
つ
た
。
刑
の
量
定
に
お
け
る
正
義

の
要
求
は
社
会
契
約
説
に
よ
る
基
本
原
則
の
、
一
つ
で
あ
つ
た
。
刑
法
の
予
防
機

能
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
は
均
衡
理
論
に
よ
つ
て
最
も
良
く
満
足
さ
れ
る
こ
と
が

出
来
る
も
の
と
み
ら
れ
た
。

　
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
は
、
犯
罪
行
為
そ
れ
自
身
の
み
が
刑
罰
の
法

律
的
根
拠
と
な
り
得
る
と
主
張
し
た
。
犯
罪
者
が
処
罰
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ

の
犯
罪
者
は
刑
罰
を
正
当
化
す
る
方
法
で
行
動
し
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
。
刑
罰
は
応
報
の
性
格
を
持
つ
て
い
た
。
刑
罰
に
よ
つ
て
、
犯
罪
者
は
・

自
ら
の
責
任
に
苦
し
み
、
そ
れ
に
よ
つ
て
彼
が
犯
罪
を
犯
し
た
時
に
破
ら
れ
た

法
の
均
衡
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
こ
の
哲
学
の
流
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
刑
法
学
派
の
基
礎
を
形
成
す
る
こ
と

に
な
つ
た
。
こ
の
学
派
に
予
防
思
想
と
同
様
に
応
報
思
想
の
主
張
者
が
加
わ
つ

た
。
犯
罪
は
、
刑
罰
を
伴
い
、
刑
罰
は
、
そ
の
犯
罪
が
い
か
に
重
大
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
と
あ
る
比
例
関
係
に
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
。
犯
罪
へ
の
制
裁
、

即
ち
死
刑
、
自
由
刑
、
又
は
軽
い
場
合
に
は
罰
金
は
前
も
つ
て
定
め
ら
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
刑
の
量
定
の
際
の
個
別
的
な
裁
量
の
余
地
は
存
在

し
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
刑
罰
は
、
犯
罪
に
対
す
る
正
し
い
反
動
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
は
責
任
能
力
の
な
い
人
間
に
は
科
す
る
こ
と
が
出

来
な
か
つ
た
。

　
こ
の
刑
法
理
論
の
思
考
方
法
に
対
す
る
反
動
が
、
一
九
世
紀
の
絡
り
に
イ
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
一
四
一
五
）



　
　
　
ス
エ
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デ
ン
の
現
行
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裁
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成
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の
評
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リ
ア
の
実
証
主
義
刑
法
学
派
に
よ
つ
て
生
じ
た
。
こ
の
学
派
は
、
初
め
ラ
テ
ソ

諸
国
に
地
歩
を
占
め
た
。
こ
の
学
派
は
、
制
裁
の
目
的
が
犯
罪
に
対
し
て
社
会

を
防
衛
す
る
こ
と
で
あ
る
と
の
主
張
か
ら
出
発
し
た
。
そ
の
基
本
原
理
は
き
わ

め
て
反
形
而
上
学
的
で
あ
つ
た
。
法
的
反
動
は
、
主
と
し
て
犯
罪
者
の
危
険
性

の
程
度
、
即
ち
彼
の
個
別
的
犯
罪
性
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
つ

た
。
そ
れ
故
に
処
遇
は
個
別
化
さ
れ
、
そ
し
て
原
理
的
に
不
定
期
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
実
証
主
義
学
派
の
基
本
的
視
点
は
、
司
法
保
護
機
関
の
行
動
の
自
由
が
増
す

結
果
を
も
た
ら
し
た
。
第
一
に
、
裁
判
官
は
、
処
遇
の
形
態
を
決
定
す
る
大
き

な
余
地
を
得
た
。
そ
の
他
に
、
こ
の
学
派
の
第
一
人
者
イ
タ
リ
ア
の
エ
ン
リ
コ
・

フ
ェ
リ
に
よ
れ
ぽ
、
制
裁
の
執
行
は
「
も
は
や
我
々
の
時
代
に
お
け
る
が
如
く

裁
判
官
の
仕
事
と
は
分
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
一
連
の
も
の
で
あ
る

継
続
的
課
題
と
し
て
非
常
に
正
確
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
イ
タ
リ
ア
学
派
と
ほ
ぽ
同
時
に
、
大
陸
に
現
代
学
派
又
は
社
会
学
派
と
よ
び

な
ら
わ
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
。
こ
の
学
派
の
指
導
者
は
ド
イ
ツ
の
刑
法
学
教

授
フ
ラ
ソ
ツ
・
v
・
リ
ス
ト
で
あ
つ
た
。
古
典
的
応
報
理
論
は
攻
撃
さ
れ
、
刑

罰
の
課
題
は
、
社
会
現
象
と
し
て
の
犯
罪
と
闘
争
す
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
さ

れ
た
。
犯
罪
老
は
、
三
つ
の
主
要
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
た
。
即
ち
処
遇
に

よ
つ
て
改
善
さ
れ
得
る
も
の
（
犯
罪
傾
向
を
有
す
る
も
の
）
、
処
遇
を
必
要
と
し

な
い
も
の
（
機
会
犯
）
及
び
改
善
不
能
の
も
の
（
習
慣
性
犯
罪
人
）
で
あ
る
。
刑

罰
は
、
異
な
つ
た
範
疇
の
犯
罪
人
に
対
し
て
別
々
の
機
能
を
持
ち
、
そ
れ
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
少
年
犯
罪
の
分
離
処
遇
は
こ
の
運

動
の
見
解
の
特
徴
的
傾
向
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
短
期
自
由
刑
の
廃
止
は
も
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
（
一
四
一
六
）

つ
の
特
徴
で
あ
つ
た
。
新
し
い
制
裁
形
態
（
大
部
分
不
定
期
的
で
あ
る
）
が
必
要
と

さ
れ
、
伝
統
的
な
刑
罰
概
念
の
中
に
地
位
を
占
め
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。

　
実
証
的
及
び
社
会
学
的
諸
学
派
の
雰
囲
気
の
中
で
、
一
九
三
〇
年
か
ら
一
九

四
〇
年
代
の
独
裁
政
体
を
特
徴
づ
け
る
諸
学
派
の
理
念
の
変
質
に
対
す
る
反
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
に
い
わ
ゆ
る
社
会
防
衛
運
動
が
生
じ
た
。
こ

れ
も
又
司
法
の
課
題
を
純
粋
に
犯
罪
の
予
防
と
し
て
捕
え
、
応
報
主
義
思
想
と

は
つ
ぎ
り
訣
別
し
た
。
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
は
、
社
会
を
犯
罪
及
び
犯
罪
者

に
対
し
て
防
衛
す
る
こ
と
と
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
社
会
と
犯
罪
者
の
間
の

境
界
は
存
在
す
べ
き
で
は
な
く
、
犯
罪
者
は
、
社
会
の
一
部
と
み
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
目
的
は
、
市
民
を
単
に
犯
罪
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
か
ら
守
る
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
市
民
自
身
が
犯
罪
者
に
な
る
こ
と
か
ら
守
る
こ
と
で
も
あ
る
。

予
防
活
動
は
、
犯
罪
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
向
け

ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
こ
で
法
律
違
反
者
の
社
会
的
状
況
が
大
き
い
役
割
を

演
じ
る
社
会
復
帰
が
こ
の
運
動
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
つ
た
。

　
こ
の
古
典
的
意
味
に
お
け
る
刑
罰
の
か
わ
り
に
、
社
会
防
衛
運
動
の
指
導
者

に
よ
れ
ば
、
社
会
は
、
世
話
と
保
護
と
教
育
と
自
由
の
喪
失
に
よ
る
無
害
化
に

よ
つ
て
介
入
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
さ
に
多
様
な
制
裁
体
系
が
様
々
な
処

遇
方
法
を
開
く
も
の
と
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
刑
罰
の
概
念

を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
必
要
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
刑
罰
が
唯
一
の
正
統
な
犯
罪
に
対
す
る
法
律
効
果
で
あ
る
と
す
る
見
解

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
。
社
会
防
衛
運
動
は
、
実
証
主
義
学
派
の
生
物
学

的
決
定
論
を
放
棄
し
、
個
人
の
自
由
と
行
動
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
特
に

個
人
の
人
間
的
価
値
が
強
調
さ
れ
た
。



　
制
裁
体
系
の
背
後
に
あ
る
理
論
は
こ
の
よ
う
に
次
々
と
変
化
し
て
き
た
。
刑

罰
を
科
す
る
活
動
を
動
機
づ
け
る
必
要
性
は
常
に
存
在
し
て
い
た
が
、
絶
対
主

義
的
刑
法
理
論
が
そ
の
極
端
な
結
果
に
お
い
て
、
今
日
多
く
の
者
に
よ
つ
て
原

始
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
一
方
、
同
時
に
実
証
主
義
的
主
張
に
基
づ
い
た
制

裁
体
系
を
築
き
上
げ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
不
安
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
制
裁
体
系
の
目
的
は
、
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
手
段

は
、
一
般
予
防
的
で
あ
り
、
又
個
別
予
防
的
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
一
般
予

防
的
利
益
は
、
人
間
を
、
彼
自
身
の
た
め
に
処
罰
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
人

に
犯
罪
を
実
行
せ
し
め
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
罰
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
充

足
さ
れ
る
。
個
別
予
防
は
、
刑
罰
に
よ
つ
て
判
決
を
受
け
た
者
が
犯
罪
を
継
続

し
て
犯
す
こ
と
が
な
く
な
る
よ
う
な
影
響
を
受
け
る
よ
う
に
、
作
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
般
予
防
は
、
威
嚇
に
よ
つ
て
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
威

嚇
と
い
う
言
葉
は
、
刑
罰
の
お
ど
し
が
刑
を
科
せ
ら
れ
る
行
動
を
犯
す
こ
と
を

考
え
る
こ
と
を
妨
げ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
予
防
は
、
又
道
徳
教

育
及
び
道
徳
の
強
化
に
よ
つ
て
も
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
法
律
は
、

何
が
正
し
い
か
を
決
定
し
、
許
さ
れ
得
な
い
事
柄
に
対
し
て
介
入
す
る
。
そ
れ

に
よ
つ
て
、
長
期
的
視
野
に
立
つ
て
人
間
の
道
徳
及
び
価
値
が
守
ら
れ
、
又
は

変
更
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
人
問
は
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
。

　
個
別
予
防
は
、
二
つ
の
方
法
で
作
用
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。
一
つ
は
無
害
化

に
よ
つ
て
（
行
為
者
に
対
す
る
介
入
が
再
犯
を
、
継
続
的
も
し
く
は
一
時
的
に
犯
す
こ
と

を
妨
げ
る
）
、
又
は
個
別
的
な
作
用
に
よ
つ
て
（
犯
罪
者
も
し
く
は
そ
の
環
境
が
変
え

ら
れ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
犯
罪
の
原
因
が
除
去
さ
れ
る
1
即
ち
犯
罪
者
が
再
社
会
化
さ
れ

る
）
。
そ
の
作
用
と
し
て
は
、
個
別
的
威
嚇
も
又
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
即
ち

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

犯
罪
に
は
、
行
為
者
が
新
た
な
苦
し
み
に
自
ら
を
さ
ら
さ
な
い
た
め
に
、
継
続

的
犯
罪
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
不
快
が
伴
う
。

　
　
　
第
二
　
制
裁
体
系
の
刑
法
典
へ
の
展
開

　
ス
エ
ー
デ
ン
の
普
通
法
が
二
二
世
紀
に
断
絶
し
た
時
、
既
に
中
央
国
家
機
構

が
発
祥
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
基
本
的
に
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
多
く
の
面
で

法
の
発
展
に
影
響
を
与
え
た
。
多
く
の
点
で
普
通
法
は
、
ま
だ
か
な
り
古
い
規

則
の
特
徴
を
も
つ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
パ
イ
キ
ン
グ
の
時
代
及
び
そ
れ
以
前
に

存
在
し
た
社
会
に
ま
で
さ
か
の
ぽ
る
。

　
こ
の
社
会
は
、
当
時
の
経
済
的
条
件
か
ら
合
理
的
に
構
成
さ
れ
た
氏
族
又
は

部
族
社
会
で
あ
つ
た
。
外
部
の
敵
に
対
す
る
安
全
を
保
障
す
る
個
人
の
必
要
性

は
、
氏
族
又
は
部
族
に
よ
つ
て
与
え
ら
れ
た
保
護
に
よ
つ
て
満
さ
れ
た
。
氏
族

の
中
で
全
て
の
権
威
を
も
ち
、
紛
争
の
解
決
老
又
は
裁
判
官
と
し
て
、
主
に
自

ら
の
考
え
に
従
い
活
動
し
た
の
は
、
氏
族
長
も
し
く
は
領
主
で
あ
つ
た
。
し
か

し
、
彼
は
、
同
時
に
氏
族
の
伝
統
に
よ
つ
て
確
実
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
。
我
々

が
中
世
初
期
か
ら
知
る
立
法
は
、
た
だ
小
さ
い
範
囲
で
し
か
氏
族
の
中
に
お
け

る
個
々
人
の
間
の
紛
争
に
関
係
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
異

な
つ
た
氏
族
の
間
の
紛
争
と
、
そ
れ
を
い
か
に
解
決
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
で
あ
つ
た
。

　
国
家
の
権
力
機
構
が
存
在
し
な
か
つ
た
の
で
、
氏
族
は
、
自
ら
正
義
を
つ
く

り
出
し
、
自
ら
の
利
益
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
に
伴
つ
て
、

血
酬
が
生
じ
た
。
こ
れ
は
、
一
方
で
氏
族
間
の
均
衡
を
回
復
し
、
他
方
被
侵
害

者
に
関
心
を
は
ら
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
将
来
の
攻
撃
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
を
も
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ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

つ
て
い
た
。
血
酬
は
、
労
働
力
の
喪
失
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
最
悪
の
場
合
、

相
争
う
氏
族
の
滅
亡
を
も
た
ら
す
限
り
に
お
い
て
、
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
代
替
手
段
と
し
て
、
賠
償
金
も
し
く
は
財
産
喪
失
及
び
追
放
に
よ
つ

て
血
酬
を
お
き
か
え
る
可
能
性
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
制
裁
は
、
各
地
方

に
共
通
な
テ
ィ
ソ
グ
で
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
が
成
立
し
た
時
期
は
不
明
で

あ
る
が
、
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
た
に
違
い
な
い
、

　
普
通
法
の
中
に
見
出
さ
れ
得
る
刑
罰
体
系
は
、
中
央
権
力
と
教
会
の
影
響
の

も
と
に
、
引
き
続
く
数
百
年
の
間
に
ゆ
つ
く
り
と
初
め
て
変
化
し
た
。
カ
ノ
ン

法
と
ロ
ー
マ
法
の
影
響
に
よ
つ
て
、
氏
族
の
共
同
責
任
は
、
犯
罪
に
対
す
る
個

人
責
任
へ
と
移
行
し
た
。
犯
罪
は
、
カ
ノ
ン
法
の
権
威
に
従
い
、
神
の
処
罰
す

べ
き
命
令
を
受
け
る
個
人
的
な
罪
と
な
つ
た
。

　
そ
の
後
に
発
展
し
た
新
し
い
社
会
は
、
問
も
な
く
貧
困
と
い
う
特
別
な
間
題

を
か
N
え
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
の
問
題
は
、
氏
族
が
そ
れ
以
前
と
同
様
の
方

法
で
は
個
人
に
対
す
る
責
任
を
と
ろ
う
と
し
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ

い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
第
二
の
重
要
な
状
況
は
、
農
奴
の
解
放
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
罰
金
の
体
系
は
、
も
は
や
完
全
に
財
産
の
な
い
者

に
対
し
て
は
、
効
果
が
な
か
つ
た
。
南
方
諸
国
か
ら
の
影
響
の
も
と
に
、
様
々

な
答
刑
の
如
き
形
式
の
代
替
的
刑
罰
が
、
罰
金
を
支
払
う
こ
と
の
出
来
な
か
つ

た
者
に
対
す
る
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
同
時
に
屈
辱
刑
、
即
ち
さ
ら
し
者

に
す
る
こ
と
、
耳
を
切
り
取
る
こ
と
、
烙
印
を
押
す
こ
と
を
用
い
る
こ
と
も
始

ま
つ
た
。
重
大
な
犯
罪
に
対
し
て
は
、
絞
首
又
は
剣
も
し
く
は
斧
に
よ
る
斬
首

に
よ
る
死
刑
が
導
入
さ
れ
た
。

　
自
由
を
は
く
奪
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
人
間
を
罰
す
る
方
法
は
、
一
七
世
紀
に
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は
じ
め
て
導
入
さ
れ
た
。
こ
こ
に
社
会
の
社
会
経
済
的
な
発
展
と
、
そ
の
時
代

の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
宗
教
の
潮
流
と
の
結
合
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
当
時
流

行
の
宗
教
的
見
解
に
従
え
ぽ
、
労
働
は
、
人
間
の
義
務
で
あ
り
、
神
聖
な
喜
び

で
あ
つ
た
。
国
家
に
よ
つ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
重
商
主
義
学
説
に
よ
れ
ぽ
、
国

家
は
、
経
済
活
動
が
組
織
化
さ
れ
、
そ
し
て
全
て
の
市
民
が
労
働
に
つ
く
よ
う

に
、
監
視
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
浮
浪
少
年
及
び
犯
罪
少
年
に
対
し
て
は
、
感
化

院
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
少
年
達
は
、
き
び
し
く
労
働
す
る
よ
う
に
し

つ
け
ら
れ
た
。
後
に
は
年
輩
の
特
に
小
窃
盗
犯
、
浮
浪
者
、
不
道
徳
な
女
性
も

こ
の
施
設
、
或
い
は
同
様
な
施
設
に
収
容
さ
れ
た
。
そ
の
目
的
は
、
そ
れ
ら
の

施
設
が
自
給
自
足
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
（
も
し
く
は
利
益
を

少
し
で
も
上
げ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
）
。
一
八
世
紀
の
半
ぽ
頃
こ
れ
ら
の
施
設

は
一
般
的
な
監
獄
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
は
刑
罰
の
重
要
な
要
素
と
し
て
刑
罰
労

　
　
　
　
　
（
3
）

働
が
行
な
わ
れ
た
。

　
我
々
の
現
在
の
制
裁
体
系
は
、
そ
の
基
本
要
素
に
お
い
て
、
一
八
六
四
年
の

刑
法
を
準
備
し
た
法
律
委
員
会
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
法
律
委
員
会
は
そ
の
提

案
を
予
防
思
想
の
上
に
基
礎
づ
け
た
。
一
般
予
防
的
理
由
（
威
嚇
）
と
同
様
に

個
別
予
防
的
理
由
（
個
別
的
効
果
と
処
遇
）
が
動
機
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
こ
の

提
案
は
、
体
刑
及
び
屈
辱
刑
並
び
に
追
放
刑
を
そ
の
組
織
か
ら
除
去
す
る
こ
と

及
び
死
刑
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
目
論
見
を
も
つ
て
い
た
。
自
由
刑
が
中
心

的
な
制
裁
と
な
つ
た
。
そ
の
一
方
、
罰
金
が
小
犯
罪
に
対
し
て
留
保
さ
れ
た
。

古
典
的
刑
法
学
派
の
正
義
の
要
求
に
従
つ
て
、
特
別
な
犯
罪
に
お
い
て
は
、

刑
罰
の
幅
が
導
入
さ
れ
た
。
個
々
の
犯
罪
に
は
、
予
測
可
能
で
か
つ
犯
罪
の
重

大
さ
に
比
例
し
て
定
め
ら
れ
た
刑
罰
が
伴
う
べ
き
で
あ
つ
た
。



　
改
善
思
想
の
勝
利

　
一
八
六
四
年
の
刑
法
の
採
用
後
の
発
展
は
、
様
々
な
刑
罰
の
形
態
の
内
容
が

次
々
と
近
代
的
な
、
社
会
学
的
な
刑
法
学
派
の
影
響
の
も
と
に
変
化
す
る
こ
と

に
な
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
犯
罪
者
の
個
性
と
そ
の
環
境
に

関
心
が
高
度
に
集
中
し
た
の
で
、
刑
罰
の
社
会
的
な
機
能
が
前
面
に
出
た
。
こ

れ
に
よ
つ
て
、
様
々
な
制
裁
体
系
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
た
。

　
今
世
紀
に
は
、
又
特
別
予
防
の
理
念
が
古
典
的
刑
法
体
系
を
打
ち
破
つ
た
改

革
を
導
い
た
。
正
義
へ
の
関
心
と
与
え
ら
れ
た
基
準
に
よ
る
量
刑
の
厳
格
な
均

衡
は
敗
北
し
た
。
か
わ
り
に
個
々
の
事
例
で
、
行
為
者
の
人
格
と
環
境
等
を
考

慮
し
て
、
彼
を
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
合
目
的
的
に
事
柄
を
証
明
す
る
こ

と
が
人
々
の
目
的
と
な
つ
た
。
そ
の
よ
う
な
判
断
を
犯
罪
原
因
論
を
出
発
点
と

し
て
下
す
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

　
刑
の
決
定
の
際
に
、
社
会
適
応
の
良
好
な
予
測
と
善
行
と
が
考
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
短
期
自
由
刑
は
、
一
般
的
意
味
で
は
犯
罪
者
と
は
い
え

な
い
法
律
違
反
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
と
い
う
理
由
で
、
原
則
的
に
受
け
入
れ

る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
自
由
に
お
け
る
犯
罪
者
保
護
（
社

会
内
処
遇
）
の
方
法
が
開
発
さ
れ
た
。
判
決
を
受
け
た
者
を
再
犯
か
ら
防
ぐ
た

め
に
、
刑
の
威
嚇
を
彼
に
加
え
る
こ
と
が
あ
る
場
合
に
考
え
ら
れ
た
。

　
テ
ユ
レ
ー
ン
の
改
革
理
念

　
二
十
世
紀
前
半
の
制
裁
体
系
の
構
成
は
、
大
部
分
ヨ
ハ
ン
・
C
・
W
・
テ
ユ

レ
ー
ン
の
刑
法
改
正
原
理
と
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
三
三
年
迄
の
聞
に
提
出
さ
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れ
た
刑
法
の
準
備
草
案
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
テ
ユ
レ
ー
ソ
は
、
近
代
刑
法
学
派
の
影
響
を
受
け
、
古
典
的
な
応
報
理
論
の

強
力
な
批
判
者
で
あ
つ
た
。
テ
ユ
レ
ー
ン
は
、
伝
統
的
な
刑
罰
の
形
態
で
あ
る

禁
固
と
懲
役
を
刑
罰
体
系
の
通
常
の
制
裁
と
見
な
し
た
。
こ
れ
ら
の
刑
罰
に

は
、
犯
罪
性
が
典
型
的
な
社
会
的
危
険
性
の
徴
候
で
あ
る
よ
う
な
通
常
の
犯
罪

者
を
目
的
と
し
た
。

　
犯
罪
者
の
第
二
の
主
要
な
グ
ル
ー
プ
、
即
ち
少
年
、
習
慣
的
犯
罪
者
、
異
常

な
犯
罪
者
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
等
に
対
し
て
は
、
他
の
介
入
手
段
、
即
ち
保

安
処
分
が
必
要
と
さ
れ
た
。
遵
法
的
な
生
活
へ
再
適
応
す
る
条
件
が
欠
如
し
て

い
る
場
合
に
は
、
犯
罪
者
は
、
長
期
間
無
害
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
第
三
の
グ
ル
ー
プ
、
即
ち
い
わ
ゆ
る
機
会
性
犯
罪
者
に
関
し
て
は
、
上
記
の

も
の
と
は
逆
に
自
由
刑
と
は
別
の
制
裁
を
選
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
つ
た
。
テ
ユ

レ
ー
ン
は
短
期
自
由
刑
を
信
用
し
な
か
つ
た
。
か
わ
り
に
相
当
広
範
囲
に
条
件

付
判
決
、
又
は
罰
金
が
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ

た
。

社
会
内
処
遇

　
条
件
付
判
決
は
、
一
九
〇
六
年
に
ス
エ
ー
デ
ソ
に
導
入
さ
れ
、
一
九
一
八
年

に
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
時
保
護
観
察
を
命
じ
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
た
。
一
九

三
九
年
に
、
条
件
付
判
決
に
関
す
る
新
し
い
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ

つ
て
、
判
決
を
受
け
た
者
に
対
し
猶
予
期
問
中
そ
の
生
活
に
対
す
る
遵
守
事
項

を
定
め
る
可
能
性
が
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
た
。

　
条
件
付
判
決
は
、
広
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
前
科
登
録
さ
れ

る
犯
罪
で
判
決
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
三
三
％
が
一
九
三
五
年
か
ら
一
九
三
九
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ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

年
に
か
け
て
条
件
付
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
数
は
、
一
九
四
〇
年
か
ら
一
九
四

四
年
に
か
け
て
は
三
六
％
で
あ
り
、
一
九
四
五
年
か
ら
四
九
年
の
期
問
で
は
四

四
％
で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
か
ら
五
四
年
の
期
間
で
は
四
四
％
で
あ
り
、
一
九

五
五
年
か
ら
五
九
年
の
期
問
で
は
三
四
％
で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
か
ら
六
五
年

の
期
間
で
は
三
七
％
で
あ
つ
た
。

　
個
別
予
防
の
理
念
は
他
の
面
で
も
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
制
裁
体
系
の
構
成

に
重
要
な
意
味
を
持
つ
て
い
た
。
一
九
〇
六
年
に
条
件
付
釈
放
の
制
度
が
導
入

さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
施
設
の
規
律
を
改
善
し
、
被
収
容
者
が
善
行
を
示
し
た
場

合
に
、
執
行
期
間
の
一
部
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ

て
、
そ
の
性
格
に
有
利
な
影
響
を
与
え
る
と
見
な
さ
れ
た
。

　
条
件
付
釈
放
の
適
用
は
、
当
初
よ
り
執
行
期
間
の
三
分
の
二
で
、
最
低
二
年

の
期
間
が
経
過
し
た
場
合
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
最
短
刑
期
に
関
す
る
規
則
の

緩
和
は
、
そ
の
後
引
き
続
い
て
行
な
わ
れ
た
。
条
件
付
釈
放
は
裁
量
的
即
ち
必

要
的
で
は
な
か
つ
た
。

　
一
九
四
三
年
に
、
条
件
付
釈
放
に
関
す
る
新
し
い
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
裁
量
的
条
件
付
釈
放
の
範
囲
を
更
に
拡
大
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
更

に
最
低
六
ヶ
月
以
上
の
刑
の
執
行
の
際
に
は
、
必
要
的
条
件
付
釈
放
は
、
刑
期

の
六
分
の
五
が
経
過
し
た
後
に
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

　
こ
の
改
正
の
理
由
と
し
て
、
判
決
を
受
け
た
者
を
社
会
内
処
遇
に
付
す
る
必

要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
刑
の
執
行
の
通
常
の
過
程
と
し
て
挿
入
さ
れ
る

べ
き
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
合
目
的
的
な
社
会
的
な
方
向
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で

あ
つ
た
。
こ
の
改
正
は
、
猶
予
期
問
が
釈
放
の
際
に
残
存
し
て
い
る
刑
期
に
応

じ
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
残
存
期
間
は
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科
さ
れ
た
刑
罰
が
一
年
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
達
す
る
場
合
に
は
一
年
と
し
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
六
ヶ
月
で
あ
つ
た
。
猶
予
期
間
中
釈
放
さ
れ
た
者
は
、

命
令
と
統
制
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
釈
放
は
取
り
消
す
こ
と
が

出
来
た
。

　
保
安
処
分

　
一
九
二
七
年
の
二
つ
の
不
定
期
の
制
裁
形
式
、
危
険
な
犯
罪
者
を
目
的
と
す

る
抑
留
処
分
と
監
置
処
分
の
導
入
は
、
テ
ユ
レ
ー
ン
の
原
則
に
従
つ
た
も
の
で

あ
つ
た
。
一
九
三
七
年
に
、
こ
の
二
つ
の
制
度
は
単
一
の
共
通
の
法
律
に
よ
つ

て
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
適
用
領
域
が
拡
大
さ
れ
た
。

　
抑
留
処
分
と
監
置
処
分
は
、
法
律
の
意
図
す
る
所
で
は
刑
罰
を
構
成
せ
ず
保

安
処
分
と
名
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
個
別
予
防
の
理
由
に
よ
つ
て
動
機
づ

け
ら
れ
た
。
監
置
処
分
は
、
そ
の
精
神
状
態
が
通
常
の
人
よ
り
偏
つ
て
い
る
犯

罪
者
を
目
標
と
し
、
抑
留
処
分
は
通
常
の
精
神
状
態
の
累
犯
者
を
目
標
と
し

た
。
こ
の
適
用
条
件
の
審
査
に
あ
た
つ
て
は
、
適
切
な
保
護
と
処
遇
と
に
よ
つ

て
犯
罪
者
を
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
見
込
み
が
あ
り
得
る
こ
と
と
同
時
に
、

こ
の
犯
罪
者
を
無
害
化
す
る
必
要
性
に
考
慮
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
制
度
の
創
設
の
際
に
は
、
後
者
の
観
点
に
特
別
な
重
点
が
お
か
れ
た
。

処
遇
思
想
が
強
力
な
足
場
を
得
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
監
置
処
分
の
制
度
は
処
遇

形
式
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
単
に
見
込
み
の
な
い
、
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど

見
込
み
の
な
い
事
件
だ
け
で
な
く
、
又
相
対
的
に
不
定
期
の
処
遇
が
必
要
と
さ
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れ
る
が
見
込
み
の
あ
る
事
件
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
」

　
こ
の
観
点
の
変
化
は
、
法
律
の
中
に
も
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
当
初



は
人
や
財
産
の
安
全
に
対
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
被
収
容

者
の
釈
放
は
、
禁
止
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
四
五
年
の
法
律
に
よ

っ
て
条
件
付
釈
放
は
、
特
別
な
理
由
が
存
し
な
い
限
り
監
置
処
分
の
始
期
よ
り

五
年
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
規
則
が
導
入
さ
れ
た
。
同

時
に
、
責
任
能
力
に
関
す
る
規
則
が
改
正
さ
れ
、
無
罪
判
決
が
以
前
よ
り
も
制

限
さ
れ
た
範
囲
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
つ
た
。

　
監
置
処
分
と
抑
留
処
分
が
当
初
一
年
に
数
十
件
の
事
件
に
し
か
適
用
さ
れ
な

か
つ
た
一
方
で
、
一
九
四
〇
年
代
に
向
け
て
、
そ
の
判
決
数
は
約
一
五
〇
ま
で

増
大
し
た
。
そ
の
後
は
監
置
処
分
の
判
決
の
増
加
が
一
九
四
五
年
の
改
正
の
当

然
の
結
果
と
し
て
起
つ
た
の
に
対
し
て
、
抑
留
処
分
の
制
度
は
、
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
な
く
な
つ
た
。
一
九
五
五
年
に
は
監
置
処
分
の
判
決
の
数
は
三
〇
八
で

あ
つ
た
。
一
九
六
三
年
に
は
五
四
六
人
が
、
一
九
六
四
年
に
は
四
七
七
人
が
こ

の
判
決
を
受
け
た
。

に
、
そ
の
施
設
は
、
少
年
施
設
、
そ
し
て
そ
の
被
収
容
者
は
生
徒
と
名
付
け
ら

れ
た
。

　
法
律
が
成
立
し
た
際
、
少
年
拘
禁
は
通
常
の
比
較
的
程
度
の
良
い
事
件
に
適

用
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
精
神
的
に
異
常
な
少
年
は
、
こ
れ
に

対
し
て
、
拡
大
さ
れ
た
監
置
処
分
法
に
よ
つ
て
措
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
少
年
拘
禁
を
処
遇
困
難
な
対
象
者
に
広
範
囲
に

わ
た
つ
て
適
用
す
る
一
方
、
反
対
に
程
度
の
良
い
事
件
（
デ
ソ
マ
ー
ク
の
い
わ
ゆ

る
．
．
鍔
降
o
母
Φ
轟
①
、
、
）
は
大
部
分
条
件
付
判
決
に
付
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
あ

ら
わ
れ
た
。

　
一
九
三
五
年
か
ら
三
九
年
の
間
、
平
均
一
年
間
に
六
二
人
が
少
年
拘
禁
の
判

決
を
受
け
た
。
そ
の
後
そ
の
数
は
二
〇
〇
人
に
増
え
た
。
一
九
五
八
年
以
後
に

こ
の
数
は
三
〇
〇
人
を
越
え
た
。
そ
し
て
刑
法
典
の
施
行
直
前
の
年
に
は
一
年

に
四
五
〇
人
に
な
つ
た
。

　
少
年
拘
禁

　
刑
罰
を
保
安
処
分
で
代
替
し
よ
う
と
す
る
希
望
は
、
特
に
少
年
に
関
す
る
場

合
に
強
く
あ
ら
わ
れ
る
。
相
対
的
に
不
定
期
の
訓
練
と
教
育
の
た
め
の
施
設
保

護
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
考
え
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ボ
ー
ス
タ
ル
シ
ス
テ
ム
と
デ

ソ
マ
ー
ク
の
少
年
刑
務
所
で
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
制
裁
は
、
一
九
三
五
年

に
制
度
化
さ
れ
、
我
国
の
少
年
刑
務
所
の
手
本
と
な
つ
た
。

　
少
年
拘
禁
は
、
犯
罪
の
実
行
の
時
に
ま
だ
二
一
歳
に
達
し
て
い
な
い
年
長
の

少
年
を
目
標
と
し
た
。
こ
の
制
裁
が
処
遇
（
訓
練
と
教
育
）
を
意
図
す
る
こ
と

を
明
確
に
し
、
及
び
こ
の
制
裁
が
刑
罰
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
る
た
め

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ソ
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
罰
　
　
　
金

　
こ
れ
ま
で
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
発
展
か
ら
一
九
〇
〇
年
代
の
前
半
の
立
法
作
業

は
、
社
会
学
派
及
び
実
証
的
刑
法
学
派
の
強
力
な
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
刑
事
政
策
的
関
心
が
矯
正
保
護
の

構
造
及
び
種
別
を
第
一
に
目
標
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
個
別
予
防
的
処
遇
の
観
点
が
満
足
さ
れ
る
。

　
こ
の
発
展
は
、
又
罰
金
刑
の
制
裁
体
系
に
お
け
る
地
位
が
引
き
続
い
て
弱
め

ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
一
八
六
四
年
の
刑
法
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に

罰
金
は
、
軽
罪
及
び
小
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
と
し
て
留
保
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
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評
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見
解
は
次
の
中
心
的
な
刑
事
立
法
で
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
罰
金
刑

は
、
社
会
の
技
術
的
及
び
社
会
経
済
的
発
展
と
歩
調
を
合
せ
宅
特
別
刑
法
の
領

域
で
生
じ
た
新
し
い
犯
罪
化
に
お
い
て
、
相
当
に
拡
大
さ
れ
た
。

　
罰
金
刑
が
重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
他
の
刑
罰
形
態
と
の
競
争
に
勝
利
を
得
る

こ
と
が
困
難
で
あ
つ
た
事
由
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
一
般
予
防
的
観
点
か
ら
十
分

な
威
嚇
と
見
な
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
個
別
予
防
的
観
点
か
ら
も
罰

金
は
、
処
遇
の
必
要
性
を
満
足
さ
せ
な
か
つ
た
と
い
う
理
由
で
、
不
十
分
な
も

の
と
見
な
さ
れ
た
。

　
当
初
よ
り
罰
金
は
、
判
決
を
受
け
た
も
の
の
経
済
的
条
件
と
は
無
関
係
に
、

同
じ
基
準
で
量
刑
さ
れ
た
。
古
い
正
義
の
要
求
は
、
刑
罰
は
支
払
い
能
力
に
比

例
し
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
テ
ユ
レ
ー
ン
は
、

自
ら
の
刑
法
の
提
案
の
中
で
こ
の
関
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
日
数
罰
金

の
制
度
を
提
案
し
た
。
目
数
罰
金
の
数
は
、
犯
罪
の
状
態
に
よ
つ
て
定
め
ら

れ
、
日
数
罰
金
の
額
は
、
判
決
を
受
け
た
者
の
支
払
い
能
力
に
よ
つ
て
、
定
め

る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
は
賛
成
を
か
ち
取
り
、
日
数
罰
金
は
一

九
三
一
年
に
導
入
さ
れ
た
。

　
罰
金
の
第
二
の
弱
点
は
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
そ
れ
が
労
役
場
留
置

に
換
刑
さ
れ
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
司
法
大
臣
の
資
格
で
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
リ
ー

タ
ー
は
、
刑
務
所
が
労
役
場
留
置
に
よ
つ
て
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
誤
つ
た
状
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態
を
指
摘
し
た
。
罰
金
の
執
行
方
法
の
根
本
的
改
革
は
一
九
三
七
年
に
実
施
さ

れ
た
、
換
刑
処
分
の
適
用
は
、
換
刑
処
分
の
条
件
付
猶
予
を
宣
言
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
特
に
強
力
に
制
限
さ
れ
た
。
こ
の
可
能
性
は

非
常
に
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
（
一
四
二
二
）

　
一
九
三
〇
年
代
の
初
め
に
執
行
さ
れ
た
換
刑
処
分
の
数
は
一
年
に
一
三
〇
〇

〇
で
あ
つ
た
の
に
対
し
、
罰
金
刑
の
執
行
の
改
革
の
後
は
、
こ
の
数
は
激
減
し

た
。
一
九
四
〇
年
代
の
半
ば
に
こ
の
数
は
一
年
に
三
〇
〇
強
で
あ
り
、
刑
法
典

の
施
行
の
前
年
に
は
二
五
七
で
あ
つ
た
。

　
社
会
法
的
制
裁

　
刑
法
典
の
成
立
以
前
の
一
九
〇
〇
年
代
の
刑
法
の
発
展
は
処
遇
形
式
の
多
様

化
へ
向
つ
て
進
ん
だ
。
こ
の
発
展
は
、
こ
の
時
期
を
特
徴
づ
け
る
拡
大
さ
れ
た

社
会
福
祉
立
法
と
適
切
に
結
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て
、
社
会

的
な
兆
候
に
基
づ
い
て
犯
罪
の
背
後
に
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
状
況
を
正
す

こ
と
に
な
る
た
め
に
、
保
護
及
び
処
遇
手
段
を
も
つ
て
介
入
す
る
可
能
性
が
開

か
れ
た
。
犯
罪
は
、
不
十
分
な
社
会
適
応
の
兆
候
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

な
つ
た
。
刑
罰
を
宣
告
す
る
こ
と
に
か
え
て
、
処
遇
活
動
に
責
任
を
持
つ
社
会

福
祉
機
関
へ
の
引
き
渡
し
は
多
く
の
者
に
と
つ
て
十
分
な
手
段
と
思
わ
れ
た
。

こ
の
手
続
は
人
道
的
な
理
由
に
よ
つ
て
も
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
見
ら
れ
た
。
こ

の
発
展
は
、
か
く
て
あ
る
一
部
の
グ
ル
ー
プ
、
第
一
に
児
童
と
少
年
を
刑
罰
体

系
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
し
た
。

　
一
九
〇
二
年
に
我
々
の
最
初
の
児
童
福
祉
立
法
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法

律
の
一
つ
は
、
道
徳
的
観
点
か
ら
放
任
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
不
良
児
童
の
訓

練
を
目
的
と
し
た
。
こ
の
法
律
の
新
し
い
点
は
、
両
親
の
意
思
に
反
し
て
児
童

を
個
人
の
家
庭
又
は
児
童
ホ
ー
ム
又
は
感
化
院
で
訓
練
す
る
た
め
に
、
措
置
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
更
に
未
成
年
の
犯
罪
者
の
処
遇
に

関
し
て
一
つ
の
立
法
が
な
さ
れ
た
。
一
五
歳
と
い
う
年
令
が
無
条
件
の
刑
事
責



任
年
令
と
な
つ
た
。
一
五
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
は
一
般
的
な
刑
の
減

免
の
規
則
が
適
用
さ
れ
た
。
更
に
、
裁
判
所
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
の
定
め
の

あ
る
犯
罪
を
犯
し
た
一
八
歳
未
満
の
少
年
を
、
刑
罰
に
付
す
る
か
わ
り
に
一
般

訓
練
施
設
（
少
年
院
）
へ
送
致
す
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
目

的
の
た
め
に
、
二
つ
の
施
設
、
即
ち
ボ
ー
ナ
に
男
子
用
の
、
及
び
ヴ
ィ
ー
デ
ベ

ッ
ク
に
女
子
用
の
施
設
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
施
設
か
ら
の
少
年
の
退
院
は
、

原
則
と
し
て
二
年
間
の
施
設
滞
在
の
後
に
そ
の
態
度
と
行
動
に
必
要
な
安
定
性

を
生
徒
が
獲
得
し
た
時
に
、
直
ち
に
行
な
わ
れ
た
。

　
一
九
〇
二
年
の
児
童
福
祉
法
に
は
、
や
が
て
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
特
に
そ
の
適
用
が
多
数
の
異
な
つ
た
役
所
と
団
体
に
分

散
し
て
い
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
児
童
福
祉
活
動
が
単
一
の
役
所
に
集
中
す
べ
ぎ

で
あ
る
と
い
う
要
求
は
、
一
九
二
四
年
の
社
会
的
児
童
保
護
に
関
す
る
法
律
に

よ
っ
て
満
足
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
一
つ
の
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
機
関
で
あ
る
児

童
福
祉
委
員
会
に
ま
か
さ
れ
た
援
助
措
置
を
効
果
的
に
実
行
し
よ
う
と
し
た
。

こ
の
使
命
は
里
子
保
護
の
監
督
を
す
る
こ
と
、
不
良
化
し
た
児
童
及
び
不
良
化

す
る
危
険
の
あ
る
児
童
に
対
し
介
入
す
る
こ
と
及
び
放
任
さ
れ
危
険
な
状
態
に

あ
る
児
童
及
び
保
護
を
必
要
と
す
る
児
童
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
べ
き
で
あ

つ
た
。

　
現
行
の
児
童
福
祉
法
（
一
九
六
〇
年
法
律
第
九
七
号
）
に
よ
つ
て
、
児
童
と
少

年
に
対
す
る
社
会
の
措
置
の
領
域
は
拡
大
さ
れ
た
。
矯
正
保
護
教
育
に
関
す
る

一
六
歳
の
年
令
限
界
が
一
八
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
同
時
に
矯
正
保
護
教
育

の
語
は
公
的
保
護
と
い
う
語
に
置
き
か
え
ら
れ
た
。
公
的
保
護
の
た
め
の
措
置

決
定
は
明
確
に
さ
れ
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
の
要
求
が
多
数
設
け
ら
れ

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

た
。
保
護
的
措
置
が
設
け
ら
れ
、
そ
し
て
調
査
期
間
中
一
時
的
措
置
決
定
の
可

能
性
が
開
か
れ
た
。
更
に
個
人
の
家
庭
で
の
保
護
が
、
措
置
決
定
の
事
由
と
無

関
係
に
、
施
設
保
護
よ
り
も
原
則
的
に
優
先
す
べ
き
こ
と
が
新
た
に
設
け
ら
れ

た
。

　
こ
の
法
律
で
は
、
特
に
「
二
〇
歳
未
満
の
者
が
犯
罪
行
為
、
不
道
徳
な
行
状
、

能
力
に
応
じ
て
正
直
に
暮
す
こ
と
を
怠
つ
た
こ
と
、
ア
ル
コ
ー
ル
も
し
く
は
麻

薬
の
耽
溺
、
又
は
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
事
由
に
基
づ
い
て
社
会
の
側
か
ら
の

特
別
な
改
善
手
段
を
必
要
と
す
る
場
合
」
児
童
福
祉
委
員
会
は
、
措
置
（
援
助

措
置
、
保
護
措
置
又
は
最
終
的
に
公
的
保
護
の
た
め
の
措
置
決
定
）
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
八
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
、

犯
罪
を
理
由
と
す
る
介
入
の
要
件
は
、
「
そ
の
者
の
行
状
が
特
に
こ
の
介
入
の

十
分
な
事
由
と
な
る
場
合
、
又
は
本
法
に
よ
り
進
行
中
の
手
続
と
の
関
係
、
も

し
く
は
そ
の
他
特
別
な
事
由
に
よ
り
か
』
る
介
入
が
最
も
適
切
だ
と
見
な
さ
れ

る
場
合
」
に
限
ら
れ
る
。

　
児
童
福
祉
法
は
、
重
大
犯
罪
を
行
な
つ
た
児
童
及
び
少
年
が
児
童
福
祉
の
領

域
で
の
措
置
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
支
持
を
与
え
た
。
未
成
年

者
の
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
規
定
（
一
九
五
二
年
法
律
七
八
九
号
）
に
よ
つ

て
一
八
歳
未
満
の
少
年
の
施
設
保
護
は
児
童
福
祉
の
領
域
に
属
す
べ
ぎ
で
、
矯

正
保
護
の
領
域
に
属
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
原
則
が
確
立
し
た
。
こ
の
法
律
は
、

裁
判
所
に
条
件
付
判
決
に
よ
つ
て
ま
わ
り
道
を
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
わ

り
に
、
少
年
を
直
接
公
的
保
護
に
付
す
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
た
。
既
に
そ

れ
以
前
に
、
未
成
年
者
の
起
訴
の
放
棄
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
児
童
福
祉
は
一
八
歳
未
満
の
少
年
の
重
大
な
犯
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
四
二
三
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

矯
正
保
護
に
対
し
て
優
先
順
位
を
得
て
い
た
。

　
ア
ル
コ
ー
ル
の
常
用
者
に
対
す
る
強
制
的
介
入
の
可
能
性
は
、
一
九
二
二
年

の
ア
ル
コ
ー
ル
常
用
者
法
に
よ
つ
て
導
入
さ
れ
た
。
公
的
な
禁
酒
保
護
を
導
入

し
た
と
云
い
得
る
こ
の
法
律
は
、
予
防
拘
禁
法
の
性
質
を
も
つ
て
い
た
．
こ
れ

は
、
ア
ル
コ
ー
ル
常
用
者
施
設
へ
の
収
容
命
令
が
、
泥
酔
状
態
に
あ
る
者
（
い

わ
ゆ
る
一
般
兆
候
）
が
他
人
の
安
全
又
は
自
分
の
生
命
に
対
し
危
険
な
状
態
に
あ

り
、
妻
又
は
児
童
を
窮
状
も
し
く
は
明
ら
か
な
無
保
護
状
態
に
お
と
し
入
れ
、

又
は
救
貧
保
護
又
は
自
己
の
重
荷
に
し
た
場
合
（
い
わ
ゆ
る
特
殊
兆
候
）
に
行
な

わ
れ
得
る
こ
と
を
定
め
た
。
予
防
拘
禁
が
決
定
さ
れ
る
前
に
原
則
と
し
て
ア
ル

コ
ー
ル
常
用
者
を
禁
酒
さ
せ
、
そ
し
て
ま
じ
め
な
生
活
に
他
の
方
法
で
戻
す
試

み
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
各
コ
ミ
ュ
ー
ソ
に
は
禁
酒
保
護
及
び

こ
の
法
律
の
適
用
に
責
任
を
も
つ
禁
酒
委
員
会
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　
一
九
一
三
年
の
ア
ル
コ
ー
ル
常
用
者
法
は
大
部
分
現
在
で
も
効
力
を
も
つ
て

い
る
。
こ
の
法
律
を
廃
止
し
た
新
し
い
法
律
、
即
ち
一
九
三
一
年
の
ア
ル
コ

ー
ル
常
用
者
法
及
び
現
在
な
お
有
効
な
禁
酒
保
護
法
（
一
九
五
四
年
法
律
第
五
七

九
号
）
は
、
強
制
介
入
の
要
件
と
し
て
一
般
兆
候
（
泥
酔
状
態
）
又
は
法
律
に
掲

げ
ら
れ
た
特
殊
兆
候
の
ど
れ
か
一
つ
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
禁
酒
保
護
法
は
決
定
的
な
方
法
で
保
護
的
措
置
及
び
保
護
請
求

に
お
け
る
自
発
性
を
強
調
し
、
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
刑
法
典
の
成
立
ま
で
の
期
間
裁
判
所
は
現
在
と
同
様
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
常
用

者
を
そ
の
行
な
つ
た
犯
罪
に
つ
い
て
刑
罰
に
付
す
る
か
わ
り
に
保
護
措
置
に
付

す
る
裁
判
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
保
護
が
必
要
な
場
合

に
は
、
裁
判
所
は
禁
酒
保
護
を
受
け
る
遵
守
事
項
を
伴
つ
た
条
件
付
判
決
を
命
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四
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ず
る
こ
と
が
出
来
た
。
禁
酒
保
護
法
は
更
に
検
察
官
に
小
犯
罪
に
関
す
る
起
訴

を
、
被
疑
者
が
保
護
施
設
に
収
容
さ
れ
、
か
つ
こ
の
犯
罪
が
退
院
以
前
に
犯
さ

れ
た
場
合
に
中
止
す
ろ
可
能
性
を
与
え
た
。
こ
の
規
則
の
理
由
は
、
あ
る
場
合

に
は
公
訴
が
継
続
中
も
し
く
は
既
に
終
了
し
た
処
遇
に
鑑
み
、
不
適
当
か
又
は

不
必
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
規
則
は
現
在
も

有
効
で
あ
る
。

　
精
神
病
者

　
犯
罪
を
行
な
つ
た
時
に
気
が
違
つ
て
い
た
者
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と

い
う
観
念
は
一
八
○
○
年
代
の
中
頃
の
立
法
で
は
つ
き
り
と
し
た
表
現
を
得

た
。
一
八
六
四
年
の
刑
法
で
は
道
理
に
あ
わ
な
い
者
、
又
は
病
気
も
し
く
は
老
，

令
の
た
め
理
性
の
働
き
を
奪
わ
れ
た
者
の
行
為
は
、
刑
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
後
に
刑
法
の
第
五
章
第
五
条
に
場
所

を
占
め
た
。
本
条
に
よ
る
無
罪
判
決
者
は
一
般
に
五
章
五
条
適
用
者
と
呼
ば
れ

た
。

　
こ
の
無
罪
判
決
は
、
行
為
者
が
責
任
能
力
を
持
た
ず
、
そ
れ
故
に
自
分
の
行

為
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
せ
ら
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
た
。

後
に
精
神
医
学
が
発
達
し
精
神
異
常
に
つ
い
て
の
知
識
が
広
ま
り
深
ま
つ
た
時

に
、
こ
の
無
罪
判
決
の
適
用
領
域
は
更
に
広
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
も
た
ら
し
た

も
の
は
、
責
任
能
力
の
概
念
に
与
え
ら
れ
た
、
か
な
り
普
及
し
か
つ
有
用
な
内

容
で
あ
つ
た
。
法
律
の
範
囲
内
で
無
罪
の
領
域
を
聖
地
に
し
、
か
つ
は
つ
き
り

と
限
界
づ
け
る
試
み
が
熱
心
に
な
さ
れ
た
。
一
九
四
五
年
に
第
五
章
第
五
条
の

規
定
は
、
精
神
病
者
及
び
精
神
遅
滞
者
の
他
に
、
そ
の
他
の
精
神
的
異
常
が
非



常
に
進
行
し
て
い
る
た
め
に
精
神
病
と
同
視
さ
れ
る
べ
ぎ
性
質
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
者
を
包
含
す
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
無
罪

判
決
の
数
は
著
し
く
減
少
し
た
。
第
五
章
第
五
条
に
よ
り
刑
事
責
任
を
免
除
さ

れ
た
者
の
数
は
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
五
〇
年
の
間
に
八
〇
六
か
ら
三
四
七
に

減
つ
た
。

　
裁
判
所
は
刑
法
第
五
章
第
五
条
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
認
め
た
な
ら
ば
被
告

人
の
刑
事
責
任
を
免
除
す
る
こ
と
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ

に
反
し
て
裁
判
所
は
処
遇
も
し
く
は
保
護
に
つ
い
て
命
令
を
発
す
べ
き
で
は
な

か
つ
た
。
こ
の
法
律
は
刑
事
責
任
が
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
者
は
刑
事
司
法
の
領

域
の
外
に
出
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
た
。
か
く
て
処
遇
に
関
す
る
問

題
は
単
に
医
者
の
問
題
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
第
三
　
現
行
制
度
の
動
機

　
制
裁
体
系
内
部
の
改
革
を
提
案
す
る
こ
と
が
一
九
三
八
年
に
指
名
さ
れ
た
刑

法
調
査
会
の
課
題
と
な
つ
た
。
こ
の
調
査
会
の
会
長
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
リ
ー
タ

ー
で
、
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
立
法
作
業
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
つ
た
。

シ
ュ
リ
ー
タ
ー
の
意
図
に
従
え
ば
刑
事
司
法
制
度
は
社
会
を
犯
罪
か
ら
守
る
と

い
う
純
粋
に
実
践
的
な
使
命
を
も
つ
て
い
た
。
こ
の
観
点
か
ら
社
会
が
行
な
う

措
置
は
個
々
の
事
件
に
お
け
る
行
為
者
の
状
況
に
適
合
し
得
る
よ
う
に
か
よ
う

な
制
裁
の
体
系
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　
刑
法
調
査
会
の
提
案
に
基
づ
き
後
に
多
く
の
重
要
な
部
分
改
正
が
実
現
さ
れ

た
。
一
九
四
四
年
の
少
年
法
律
違
反
者
に
対
す
る
起
訴
の
放
棄
に
関
す
る
法
律

及
び
一
九
四
五
年
の
自
由
刑
等
の
執
行
に
関
す
る
法
律
の
制
定
が
特
筆
さ
れ

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

る
。
後
者
の
法
律
に
よ
つ
て
独
居
拘
禁
刑
が
原
則
的
に
廃
止
さ
れ
、
開
放
処
遇

が
通
常
の
執
行
影
式
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
調
査
会
は
刑
法
の
制
裁
規

定
に
か
わ
る
べ
き
新
し
い
制
裁
体
系
の
形
式
に
取
り
組
ん
だ
。
「
単
一
自
由
刑
」

（
の
O
d
お
器
二
刈
）
及
び
保
護
法
（
ω
O
d
一
。
q
。
”
誤
）
は
刑
法
典
の
制
裁
体
系
の
基

礎
を
つ
く
つ
た
。

　
保
護
法
の
提
案
は
一
般
的
な
原
則
の
宣
言
で
始
つ
て
い
る
。
そ
の
宣
言
に
よ

れ
ば
社
会
の
刑
事
政
策
的
な
措
置
は
社
会
と
そ
の
構
成
員
を
、
犯
罪
を
防
止
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、
犯
罪
か
ら
守
る
こ
と
を
使
命
と
す
る
。
そ
れ
故
こ
の
領
域

で
の
立
法
に
あ
た
り
第
一
に
出
来
る
限
り
効
果
的
な
犯
罪
予
防
の
方
法
を
つ
く

り
出
す
こ
と
に
努
力
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
刑
法
調
査
会
は
そ
の
法
律
案
の
中
で

こ
の
要
請
を
満
そ
う
と
試
み
る
こ
と
を
考
え
た
。
実
際
的
な
状
況
、
法
的
安
定

性
及
び
人
道
主
義
の
要
求
に
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
保
護
法
の
提
案
の
指
導
的
原
理
は
保
護
及
び
処
遇
が
広
範
開
に
刑
罰
に
代
替

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
刑
法
調
査
会
は
刑
罰
と
い
う
用
語
を

刑
罰
と
保
安
処
分
の
法
体
系
上
の
区
別
が
不
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う

理
由
で
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
に
到
つ
た
。
全
て
の
制
裁
は
犯

罪
に
対
す
る
社
会
防
衛
と
し
て
同
じ
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　
保
護
と
処
遇
は
二
つ
の
目
的
を
も
つ
た
。
そ
れ
は
保
護
を
要
す
る
者
を
社
会

復
帰
せ
し
め
、
そ
し
て
遵
法
的
な
生
活
を
す
る
上
で
の
良
い
条
件
を
そ
の
者
に

つ
く
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
べ
ぎ
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
又
保
護
を
要
す
る
者

が
措
置
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
措
置
決
定
が
継
続
す
る
限
り
多
か
れ
少

な
か
れ
完
全
に
犯
罪
を
犯
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
犯
罪

予
防
機
能
を
持
つ
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
四
二
五
）



ス
ニ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
刑
法
調
査
会
に
よ
れ
ぽ
刑
法
の
領
域
で
の
立
法
に
は
下
記
の
可
能
性
が
委
ね

ら
れ
た
。
介
入
的
な
性
質
の
措
置
が
必
要
と
考
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
犯
罪
者

に
警
告
（
検
察
官
又
は
裁
判
所
が
犯
罪
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
）

を
与
え
る
こ
と
に
留
め
る
べ
き
で
あ
つ
た
（
起
訴
の
放
棄
又
は
条
件
付
判
決
）
。
こ

の
他
の
場
合
に
は
主
に
三
つ
の
制
裁
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ー
即
ち
罰
金
、

社
会
内
処
遇
及
び
施
設
内
処
遇
。
罰
金
の
制
裁
は
判
決
を
受
け
た
者
の
処
遇
を

全
く
意
味
し
な
い
。
そ
の
内
容
は
多
か
れ
少
な
か
れ
経
済
的
な
損
失
の
形
で
そ

の
者
に
苛
責
を
加
え
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
矯
正
保
護
は
こ
れ
と
は
逆
に
処
遇
を

意
味
し
た
。
刑
法
調
査
会
の
意
図
す
る
所
で
は
矯
正
保
護
は
判
決
を
受
け
た
者

が
社
会
内
で
保
護
さ
れ
た
場
合
に
成
功
す
る
見
込
み
が
大
き
い
場
合
に
行
な
う

こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
又
調
査
会
に
よ
れ
ば
少
な
か
ら
ぬ
数
の
処
遇
が
、
効

果
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
施
設
内
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
生
ず

る
と
さ
れ
た
。

　
そ
れ
故
個
別
予
防
の
理
念
は
法
律
案
の
中
に
大
き
い
場
所
を
占
め
た
。
具
体

的
に
は
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
が
保
護
と
処
遇
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
得

る
と
考
え
ら
れ
た
。
特
に
不
定
期
の
制
裁
で
あ
る
保
護
訓
練
処
分
（
少
年
拘
禁

に
か
わ
る
べ
き
も
の
）
及
び
保
護
抑
留
処
分
（
監
置
及
び
抑
留
に
か
わ
る
べ
き
も
の
）

の
効
果
が
信
じ
ら
れ
た
。
他
の
重
要
な
法
律
案
の
基
本
的
思
想
は
社
会
内
処
遇

が
施
設
内
処
遇
の
積
極
的
代
替
策
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
保
護

形
式
は
特
に
少
年
法
律
違
反
者
に
関
し
施
設
保
護
に
優
先
す
べ
き
で
あ
つ
た
。

　
保
護
法
の
提
案
は
、
レ
ミ
ス
手
続
中
に
刑
法
調
査
会
が
制
裁
体
系
の
一
般
予

防
的
使
命
に
関
心
を
払
わ
ず
、
開
放
的
保
護
及
び
処
遇
形
式
（
社
会
内
矯
正
保
護
）

に
極
め
て
大
き
い
余
地
を
与
え
た
と
見
な
す
論
者
か
ら
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
四
二
六
）

特
に
、
犯
罪
と
刑
罰
の
結
合
及
び
刑
法
の
道
義
的
機
能
の
不
幸
な
弱
体
化
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
た
用
語
の
変
更
に
は
反
対
が
向
け
ら
れ
た
。

　
刑
法
典
の
法
律
案
を
含
む
提
案
（
一
九
六
二
年
第
一
〇
号
）
の
中
で
提
案
者
で

あ
る
国
務
大
臣
は
、
あ
る
範
囲
で
の
批
判
を
し
つ
つ
賛
成
し
た
。
刑
法
典
は
、

二
つ
の
方
向
の
妥
協
を
意
味
し
た
と
い
え
る
。
一
般
的
刑
罰
は
罰
金
と
拘
禁
か

ら
な
つ
て
い
る
。
こ
の
他
に
一
連
の
制
裁
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
即
ち
条
件
付

判
決
、
保
護
観
察
、
少
年
拘
禁
、
抑
留
、
特
別
保
護
へ
の
引
き
渡
し
、
軍
人
の

懲
戒
罰
及
び
公
務
員
刑
罰
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
独
立
し
て
い
る
。

　
制
裁
の
選
択
の
た
め
の
基
本
原
理
は
刑
法
第
一
章
第
七
条
に
表
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
規
定
に
従
え
ば
裁
判
所
は
コ
般
の
法
律
遵
守
を
維
持
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
に
留
意
し
つ
つ
制
裁
が
判
決
を
受
け
た
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
に
役

立
つ
も
の
で
あ
る
よ
う
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
の
で
あ
る
。

　
最
も
重
要
な
決
定
は
自
由
の
剥
奪
を
伴
う
制
裁
か
そ
れ
を
伴
わ
な
い
制
裁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

科
す
べ
き
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
務
大
臣
は
提
案
の
中
で
社
会
内
保
護

が
出
来
る
だ
け
広
範
囲
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
に
く
み
す
る
も

の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
同
時
に
国
務
大
臣
は
一
般
予
防
的
観
点
が
守
ら

れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
国
務
大
臣
の
考
え
で
は
こ
の
観
点
に
照

ら
し
、
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
の
適
用
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
自
体
で
は

賞
賛
す
べ
き
活
動
に
際
し
、
注
意
を
払
う
ぺ
ぎ
で
あ
つ
た
。

　
　
第
四
　
刑
法
典
の
制
裁
体
系

拘
禁
（
刑
法
二
六
章
）

拘
禁
は
最
低
一
月
、
最
高
一
〇
年
（
複
数
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
一
二
年
）

の
定
期



刑
又
は
無
期
刑
で
科
さ
れ
る
。
五
月
以
上
の
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
は
通
常

刑
期
の
三
分
の
二
（
た
だ
し
最
低
五
月
）
を
経
過
し
た
時
条
件
付
で
釈
放
さ
れ

る
。
特
別
な
理
由
が
存
す
る
場
合
に
は
刑
期
の
半
分
を
過
ぎ
た
時
に
条
件
付
で

釈
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
形
式
的
に
は
全
刑
期
を
拘
束
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
必
要
的
条
件
付
釈
放
は
一
九
六
六
年
の
法
改
正
で
削
除
さ
れ
た
。

　
条
件
付
釈
放
の
決
定
は
地
方
監
督
委
員
会
、
被
収
容
者
が
一
年
以
上
の
拘
禁

に
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
矯
正
委
員
会
に
よ
つ
て
宣
告
さ
れ
る
。
こ
の
決
定

は
被
釈
放
者
に
対
す
る
最
低
一
年
、
最
高
三
年
、
又
は
残
刑
期
が
三
年
を
こ
え

る
場
合
に
は
最
高
五
年
試
験
期
間
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
試
験
期
間
中
必
要
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
被
釈
放
者
は
監
督

下
に
お
か
れ
る
。
被
釈
放
者
に
は
秩
序
正
し
く
能
力
に
従
つ
て
自
立
を
試
み
る

こ
と
、
及
び
そ
の
他
定
め
ら
れ
た
遵
守
事
項
又
は
指
示
に
従
う
こ
と
が
条
件
と

し
て
科
さ
れ
る
。

　
特
別
遵
守
事
項
は
、
住
所
も
し
く
は
居
所
、
教
育
も
し
く
は
就
職
、
医
療
保

護
、
禁
酒
保
護
又
は
病
院
そ
の
他
の
施
設
の
内
外
に
お
け
る
そ
の
他
の
保
護
も

し
く
は
処
遇
に
関
し
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
遵
守
事
項
は
刑
事
損

害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
条
件
付
被
釈
放
者
が
試
験
期
間
中
に
自
ら
に
科
さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
か
つ

た
場
合
、
監
督
委
員
会
は
彼
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
監
督
委
員
会

は
又
被
釈
放
者
の
仮
収
容
の
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
最
高
一
週
間
又
は
特

別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
一
四
日
間
）
。
更
に
条
件
付
で
与
え
ら
れ
た
自
由
を
取

り
消
す
こ
と
を
宣
言
で
き
る
。

　
一
九
七
六
年
に
は
一
一
六
四
三
人
が
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
。
一
年
間
の
平

　
　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

均
収
容
人
員
は
二
八
〇
六
人
で
あ
つ
た
。
平
均
二
三
〇
八
人
が
監
督
付
の
条
件

付
釈
放
で
あ
つ
た
。
同
年
監
督
委
員
会
は
三
六
の
事
例
で
警
告
を
発
し
、
一
七

九
例
で
収
容
決
定
を
し
（
こ
の
う
ち
二
蓋
件
が
執
行
さ
れ
た
）
、
条
件
付
釈
放
の

取
り
消
し
は
三
八
件
で
あ
つ
た
。

　
少
年
拘
禁
（
刑
法
二
九
章
）

　
少
年
拘
禁
は
行
為
者
が
一
八
歳
以
上
二
〇
歳
未
満
の
場
合
に
刑
の
尺
度
に
拘

禁
の
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
判
決
さ
れ
得
る
。
少
年
拘
禁
に
よ
つ
て
目
的
と
さ

れ
る
教
育
及
び
訓
練
が
少
年
の
個
人
的
発
達
、
生
活
条
件
に
鑑
み
て
適
当
と
思

わ
れ
る
こ
と
が
そ
の
要
件
で
あ
る
。
或
る
条
件
の
も
と
で
少
年
拘
禁
は
そ
れ
に

近
い
年
令
の
者
に
も
用
い
ら
れ
る
。

　
処
遇
は
最
高
五
年
間
（
そ
の
う
ち
最
高
三
年
問
は
施
設
内
処
遇
）
施
設
の
内
外
で

行
な
わ
れ
る
。
施
設
外
の
処
遇
へ
の
移
行
は
「
施
設
保
護
が
処
遇
の
目
的
に
鑑

み
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
の
期
間
行
な
わ
れ
た
後
に
」
行
な
わ
れ
る
。
原
則
と
し

て
少
年
は
施
設
外
の
処
遇
が
問
題
と
な
る
迄
に
最
低
一
年
間
施
設
に
滞
在
す
る

こ
と
が
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
迄
に
行
な
わ
れ
た
実
務
に
よ
れ
ば
釈
放
休
暇
が
一

般
に
一
〇
ヶ
月
後
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
慣
例
に
な
つ
て
い
る
。

　
釈
放
休
暇
及
び
施
設
外
保
護
へ
の
移
行
に
関
す
る
決
定
は
少
年
拘
禁
委
員
会

に
よ
つ
て
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
委
員
会
は
早
期
に
い
わ
ゆ
る
移
行
に
適
し
た
期

日
を
指
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
少
年
拘
禁
は
あ
る
程
度
定
期
的
色
彩
を
帯
び
た

も
の
と
云
い
得
る
。

　
施
設
外
処
遇
の
間
判
決
を
受
け
た
者
は
監
督
に
服
す
る
。
条
件
付
釈
放
の
際

の
監
督
に
関
す
る
対
応
規
則
が
こ
の
場
合
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
故
監
督
を
実
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
（
一
四
二
七
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

す
る
の
は
地
方
監
督
委
員
会
で
あ
る
。
少
年
拘
禁
委
員
会
は
、
施
設
外
で
処
遇

さ
れ
て
い
る
者
が
「
彼
に
科
せ
ら
れ
て
い
る
事
項
を
守
ら
な
い
」
強
情
さ
を
示

し
た
場
合
に
、
又
は
そ
の
行
動
等
に
基
づ
き
施
設
保
護
が
犯
罪
の
防
止
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
施
設
へ
の
再
収
容
を
決
定
で
き
る
。
少
年
拘
禁
の
執
行

が
終
了
す
る
前
に
新
し
い
犯
罪
を
行
な
つ
た
者
に
つ
い
て
は
刑
法
三
四
章
に
従

う
再
収
容
に
関
す
る
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。

　
一
九
七
六
年
中
に
一
〇
四
人
が
少
年
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
。
平
均
収
容
人

員
は
一
二
〇
人
で
あ
る
。
平
均
三
二
三
人
が
施
設
外
保
護
に
移
さ
れ
た
。
監
督

委
員
会
は
五
件
で
警
告
を
発
し
、
一
七
件
で
引
致
を
決
定
し
た
。
そ
の
う
ち
一

二
件
が
執
行
さ
れ
た
。
監
督
委
員
会
は
、
七
件
で
施
設
へ
の
再
収
容
に
関
す
る

提
案
を
少
年
拘
禁
委
員
会
に
提
出
し
た
。

　
抑
留
（
刑
法
三
〇
章
）

　
抑
留
は
重
大
な
犯
罪
を
行
な
つ
た
者
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
要
件
は
最

低
二
年
の
拘
禁
に
付
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
行
為
者
が
そ
の
犯
罪
性
、
精

神
状
態
、
行
動
、
そ
の
他
の
生
活
状
況
か
ら
み
て
長
期
の
不
定
期
の
自
由
剥
奪

を
、
重
大
な
犯
罪
の
再
発
を
防
ぐ
た
め
に
、
必
要
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
要
す
る
。
処
遇
は
施
設
の
内
外
で
行
な
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
施
設
内
保
護
の

最
低
期
間
（
一
年
以
上
コ
犀
以
下
）
を
定
め
る
。

　
施
設
外
の
保
護
へ
の
移
行
に
つ
い
て
の
決
定
は
抑
留
委
員
会
に
よ
つ
て
宣
告

さ
れ
る
。
施
設
外
保
護
に
関
し
て
は
条
件
付
釈
放
及
び
少
年
拘
禁
に
お
け
る
施

設
外
保
護
に
関
す
る
対
応
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
抑
留
委
員
会
は
少
年
拘

禁
の
際
に
示
さ
れ
た
の
と
同
じ
理
由
に
よ
り
施
設
へ
の
再
収
容
に
つ
い
て
決
定

七
二
　
　
（
一
四
二
八
）

で
ぎ
る
。

　
一
九
七
六
年
に
三
八
人
が
抑
留
の
判
決
を
受
け
た
。
同
年
中
の
平
均
収
容
人

員
は
二
六
九
人
で
あ
つ
た
。
平
均
五
三
二
人
に
つ
い
て
施
設
外
保
護
へ
の
移
行

が
な
さ
れ
た
。
同
じ
年
に
監
督
委
員
会
は
八
件
に
警
告
を
発
し
、
四
二
件
に
引

致
の
決
定
を
し
、
そ
の
う
ち
二
七
件
に
引
致
を
執
行
し
、
四
件
で
再
収
容
の
提

案
を
抑
留
委
員
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
四
件
に
お
い
て
は
判
決
を
受
け
た
者
の

社
会
的
な
障
害
に
よ
つ
て
提
案
が
理
由
づ
け
ら
れ
た
。

　
罰
金
（
刑
法
二
五
章
）

　
罰
金
刑
は
基
本
的
に
は
変
化
は
な
く
旧
刑
法
か
ら
新
刑
法
に
引
き
継
が
れ

た
。
罰
金
は
制
裁
体
系
の
最
も
ふ
つ
う
の
制
裁
で
あ
る
。
小
さ
い
違
反
行
為
、

又
は
道
交
法
違
反
、
経
済
法
違
反
等
は
直
接
的
に
金
額
で
科
さ
れ
る
罰
金
刑

（
最
低
一
〇
ク
ロ
ー
ネ
、
最
高
五
〇
〇
ク
取
ー
ネ
、
複
数
の
罰
金
犯
罪
が
あ
る
場
合
に
は

最
高
一
〇
〇
〇
ク
・
ー
ネ
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
い
わ
ゆ
る
通
常
の
罰
金
は
計
算
根
拠
（
刑
罰
を
科
さ
れ
る
行
為
の
効
果
に
比
例
し

て
）
に
従
つ
て
定
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
今
や
刑
罰
体
系
か
ら
完
全
に
削
除
さ

れ
た
。
最
も
一
般
的
な
刑
法
典
中
の
罰
金
の
形
式
は
日
数
罰
金
で
あ
る
。
日
数

罰
金
の
数
は
最
高
一
二
〇
日
（
多
数
の
犯
罪
の
場
合
は
最
高
一
八
O
日
）
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
々
の
目
数
罰
金
は
最
低
ニ
ク
・
ー
ネ
、
最
高
五
〇
〇

ク
ロ
ー
ネ
（
判
決
を
受
け
た
者
の
経
済
的
状
況
に
基
づ
い
て
）
と
計
算
さ
れ
る
。

　
支
払
わ
な
か
つ
た
罰
金
は
、
強
制
執
行
が
失
敗
し
た
後
、
検
察
官
の
請
求
に

よ
り
拘
禁
に
換
刑
さ
れ
る
。
換
刑
処
分
は
日
数
罰
金
の
数
が
一
定
期
間
の
拘
禁

に
応
じ
る
よ
う
に
換
算
表
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
罰
金
の
換
刑



処
分
の
条
件
付
猶
予
を
、
「
罰
金
を
科
さ
れ
た
者
が
怠
惰
、
も
し
く
は
明
ら
か

な
過
失
に
よ
つ
て
罰
金
の
支
払
い
を
行
な
わ
ず
、
又
は
刑
罰
の
執
行
が
彼
の
改

善
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
」
と
考
え
る
べ
ぎ
理
由
が
存
し
な
い
場
合
に
、
命

ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
九
七
六
年
中
四
四
人
が
罰
金
の
換
刑
処
分
を
受
け
る

た
め
に
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
た
。
現
在
、
換
刑
処
分
を
廃
止
す
る
点
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
七
六
年
中
四
三
七
五
二
人
ボ
罰
金
刑
を
受
け
た
。
そ
の
う
ち
五
五
九

三
六
人
は
判
決
に
よ
り
罰
金
刑
に
処
さ
れ
た
。

　
条
件
付
判
決
（
刑
法
第
二
七
章
）

　
条
件
付
判
決
は
条
件
付
の
制
裁
の
放
棄
と
し
て
機
能
す
る
。
条
件
付
判
決
は

犯
罪
の
重
さ
、
も
し
く
は
そ
の
他
の
一
般
予
防
上
の
理
由
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
な

い
場
合
に
拘
禁
を
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
被

告
人
が
監
督
も
し
く
は
そ
の
他
の
介
入
措
置
が
加
え
ら
れ
な
く
て
も
犯
罪
か
ら

自
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
の
判
決
を
受
け
た
者
に
は
二
年
問

の
試
験
期
間
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
間
そ
の
者
は
善
行
を
示
し
、
能
力
に
従
つ

て
自
ら
の
生
計
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
付
判
決
は
罰
金
刑
と
併

科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
善
行
の
不
保
持
に
際
し
て
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
申
し
立
て
に
基
づ
き
警

告
を
発
し
、
刑
事
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
遵
守
事
項
を
宣
告
し
、
又
は
条
件

付
判
決
を
取
り
消
し
、
そ
の
犯
罪
に
対
し
他
の
制
裁
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
申
し
立
て
は
本
作
業
部
会
が
見
た
限
り
で
は
実
務
上
全
く
提
起
さ
れ

て
い
な
い
。
逆
に
条
件
付
判
決
は
そ
の
判
決
を
受
け
た
者
が
新
た
に
犯
罪
を
犯

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

し
た
時
に
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
七
六
年
に
五
…
一
二
人
が
条
件
付
判
決
に
付
さ
れ
て
い
る
。

件
の
条
件
付
判
決
が
罰
金
刑
と
併
科
さ
れ
て
い
た
。

二
五
五
一

　
保
護
観
察
（
刑
法
二
八
章
）

　
保
護
観
察
は
社
会
内
処
遇
（
尊
ぎ
ぎ
巴
裁
益
一
ヰ
岸
9
）
を
意
味
す
る
。
こ
の

制
裁
は
拘
禁
を
法
定
刑
と
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
監
督
が
必
要
と
考
え
ら
れ
、

そ
れ
以
上
の
介
入
的
制
裁
が
必
要
と
さ
れ
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
犯
罪
に

対
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
最
低
の
刑
罰
が
一
年
又
は
そ
れ
以
上
の
拘
禁
で
あ
る

場
合
に
は
保
護
観
察
は
そ
れ
を
必
要
と
す
る
明
白
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に

の
み
適
用
さ
れ
る
。

　
保
護
観
察
は
三
年
問
の
試
験
期
間
の
も
と
で
継
続
す
る
。
そ
の
間
に
監
督
は

通
常
二
年
後
に
終
了
す
る
。
監
督
が
一
年
継
続
し
た
時
監
督
委
員
会
は
そ
の
継

続
の
必
要
性
に
つ
い
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
件
付
釈
放
に
用
い
ら

れ
る
も
の
に
対
応
す
る
遵
守
事
項
も
保
護
観
察
の
際
に
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
保
護
観
察
に
加
え
て
罰
金
の
判
決
を
す
る
条
件
も
存
在
す
る
。
そ
の
他
に

こ
の
制
裁
は
短
期
の
施
設
処
遇
（
最
低
一
月
、
最
高
二
月
）
を
含
む
こ
と
が
で
き

る
。

　
保
護
観
察
は
、
施
設
処
遇
の
絡
了
、
監
督
、
遵
守
事
項
及
び
善
行
不
保
持
の

際
の
措
置
に
つ
い
て
の
決
定
を
宣
告
す
る
監
督
委
員
会
が
所
管
す
る
。
判
決
を

受
け
た
者
が
そ
の
条
件
に
対
す
る
重
大
な
違
反
を
行
な
つ
た
場
合
、
監
督
委
員

会
は
検
察
官
に
保
護
観
察
の
取
り
消
し
又
は
施
設
処
遇
の
命
令
に
関
す
る
申
し

立
て
を
裁
判
所
に
提
起
す
る
よ
う
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
護
観
察
が
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
一
四
二
九
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

り
消
さ
れ
た
場
合
、
裁
判
所
は
そ
の
犯
罪
に
つ
い
て
他
の
制
裁
を
定
め
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。

　
一
九
七
六
年
に
は
六
一
六
二
人
が
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
。
一
四
五
三
件
の

保
護
観
察
が
罰
金
と
併
科
さ
れ
た
。
平
均
し
て
コ
三
五
八
人
が
監
督
に
付
さ

れ
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
。
同
じ
年
に
監
督
委
員
会
は
六
九
件
に
警
告
を
発
し
、

四
三
九
件
で
身
柄
拘
束
の
決
定
を
し
、
そ
の
う
ち
三
二
一
件
が
執
行
さ
れ
た
。

そ
し
て
施
設
処
遇
に
関
す
る
申
し
立
て
の
提
案
六
件
が
検
察
官
に
対
し
て
な
さ

れ
た
。
一
四
件
の
善
行
不
保
持
に
よ
る
保
護
観
察
の
取
り
消
し
の
提
案
が
な
さ

れ
た
。

　
特
別
保
護
へ
の
引
き
渡
し
（
刑
法
第
三
一
章
）

　
上
述
し
た
制
裁
の
他
に
刑
法
は
特
別
保
護
へ
の
引
ぎ
渡
し
と
い
う
制
裁
（
児

童
保
護
、
禁
酒
保
護
、
精
神
医
学
的
保
護
、
及
び
精
神
薄
弱
者
の
た
め
の
特
別
病
院
で
の

保
護
）
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
犯
罪
者
で
な
い
対
象
者
の
た
め
の
保
護
を
準
備

す
る
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
保
護
形
式
が
こ
の
方
法
で
犯
罪
へ
の
制
裁
と
し

て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。

　
裁
判
所
が
特
別
保
護
へ
の
引
き
渡
し
の
判
決
を
出
来
る
要
件
は
、
そ
の
保
護

の
基
準
が
対
応
す
る
保
護
法
に
よ
つ
て
満
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
開
放
的

精
神
医
学
的
保
護
へ
の
引
き
渡
し
に
つ
い
て
は
行
為
者
が
精
神
医
学
的
保
護
又

は
監
督
を
必
要
と
す
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
刑
法
第
三
一
章
第

二
条
に
は
禁
酒
保
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
護
へ
の
引
き
渡
し
は
、
特
別
な

理
由
が
存
在
し
な
い
限
り
六
月
以
上
の
拘
禁
が
定
め
ら
れ
て
い
る
犯
罪
の
場
合

に
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
（
一
四
三
〇
）

　
特
別
保
護
へ
の
引
ぎ
渡
し
の
制
裁
は
社
会
福
祉
立
法
の
発
展
を
背
景
に
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
法
律
違
反
者
に
関
し
て
は
す
で
に
以
前
か
ら
公

的
保
護
へ
の
引
き
渡
し
の
要
件
が
存
在
し
て
い
る
、
禁
酒
保
護
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
保
護
の
必
要
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、
対
応
す
る
可
能
性
が
提

供
さ
れ
て
い
な
い
。
刑
法
は
犯
罪
に
対
す
る
独
立
の
制
裁
と
し
て
特
別
保
護
へ

の
引
き
渡
し
を
新
た
に
つ
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
制
裁
は
社

会
福
祉
立
法
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
保
護
を
用
意
す
る
必
要
性
に
よ
つ
て
の
み
理

由
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
犯
罪
が
犯
罪
そ
の
も
の
に
よ
つ
て
理
由
づ
け
ら
れ

る
反
動
を
受
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
特
別
保
護
へ
の
引
き
渡
し
と
い
う
制
裁

と
は
相
容
れ
な
い
。
　
（
し
か
し
罰
金
は
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
護
へ
の
引
き
渡
し
に
付

加
し
て
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

　
刑
法
は
旧
刑
法
第
五
章
第
五
条
に
よ
る
刑
の
免
除
を
伴
う
、
以
前
に
用
い
ら

れ
て
い
た
体
系
を
廃
止
す
る
と
い
う
新
味
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、

閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
引
き
渡
し
を
、
犯
罪
へ
の
特
別
な
制
裁
と
し
て

導
入
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
右
の
保
護
の
必
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
大
な
犯
罪
が
精
神
病
、
精
神
薄
弱
又
は
精
神
病
と
同

等
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
程
重
大
な
性
質
の
そ
の
他
の
精
神
異
常
の
影
響
下
に

犯
さ
れ
た
場
合
に
、
右
の
必
要
性
が
原
則
と
し
て
存
在
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。

特
別
な
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
制
裁
が
右
以
外
の
揚
合
で
も
適
用

さ
れ
る
。
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
引
ぎ
渡
し
は
、
児
童
保
護
又
は
禁
酒

保
護
へ
の
引
ぎ
渡
し
と
異
な
り
、
そ
の
保
護
が
実
施
さ
れ
る
と
決
定
さ
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
こ
の
引
ぎ
渡
し
は
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
た

め
の
病
院
で
行
な
わ
れ
る
。
処
遇
が
い
か
に
行
な
わ
れ
る
の
か
、
退
院
の
た
め
に



ど
れ
く
ら
い
の
日
数
が
必
要
か
等
は
、
法
律
的
保
護
の
権
限
外
の
事
項
で
あ
る
。

　
一
九
七
六
年
に
は
六
九
二
人
が
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
護
の
判
決
を
受
け
、

二
八
九
人
が
禁
酒
保
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
護
の
判
決
を
受
け
、
三
七

一
人
が
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
判
決
を
受
け
、
八
人
が
精
神
薄
弱
者
の
た

め
の
特
別
病
院
で
の
保
護
の
判
決
を
受
け
、
一
四
人
が
開
放
的
精
神
医
学
的
保

護
の
判
決
を
受
け
た
。

　
そ
の
他
の
制
裁

　
刑
法
の
制
裁
体
系
に
は
三
二
章
に
よ
る
軍
人
の
懲
戒
罰
も
属
し
て
い
る
。
こ

の
制
裁
は
本
作
業
部
会
の
検
討
に
は
含
ま
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
た
に
軍
人
の

責
任
体
系
を
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
調
査
会
（
一
九
七
七
年
三
六
号
）
が

指
名
さ
れ
た
。

　
そ
の
他
、
制
裁
体
系
に
は
属
さ
な
い
が
、
な
お
刑
罰
的
制
裁
の
性
格
を
有
す

る
一
連
の
法
律
的
措
置
が
存
在
す
る
。
第
一
に
財
産
の
没
収
（
刑
法
第
三
六
章
）

が
こ
れ
に
属
す
る
。
広
い
意
味
で
、
又
外
人
の
国
外
追
放
、
運
転
免
許
の
取
り

消
し
、
公
務
上
の
地
位
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
懲
戒
処
分
（
一
九
七
六
年
法
律
第

六
〇
〇
号
）
も
犯
罪
に
基
づ
く
制
裁
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
職
務
の
執

行
に
伴
う
職
務
内
容
か
ら
の
離
脱
及
び
任
用
条
件
に
お
け
る
懲
戒
的
措
置
に
関

し
て
は
、
明
ら
か
に
裁
判
所
が
刑
の
量
定
の
際
に
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
（
刑
法
第
二
〇
章
第
四
条
及
び
第
三
二
章
第
九
条
）
が
妥

当
す
る
。
運
転
免
許
の
取
り
消
し
が
交
通
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
に
よ
つ
て
審

理
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
現
在
特
別
な
調
査
の
対
象
と
な
つ
て

い
る
。

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
更
に
、
特
別
な
状
況
に
基
づ
ぎ
犯
罪
に
対
し
て
い
か
な
る
制
裁
も
必
要
と
さ

れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
時
に
制
裁
を
完
全
に
放
棄
す
る

と
い
う
可
能
性
に
も
触
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
刑
法
第
三
三
章
第
三
条
第
三
項
に

よ
る
制
裁
の
免
除
）
こ
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
（
一
九
七
六
年

に
は
九
七
件
）
こ
れ
は
、
制
限
的
な
立
法
上
の
動
機
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
五
　
刑
法
制
定
後
の
変
化

　
臼
、
制
裁
体
系
全
般
に
つ
い
て

　
最
近
、
こ
れ
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
て
来
た
犯
罪
化
に
対
す
る
反
動
が
展
開
し

は
じ
め
た
。
刑
事
政
策
的
改
革
努
力
の
重
要
な
要
素
は
可
罰
的
な
領
域
を
制
限

し
、
重
大
で
な
い
法
律
の
侵
犯
に
対
し
て
は
刑
罰
以
外
の
制
裁
を
も
つ
て
対
処

し
よ
う
と
す
る
も
の
と
な
つ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
改
革
政
策
は
原
理
的
な
刑
事
政
策
的
理
由
に
よ
つ
て
動
機
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
刑
罰
的
制
裁
は
、
あ
る
行
為
が
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
す
た
め
の
、
及
び
市
民
の
行
動
に
望
ま
し
い
方
向
へ
の
影
響
を
与
え
る
た
め

の
社
会
の
最
終
的
な
統
制
手
段
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
は
抑
制
が
働

く
た
め
に
十
分
な
他
の
手
段
が
存
在
す
る
時
に
は
小
さ
い
規
則
の
侵
犯
に
対
し

て
は
用
い
ら
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。

　
犯
罪
化
さ
れ
た
領
域
の
制
限
は
広
範
囲
な
犯
罪
の
増
加
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
み
た
実
務
的
理
由
に
よ
つ
て
も
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
司
法
保
護
の
限
定

さ
れ
た
資
源
は
重
大
な
通
常
の
犯
罪
に
統
制
が
十
分
効
果
的
に
用
い
ら
れ
る
た

め
に
集
中
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
統
制
手
段
の
広
範
な
拡
散
は
、
制
裁
体

系
を
弱
め
る
。
そ
れ
は
、
他
の
領
域
を
放
棄
す
る
一
方
で
、
特
に
必
要
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
（
一
四
三
一
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ソ
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

る
領
域
に
資
源
を
優
先
配
分
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。
多
く
の
通
常
の

犯
罪
に
刑
を
科
す
る
こ
と
は
か
く
て
空
振
り
に
終
る
と
み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

司
法
保
護
機
関
の
能
力
に
対
す
る
大
衆
の
信
頼
は
、
非
常
に
広
い
範
囲
に
亙
つ

て
法
律
違
反
の
告
発
が
何
ら
の
措
置
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
終
る
と
す
れ
ば
、

弱
め
ら
れ
る
。

　
犯
罪
化
さ
れ
た
領
域
に
狭
い
限
界
を
ひ
く
努
力
と
同
時
に
又
、
様
々
な
犯
罪

に
対
す
る
立
法
者
の
評
価
に
も
変
化
が
観
察
さ
れ
る
。
一
部
の
現
代
的
犯
罪
（
大

衆
に
対
す
る
経
済
的
犯
罪
、
麻
薬
犯
罪
、
環
境
犯
罪
等
）
が
、
他
の
伝
統
的
な
財
産
犯

罪
沸
相
対
的
に
み
て
以
前
よ
り
低
い
処
罰
価
値
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
一
方
で
、
提
示
さ
れ
た
。
個
人
に
対
す
る
犯
罪
及
び
そ
の
他
の
個

人
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
は
、
こ
れ
に
反
し
て
高
い
優
先
順
位
を
与
え
ら

れ
る
。

　
以
下
に
お
い
て
、
特
に
自
由
剥
奪
的
制
裁
と
自
由
を
剥
奪
し
な
い
制
裁
と
の

間
の
選
択
に
関
連
し
て
、
制
裁
の
適
用
に
上
記
の
発
展
が
ど
の
よ
う
に
道
を
つ

け
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
今
目
、
自
由
刑
の
適
用
を
減
ら
す
傾
向
が
存
在
す
る
ー
実
際
に
科
さ
れ
た

自
由
刑
の
数
を
激
し
い
犯
罪
の
増
加
と
比
載
し
て
み
る
な
ら
ぽ
常
に
ー
。
拘

禁
は
、
今
や
主
と
L
て
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
犯
罪
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
短

期
の
自
由
剥
奪
が
、
特
に
一
般
予
防
的
な
理
由
に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
る
よ
う

な
犯
罪
（
例
え
ば
租
税
犯
罪
）
の
場
合
。
更
に
社
会
内
処
遇
が
、
特
に
そ
れ
が
以

前
に
失
敗
し
て
い
る
と
の
理
由
に
よ
り
無
意
味
だ
と
認
め
ら
れ
る
犯
罪
（
財
産

犯
に
お
け
る
反
覆
さ
れ
た
累
犯
の
場
合
に
ま
れ
で
な
い
）
。
最
後
に
、
特
に
高
い
処
罰

価
値
を
も
つ
て
対
処
さ
れ
、
そ
れ
故
に
長
期
の
自
由
剥
奪
を
必
要
と
す
る
と
み

七
六
　
　
（
一
四
三
二
）

ら
れ
る
犯
罪
。

　
更
に
、
不
定
期
の
制
裁
は
、
今
や
一
般
に
清
算
の
機
が
熟
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
得
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
保
護
観
察
と
条
件

付
判
決
と
は
、
非
常
に
広
い
範
囲
で
、
古
い
価
値
観
に
よ
れ
ば
高
い
科
罰
価
値

を
有
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
発
展
と
同
時
に
罰
金
の

た
め
の
余
地
が
大
き
く
な
つ
た
。

　
犯
罪
化
の
範
囲
と
内
容
及
び
刑
法
の
制
裁
体
系
の
適
用
に
お
け
る
上
述
し
た

変
化
と
並
ん
で
、
新
た
に
実
施
さ
れ
た
矯
正
保
護
の
改
革
に
注
目
す
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

る
。
こ
の
方
針
は
矯
正
保
護
調
査
会
の
報
告
（
ω
O
d
ご
趨
鮪
R
）
に
基
づ
い
て
一

九
七
三
年
の
議
会
に
当
て
た
予
算
案
の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
改
革
作
業
の
基
本
的
原
理
は
矯
正
保
護
内
の
社
会
内
処
遇
の
機
構
へ
の

投
資
を
増
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
会
内
処
遇
が
矯
正
保
護
の
通
常
の
制
裁
形
態

と
な
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
更
に
、
施
設
内
処
遇
と
施
設
外

処
遇
と
の
緊
密
な
連
携
が
前
提
と
さ
れ
る
。
施
設
内
処
遇
は
、
被
収
容
者
が
国
の

社
会
保
障
を
利
用
し
、
か
つ
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
間
親
族
や
保
護
司
等
と

接
触
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
そ
の
家
の
住
所
の
近
く
で
執
行
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
近
接
原
理
は
、
閉
鎖
的
及
び
開
放
的
地
方
施
設
の
設
立
を
も
た
ら
し
た
。
こ

れ
ら
は
、
第
一
に
い
わ
ゆ
る
通
常
の
対
象
者
、
即
ち
最
高
一
年
の
拘
禁
又
は
保

護
観
察
に
伴
う
施
設
処
遇
を
科
さ
れ
て
い
る
被
収
容
者
を
目
的
と
し
て
い
る
。

出
来
る
限
り
広
い
範
囲
で
被
収
容
者
は
社
会
の
他
の
市
民
と
同
様
の
職
業
教

育
、
学
業
、
医
療
保
護
、
労
働
市
場
、
団
体
生
活
、
文
化
活
動
等
を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は



被
収
容
者
が
施
設
に
い
る
間
は
第
一
に
休
暇
、
自
由
外
出
、
又
は
そ
の
他
の
一

時
的
な
施
設
外
滞
在
を
許
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
可
能
に
な
る
。

　
一
年
以
上
の
拘
禁
、
抑
留
、
又
は
少
年
拘
禁
に
付
さ
れ
て
い
る
者
は
、
第
一

に
原
則
と
し
て
閉
鎖
施
設
で
あ
る
中
央
施
設
に
収
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
は
近
接
原
理
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
閉
鎖
的
中
央
施
設
に

適
用
さ
れ
る
規
則
は
、
状
況
に
応
じ
て
き
び
し
い
も
の
で
あ
る
。
釈
放
又
は
施

設
外
保
護
へ
の
移
行
の
た
め
の
、
目
的
に
沿
つ
た
準
備
の
た
め
に
必
要
な
時
に

は
、
被
収
容
者
を
地
方
施
設
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
七
三
年
の
矯

正
保
護
改
革
の
要
石
で
あ
る
施
設
内
処
遇
と
施
設
外
処
遇
の
統
合
は
、
多
く
の

場
合
自
由
剥
奪
の
執
行
に
相
当
な
軽
減
を
も
た
ら
し
た
。
施
設
内
で
の
刑
の
執

行
は
前
よ
り
も
広
い
範
囲
で
施
設
外
の
保
護
へ
と
転
換
さ
れ
る
。
こ
の
改
革
の

方
向
の
背
景
に
は
、
自
由
の
剥
奪
に
よ
つ
て
人
間
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に

対
す
る
一
般
的
な
不
信
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
不
信
感
は
現
実
の
犯
罪
学
的

処
遇
研
究
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
関
連
で
、
矯
正
保
護
改
革
に
よ
つ
て
わ
ず
か
し
か
影
響
を
受
け
な
い
一

群
の
被
収
容
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
特
に
危
険
と
み
な
さ
れ
る
犯
罪
（
組
織
犯
罪
、
重
大
な
粗
暴
犯
、
重
大
な
麻
薬

犯
等
）
で
長
期
の
自
由
刑
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
自
由

剥
奪
を
他
の
被
収
容
者
と
同
じ
範
囲
で
社
会
内
の
保
護
及
び
処
遇
資
源
で
代
替

す
る
と
い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
。
こ
れ
ら
の
少
数
の
被
収
容
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

に
適
用
さ
れ
る
き
び
し
い
規
則
は
、
ま
ず
保
安
の
観
点
か
ら
理
由
づ
け
ら
れ
る
。

　
二
、
刑
法
の
適
用
領
域
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
措
置

　
刑
事
政
策
の
議
論
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
非
犯
罪
化
の
対
象
は
、
今
日
迄
わ

　
　
　
ス
ニ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

ず
か
の
範
囲
で
し
か
法
律
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
非
犯
罪
化
に
よ
つ
て

可
罰
的
行
為
が
完
全
に
制
裁
を
科
さ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
場

合
に
常
に
妥
当
す
る
。
部
分
的
改
革
は
、
実
行
さ
れ
、
或
い
は
計
画
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
も
の
は
、
司
法
保
護
の
作
業
負
担
の
減
少
を
生
み
出
す
こ
と
が
問
題

に
な
る
時
に
、
ま
さ
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
。

　
特
に
、
全
体
的
な
罰
金
刑
犯
罪
を
強
く
制
限
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
酩
酊

（
12
）

犯
罪
の
非
犯
罪
化
が
注
目
さ
れ
る
。
一
九
七
六
年
に
は
刑
法
犯
で
七
七
七
九
三

人
が
罰
金
刑
に
処
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
五
七
一
八
○
人
は
酩
酊
罪
で
あ
つ
た
。

そ
の
他
の
二
つ
の
領
域
で
特
に
非
犯
罪
化
を
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一

は
言
論
の
自
由
及
び
出
版
の
自
由
と
対
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
行
動
（
例
え

ば
倫
理
と
性
風
俗
の
壊
乱
、
軽
い
反
抗
、
象
徴
の
侮
辱
、
信
仰
の
平
安
に
対
す
る
犯
罪
）

を
包
含
す
る
。
第
二
の
領
域
は
道
徳
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
行
動
（
例
え
ば

違
法
結
婚
及
び
異
母
兄
妹
間
の
ワ
イ
セ
ツ
行
為
）
を
包
含
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

　
以
前
の
性
犯
罪
調
査
は
そ
の
報
告
書
の
中
で
風
俗
犯
罪
の
領
域
に
お
け
る
可

罰
性
を
更
に
制
限
す
る
こ
と
、
及
び
個
々
の
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
規
定
の
段
階

化
を
提
案
し
た
。
特
に
、
刑
罰
価
値
が
小
さ
い
と
判
断
さ
れ
る
犯
罪
に
対
し
て

罰
金
が
科
刑
尺
度
の
中
に
導
入
さ
れ
、
ま
た
あ
る
種
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
高

い
科
刑
尺
度
が
低
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
報
告
書
の
レ
ミ
ス
手
続
に
お
い
て
、
レ
ミ
ス
機
関
の
多
数
は
、
こ
の
改

革
方
針
に
賛
成
し
た
。
一
方
、
主
た
る
批
判
は
二
つ
の
提
案
に
対
し
て
向
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。
一
つ
は
強
姦
（
性
的
強
制
）
に
関
す
る
刑
罰
規
定
の
構

成
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
媒
合
の
規
定
で
あ
る
。
性
犯
罪
に
対
す
る
新
た
な
検

討
へ
の
指
示
（
一
九
七
七
年
第
七
号
）
の
中
で
は
性
犯
罪
調
査
会
の
報
告
書
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
（
一
四
三
三
）



　
　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

提
出
さ
れ
た
レ
ミ
ス
意
見
が
新
し
い
委
員
会
の
作
業
の
基
礎
に
あ
る
ぺ
き
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
た
。
一
九
七
七
年
の
性
犯
罪
委
員
会
は
今
や
近
親
相
姦
を
非
犯

罪
化
す
る
と
の
提
案
を
伴
つ
た
部
分
報
告
書
を
提
出
し
た
（
U
の
冒
お
ミ
ミ
）
。

　
非
犯
罪
化
の
限
定
さ
れ
た
一
形
態
は
い
わ
ゆ
る
非
刑
罰
化
を
構
成
す
る
。
こ

れ
は
、
刑
罰
を
、
刑
を
科
せ
ら
れ
な
い
行
為
と
い
え
ど
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
の
他
の
制
裁
形
式
で
代
替
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
（
例
え
ぽ
行
政
的
な
方
法
で
徴
収
さ
れ
る
反
則
金
）
。
可
罰
的
な
公
務
上
の

責
任
（
大
部
分
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
公
務
所
内
の
懲
戒
手
続
で
代
替
さ
れ
て
い
る
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

制
限
は
、
か
x
る
非
刑
罰
化
の
他
の
例
を
構
成
す
る
。

　
非
刑
罰
化
の
利
益
は
最
近
一
〇
年
の
間
に
大
き
な
も
の
と
な
つ
た
。
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
こ
の
方
法
で
の
改
革
は
租
税
犯
罪
の
領
域
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
た
。
軽

い
租
税
詐
欺
罪
（
い
わ
ゆ
る
脱
税
）
に
つ
い
て
は
特
別
な
理
由
に
よ
つ
て
必
要
な
場

合
に
の
み
公
訴
を
提
起
で
き
る
。
し
か
し
地
方
税
務
当
局
は
い
わ
ゆ
る
重
加
算

税
（
納
税
義
務
者
が
納
付
を
免
れ
よ
う
と
し
た
税
金
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
迄
）

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
行
為
が
法
律
に
特
に
規
定
さ
れ
て
い
る
所

に
従
い
、
理
由
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
重
加
算
税
の
徴
収
を
と
り
や

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
法
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ソ
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
税
務
当

局
に
よ
る
適
用
を
批
判
し
た
。
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ン
の
意
見
で
は
、
税
務
当
局
は
あ

ま
り
に
も
杓
子
定
規
で
、
か
つ
形
式
的
に
手
続
を
進
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。
税

務
当
局
は
脱
税
の
ケ
ー
ス
が
理
由
あ
る
も
の
と
判
断
で
き
る
有
利
な
理
由
に
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

分
な
考
慮
を
払
つ
て
い
な
か
つ
た
。
重
加
算
税
調
査
会
は
、
新
た
に
統
一
的
な

正
し
い
法
の
適
用
に
到
達
す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
検
討
を
内
容
と
す
る
報
告

　
　
　
　
（
π
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

書
を
提
出
し
た
。
他
の
調
査
（
密
輸
調
査
会
）
は
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
軽
い
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
（
一
四
三
四
）

輸
の
或
る
形
態
に
対
す
る
罰
金
刑
を
重
加
算
税
と
同
じ
方
式
に
従
つ
た
行
政
的

反
則
金
で
代
替
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　
司
法
保
護
当
局
の
か
な
り
の
負
担
軽
減
を
も
た
ら
す
と
期
待
さ
れ
る
非
刑
罰

化
の
改
革
は
、
コ
ミ
ュ
1
ソ
の
違
法
駐
車
反
則
金
を
も
つ
て
駐
車
違
反
罰
金
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
19
）

に
代
替
す
る
こ
と
に
妥
当
す
る
。
一
九
七
六
年
に
駐
車
違
反
罰
金
を
七
四
五
九

四
八
人
が
科
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
は
個
別
的
な
駐
車
違
反
支
払
い
命
令
に

よ
る
が
そ
の
大
部
分
が
警
察
、
検
察
官
又
は
裁
判
所
に
よ
つ
て
処
理
さ
れ
た
後

に
は
じ
め
て
支
払
つ
て
い
る
。
今
後
は
司
法
保
護
当
局
は
、
違
反
者
が
支
払
い

責
任
を
争
わ
な
い
限
り
、
か
か
る
事
件
の
取
扱
い
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

　
新
た
に
、
建
築
基
準
法
の
違
反
に
対
す
る
刑
罰
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
反
則
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
20
）

シ
ス
テ
ム
で
代
替
さ
れ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
法
律
が
採
択
さ
れ
た
。
許
可
な

し
に
建
築
許
可
を
要
す
る
措
置
を
と
つ
た
も
の
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
建
築
許
可

税
に
ょ
つ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
手
続
料
の
五
倍
を
、
ま
た
そ
の
措
置
に
対
す
る

建
築
許
可
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
最
低
五
〇
〇
ク
ロ
ー
ネ
に
相
当
す
る

反
則
金
（
建
築
反
則
金
）
を
支
H
払
う
義
務
を
科
さ
れ
る
。
特
に
抑
制
ず
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
違
法
建
築
の
形
態
（
例
え
ば
新
し
い
建
築
物
の
建
設
、
建
築

物
の
増
築
、
改
築
又
は
取
り
壊
し
）
は
建
築
反
則
金
の
ほ
か
に
追
徴
金
を
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
違
法
建
築
の
な
さ
れ
た
面
積
に
従
つ
て
計
算
さ

れ
る
（
平
方
メ
ー
ト
ル
当
り
五
〇
〇
ク
・
ー
ネ
）
。
更
に
特
別
な
反
則
金
（
最
低
二
〇

〇
、
最
高
五
〇
〇
ク
・
ー
ネ
）
が
違
法
建
築
を
構
成
し
な
い
違
反
に
対
し
て
科
さ
れ

る
。
建
築
反
則
金
及
び
特
別
反
則
金
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ソ
の
建
築
委
員
会
に
よ
つ

て
科
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
追
徴
金
は
検
察
官
の
申
立
て



に
よ
り
裁
判
所
に
よ
つ
て
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
非
刑
罰
化
を
熱
心
に
推
進
し
た
者
の
中
で
も
特
に
一
九
六
八
年
の
刑
事
訴
訟

事
件
調
査
会
が
注
目
さ
れ
る
。
報
告
書
「
万
引
き
」
（
ω
O
q
お
置
二
。
）
の
中
で

こ
の
改
革
作
業
の
原
理
的
な
観
点
を
提
示
し
た
後
、
こ
の
調
査
会
は
こ
れ
に
引

き
続
く
報
告
書
「
寄
食
者
犯
罪
及
び
健
康
保
険
の
乱
用
」
（
ω
O
d
一
〇
お
二
ω
）
の

中
で
具
体
的
な
措
置
の
提
案
を
し
て
い
る
。
特
に
行
政
的
な
反
則
金
（
統
制
反

則
金
）
が
公
共
の
交
通
機
関
の
不
正
利
用
に
対
す
る
刑
罰
の
か
わ
り
に
、
又
軽

い
健
康
保
険
詐
欺
に
対
す
る
刑
罰
の
か
わ
り
に
特
別
な
反
則
金
の
導
入
が
、
そ

れ
ぞ
れ
推
奨
さ
れ
て
い
る
。

　
刑
事
訴
訟
事
件
調
査
会
の
提
案
は
、
特
に
軽
い
万
引
き
（
不
送
致
処
分
の
拡
大

適
用
）
及
び
い
わ
ゆ
る
寄
食
者
犯
罪
（
特
別
な
訴
追
規
則
）
に
対
し
て
刑
法
上
の

介
入
措
置
を
制
限
す
る
立
法
を
導
い
た
。
更
に
運
賃
の
支
払
い
回
避
の
非
刑
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

化
の
要
請
を
満
足
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
交
通
安
全
対
策
の
た

め
の
作
業
部
会
が
、
自
動
車
に
交
通
保
険
を
か
け
る
の
を
怠
つ
た
こ
と
に
対
す

る
罰
金
を
特
別
な
反
則
金
で
代
替
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
提
案
を
伴
つ
た
、
報

告
書
を
提
出
し
た
こ
と
に
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
国
の
交
通

安
全
事
業
及
び
自
動
車
登
録
委
員
会
に
よ
つ
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
提
案
さ
れ

　
　
（
22
）

て
い
る
。
こ
の
提
案
は
担
当
者
の
検
討
の
対
象
に
な
つ
て
お
り
、
近
い
う
ち
に

ラ
ー
グ
ロ
ー
ド
の
レ
ミ
ス
に
か
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
非
刑
罰
化
に
よ
つ
て
司
法
保
護
当
局
の
事
務
量
を
軽
減
す
る
た
め
の
努
力
と

同
時
に
、
近
年
、
軽
い
犯
罪
の
処
理
手
続
き
の
た
め
の
単
純
で
労
力
を
あ
ま
り

必
要
と
し
な
い
形
式
を
見
出
す
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
。
罰
金
の
賦
課
は
今
や

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
裁
判
所
の
協
力
な
し
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
一
九

　
　
　
　
ス
エ
ー
デ
ソ
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

七
六
年
に
四
三
七
五
一
一
人
が
罰
金
を
支
払
つ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
九
〇
一

〇
八
人
（
四
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
警
察
か
ら
の
秩
序
罰
の
審
査
に
よ
り
処

理
さ
れ
、
一
九
一
四
六
七
人
（
四
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
検
察
官
の
科
し
た
科

料
の
審
査
に
よ
り
、
そ
し
て
五
五
九
三
六
人
（
一
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
判
決

に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
更
に
発
展
し
て
い
る
。
新
た
に
行
な
わ
れ
た
裁
判
所
手
続
法
四
八
章

の
改
正
に
よ
つ
て
科
料
の
適
用
領
域
は
目
数
罰
金
又
は
最
高
六
月
以
下
の
拘
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
当
る
す
べ
て
の
犯
罪
に
妥
当
す
る
所
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。

　
刑
罰
の
適
用
を
制
限
す
る
刑
事
政
策
的
努
力
は
又
起
訴
の
制
限
の
領
域
を
拡

大
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

　
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
刑
法
調
査
会
は
起
訴
放
棄
を
制
裁
体
系
の
重
要
な
道

具
の
一
つ
と
み
な
し
て
い
た
。
起
訴
の
放
棄
は
介
入
的
措
置
を
必
要
と
し
な
い

場
合
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
人
々
は
こ
の
制
度
に
存
す
る
警

告
で
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
起
訴
の
放
棄
は
現
在
特
に
少
年
法
律
違
反
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
児
童
福
祉
委
員
会
が
刑
罰
の
か
わ
り
に
十
分
な
措
置
を
と
つ

た
こ
と
を
考
慮
L
て
い
る
。
法
律
の
規
定
は
少
年
法
律
違
反
者
に
関
す
る
特
別

規
定
（
一
九
六
四
年
一
六
七
号
）
に
存
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
そ
の
他
の
犯
罪
、
例
え
ば
軽
い
罰
金
刑
の
犯
罪
、
又
は
法
律

違
反
者
が
他
の
重
大
な
犯
罪
で
判
決
を
受
け
る
前
に
行
な
わ
れ
た
犯
罪
（
又
は

他
の
犯
罪
で
刑
罰
の
執
行
を
完
全
に
受
け
終
つ
た
犯
罪
）
も
ま
た
起
訴
放
棄
を
結
果

す
る
（
裁
判
所
手
続
法
二
〇
章
七
条
参
照
）
。
社
会
的
保
護
法
の
中
の
特
別
な
規
定

に
よ
り
検
察
官
は
又
被
疑
者
が
ア
ル
コ
ー
ル
乱
用
者
の
た
め
の
施
設
処
遇
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
（
一
四
三
五
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

け
、
又
は
少
年
福
祉
学
校
に
登
録
さ
れ
て
い
る
時
に
あ
る
事
件
で
の
起
訴
を
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
禁
酒
保
護
法
五
七
条
、
児
童
福
祉
法
六
九
条
）
。

　
起
訴
を
断
念
で
き
る
検
察
官
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
問
題
は
公
訴
権
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

に
よ
つ
て
審
査
さ
れ
た
。
こ
の
調
査
の
報
告
書
に
先
立
つ
て
い
く
つ
か
の
部
分

改
正
が
な
さ
れ
た
。
裁
判
所
手
続
法
二
〇
章
七
条
に
よ
る
起
訴
の
放
棄
の
た
め

の
規
則
の
部
分
的
な
緩
和
が
な
さ
れ
た
（
小
犯
罪
）
。

　
公
訴
権
委
員
会
の
提
案
は
、
重
要
な
一
般
的
利
益
又
は
個
人
的
利
益
に
よ
つ

て
必
要
と
さ
れ
な
い
時
に
検
察
官
が
起
訴
を
断
念
す
る
幅
の
広
い
可
能
性
を
持

起訴放棄の裁定を受けた者（1g65年・1970年，1976年）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
O
　
　
（
一
四
三
六
）

つ
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
拡
大
は
ま
ず
第
一
に
罰
金
犯
罪
及
び
一
部
の
余

罪
及
び
再
犯
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
更
に
起
訴
の
放
棄
は
、
犯
罪
が
検
察
官

の
判
断
に
よ
り
、
裁
判
所
の
審
理
の
際
に
条
件
付
判
決
に
な
る
よ
う
な
犯
罪
の

場
合
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ゆ
る
社
会
復
帰
可
能

ケ
ー
ス
も
相
当
の
範
囲
に
わ
た
つ
て
起
訴
の
放
棄
へ
導
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
処
遇
、
保
護
、
又
は
援
助
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
、
特
に
少
年
法
律
違
反
者
の
場
合
に
は
こ
の
制
度

は
最
大
限
に
適
用
さ
れ
る
の
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
訴
権
委
員
会
は
、
い
わ
ゆ
る
特
別

検察官の裁定の根拠規定 1965年 1970年 1976年

1964年法（1） 4931 7751 6892

児童福祉法69条（2） 1827 2316 1829

裁判所手続法20章7条1
号（小犯罪）

8254 4616 12662

裁判所手続法20章7条2
号（少年拘禁中）

691 589 498

裁判所手続法20章7条2
号（その他） 一

4478 9105

裁判所手続法20章7条3
号

3 10 20

裁判所手続法20章7条4
号（精神異常）

628 847 800

禁酒保護法57条 9654 5524 4680

計 25988 26131 36486

訳註11）少年法律違反老に対する特別規定。

　　（2｝少年福祉学校収容者に関する規定。

　　※　裁判所手続法20章7条では、
　　　　1号：小犯罪で罰金刑以上の刑の定めない犯罪の場合

　　　　2号：余罪にあたる犯罪で，それが訴追するだけの重要性の

　　　　　　　な㌔・場合

　　　　3号：犯罪者の再犯の防止に刑法上の制裁が不要とみられる

　　　　　　　場合
　　　　4号：精神疾患による犯罪で，他の医療措置を受けている場

　　　　　　　合

　　　　に各々起訴を放棄できる。

な
犯
罪
で
の
公
訴
規
則
の
必
要
性
と
そ

の
適
用
を
審
査
し
な
か
つ
た
。
多
く
の

か
か
る
公
訴
規
則
は
近
年
分
割
払
い
商

品
（
刑
法
一
〇
章
一
〇
条
）
の
不
当
な
処
分

に
対
し
て
、
以
前
適
用
さ
れ
て
い
た
の

と
同
じ
形
式
に
従
つ
て
導
入
さ
れ
た
。

債
務
に
関
連
し
た
犯
罪
に
関
す
る
法
律

の
改
正
と
共
に
、
債
権
者
の
不
注
意
な

無
視
の
罪
に
対
す
る
公
訴
は
公
け
の
観

点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
の
み
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
　
（
2
5
）

規
定
さ
れ
た
。
同
様
な
こ
と
は
、
以
前

と
同
様
現
在
で
も
刑
法
第
九
章
第
二
条

第
二
項
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
無
銭
飲
食
の



罪
に
も
妥
当
す
る
。

　
相
対
的
な
公
訴
提
起
義
務
へ
向
け
て
の
発
展
は
、
警
察
が
軽
い
犯
罪
を
報

告
・
送
致
す
る
こ
と
を
ひ
か
え
る
可
能
性
を
増
す
こ
と
へ
と
導
い
た
。
報
告
の

放
棄
は
本
来
理
由
の
あ
る
小
交
通
違
反
及
び
秩
序
違
反
を
目
的
と
し
た
も
の
で

あ
つ
た
。
警
察
規
則
（
一
九
七
二
年
法
律
第
五
一
五
号
）
第
一
二
条
の
現
行
の
文

言
に
よ
れ
ば
、
警
察
官
は
、
罰
金
以
上
の
重
い
刑
罰
の
定
め
の
な
い
犯
罪
を
個

別
的
な
場
合
の
状
況
に
鑑
み
て
、
そ
の
犯
罪
が
重
要
で
な
い
場
合
に
報
告
す
る

こ
と
を
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
警
察
官
は
・
そ
の
よ
う
な

場
合
に
違
反
者
に
事
件
を
指
摘
し
、
想
起
さ
せ
る
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
適
用
領
域
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
軽
い
万
引
に
も
適
用
さ
れ
る
所
迄

拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
起
訴
の
放
棄
と
報
告
の
放
棄
と
は
刑
罰
体
系
の
適
用
の
た
め
の
重
要
な
道
具

と
な
つ
た
、
実
務
上
こ
れ
ら
の
制
度
に
存
す
る
警
告
が
罰
金
及
び
そ
の
他
の
刑

法
上
の
制
裁
と
並
ん
で
新
し
い
制
裁
形
式
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

犯
罪
防
止
委
員
会
は
、
公
訴
権
委
員
会
の
前
記
の
提
案
に
対
す
る
レ
ミ
ス
意
見

の
中
で
、
公
訴
の
制
限
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
そ
れ
ら
の
措
置
が
理
由
が

あ
る
時
に
は
非
犯
罪
化
及
び
非
刑
罰
化
か
ら
人
々
が
離
れ
る
こ
と
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
犯
罪
防
止
委
員
会

に
よ
れ
ば
、
可
罰
的
な
領
域
の
必
然
的
な
制
限
が
で
き
る
こ
と
は
、
第
一
に
刑

法
の
改
正
措
置
に
よ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
、
犯
罪
化
の
新
た
な
領
域
－
刑
罰
価
値
の
変
化

さ
ま
ざ
ま
な
可
罰
的
な
行
為
へ
の
我
々
の
評
価
は
社
会
の
発
展
と
共
に
変
動

　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
の
処
罰
価
値
は
、
刑
罰
規
定
が
犯
罪
と
結
合
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
自
由
刑
以
外
の
他
の
制
裁
を
科
す
る

こ
と
は
原
理
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
多
く
の
犯
罪
に
つ
い
て
裁
判
所
は
、
自

由
を
剥
奪
す
る
制
裁
と
剥
奪
し
な
い
制
裁
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
可
能
性
を

与
え
ら
れ
て
い
る
。
軽
い
犯
罪
及
び
法
律
違
反
の
行
為
の
相
当
な
部
分
は
罰
金

だ
け
を
刑
罰
尺
度
に
し
て
い
る
。

　
刑
法
の
犯
罪
の
目
録
は
、
広
い
範
囲
で
一
九
三
〇
年
代
及
び
一
九
四
〇
年
代

に
妥
当
し
た
価
値
を
代
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
財
産
犯
罪
が
、

風
俗
犯
罪
及
び
国
家
の
安
全
に
対
す
る
犯
罪
の
一
部
と
同
様
に
比
較
的
高
い
刑

罰
規
定
を
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
目
に
つ
く
。
生
命
及
び
健
康
に
対
す
る
重
大

な
犯
罪
も
又
伝
統
的
に
非
常
に
重
い
刑
罰
に
よ
る
保
護
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
反
し
て
そ
の
他
の
個
人
の
人
格
を
侵
害
す
る
行
為
は
少
く
と
も
財
産
犯

と
の
比
較
に
お
い
て
、
比
較
的
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
、

　
最
近
一
〇
年
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
及
び
犯
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
評
価
は
、

特
に
犯
罪
の
増
大
の
結
果
と
し
て
部
分
的
に
変
化
し
た
。
か
く
て
個
人
に
対
す

る
犯
罪
及
び
一
部
の
そ
の
他
の
人
格
を
侵
害
す
る
行
為
に
高
い
優
先
順
位
が
与

え
ら
れ
た
。
今
や
刑
法
の
中
の
多
く
の
刑
罰
規
定
の
背
後
に
こ
れ
を
跡
づ
け
る

こ
と
が
で
ぎ
る
。
新
し
い
犯
罪
の
中
に
は
違
法
な
傍
受
（
四
章
九
条
の
一
）
、
航
空

機
の
乗
つ
取
り
及
び
航
空
機
の
運
行
阻
止
（
一
三
章
五
条
の
一
）
、
人
種
集
団
に
対

す
る
挑
発
（
一
六
章
八
条
）
、
違
法
な
差
別
（
一
六
章
九
条
）
及
び
重
大
な
賭
博

　
（
一
六
章
一
四
条
の
一
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
広
範
な
新
し
い
犯
罪
化
は

又
刑
法
の
外
で
も
生
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
非
常
に
高
い
刑
罰
価
値
を
有
す
る
行

為
に
刑
を
定
め
た
。
一
九
六
八
年
に
制
定
さ
れ
た
麻
薬
刑
法
に
よ
れ
ぽ
、
今
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
一
四
三
七
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

麻
薬
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
は
一
〇
年
の
拘
禁
、
即
ち
殺
人
と
同
じ
所
ま
で
引
き

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
な
き
び
し
い
刑
法
の
文
言
が
麻
薬
の
重
大
な

　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

密
輸
に
も
適
用
さ
れ
る
、
極
端
な
例
と
し
て
違
法
な
武
器
の
所
持
に
関
す
る
規

定
の
厳
格
化
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
刑
罰
の
文
言
は
最
高
二
年

の
拘
禁
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
が
軽
い
と
判
断
さ
れ
る
か
又
は
過
失
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

つ
て
犯
さ
れ
た
場
合
に
の
み
罰
金
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
以
外
の
場
合

は
制
裁
は
拘
禁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
租
税
犯
罪
法
（
一
九
七
一
年
法
律
第
六
九
号
）
に
よ
り
、
国
家
に
対
す
る
経
済

的
犯
罪
と
い
う
観
点
に
立
つ
た
刑
の
き
び
し
い
強
化
が
注
目
さ
れ
る
。
租
税
詐

欺
罪
に
対
す
る
刑
罰
の
文
言
は
通
常
の
詐
欺
罪
（
六
月
以
下
の
拘
禁
）
と
同
じ
高

さ
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
、
租
税
犯
罪
法
の
提
案
（
一
九
七
一
年
第
一
〇
号
）
の
中
に

故
意
に
よ
る
租
税
犯
罪
及
び
納
税
犯
罪
に
お
け
る
相
対
的
に
き
び
し
い
量
刑
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

予
想
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
意
見
が
存
在
す
る
。

　
最
後
に
、
環
境
保
護
の
領
域
に
お
け
る
立
法
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
刑
罰
規
定
は
、
広
範
囲
に
わ
た
り
損
害
を
与
え
る
罪
及
び
公
共
危
険
罪

に
関
す
る
刑
法
の
刑
罰
規
定
の
補
充
と
な
つ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
刑
罰

規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
特
別
刑
法
の
領
域
に
お
け
る
新
た
な
犯
罪
化
が
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
の
適

用
領
域
を
増
大
し
た
こ
と
に
気
づ
く
の
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

例
え
ば
重
大
な
麻
薬
犯
罪
及
び
重
大
な
密
輸
に
妥
当
す
る
。
古
く
か
ら
一
部
の

交
通
犯
罪
、
特
に
酒
酔
い
運
転
も
通
常
拘
禁
を
必
要
と
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
　
「
現
代
的
」
犯
罪
（
こ
れ
に
は
原
則
と
し
て
一
般
予
防
的
理
由
に
よ
り
拘
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
（
一
四
三
八
）

が
用
い
ら
れ
る
。
）
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
形
成
さ
れ
た
。
同
時
に
伝
統
的
な
犯
罪
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
観
念
も
変
化
を
蒙
つ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
財
産
犯
罪
は
常
に

比
較
的
高
い
刑
罰
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
刑
法
は
、
こ
の
点
で
は
何
ら
の

例
外
も
設
け
な
か
つ
た
。
今
や
こ
れ
ら
の
犯
罪
は
近
年
比
較
的
低
い
刑
罰
価
値

を
得
て
い
る
と
一
般
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
作
業
部
会
は
報
告
書
「
財
産
犯
罪
」
一
九
七
五
年
第
三
号
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
犯
罪
の
違
つ
た
段
階
づ
け
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
再
構
成
を
進
言
L

た
。
刑
罰
価
値
の
観
点
か
ら
財
産
犯
罪
は
他
の
犯
罪
に
う
ま
く
適
合
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
自
由
刑
の
犠
牲
の
上
に
罰
金
刑
を
科
す
る
余
地
を
増
大

さ
せ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
そ
の
後
財
産
犯
罪
に
関
す
る
立

法
の
再
構
成
の
た
め
の
調
査
会
（
『
三
九
七
六
年
第
四
号
）
へ
の
指
示
の
基
礎
と

な
つ
た
。

　
　
　
第
六
　
制
裁
体
系
の
実
務
上
の
適
用

　
表
一
－
一
に
お
い
て
一
九
六
五
年
、
一
九
七
〇
年
、
一
九
七
三
年
、
一
九
七

六
年
に
お
け
る
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
数
及
び
略
式
命
令
と
秩
序
罰
の
数
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

制
裁
体
系
の
適
用
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
こ
の
数
の
展
開
は
、
刑

罰
を
受
け
た
者
の
数
の
相
当
な
増
加
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
数
は
さ
ま

ざ
ま
な
制
裁
体
系
の
適
用
に
関
す
る
多
く
の
興
味
深
い
観
察
の
根
拠
を
提
供
し

て
い
る
。

　
ま
ず
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
（
拘
禁
、
少
年
拘
禁
、
抑
留
、
及
び
閉
鎖
的
精
神
医
学
的

保
護
）
の
判
決
を
受
け
た
者
の
数
が
一
九
六
五
年
の
一
〇
六
六
七
人
か
ら
一
九

七
〇
年
に
は
一
二
一
二
一
人
に
、
又
一
九
七
三
年
に
は
一
二
五
五
三
人
に
増
加
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八
三
　
　
（
一
四
三
九
）

表1：1
　秩序罰もしくは略式命令を認諾しまたは主たる制裁により判決を受けた者
　　　　　　　　　（1965年，1970年，1973年，1976年）

1

2

3
4
F
D

制裁
年

1965㈲ 1970 1973 1976（B） （B）一㈲

自由を剰奪する制裁

拘 禁

少　年　拘　禁

抑 留

閉鎖的精神医学的保護な
ど

小 計

9788

385

157

337

10667

11465

245

87

414

12211

11866

196

55

436、

12553

11643

104

38

379

12164

十　1855

281

119

十　 42

十　1497

自由を剥奪しない制裁

条　件　付　判　決

保　 護　観　 察

児童福祉法の保護

噂
禁
酒
保 護法の置保護

開放的精神医学的保護

、4 計

刑法34章1条適用

判決・略式命令・秩序罰
による罰金

そ の 他

ム
・ 計

2130

5649

732

111

92

8714

1086

315314

1043

336824

4525

6365

1089

393

38

12410

3179

363142

694

391636

5260

6541

918

351

30

13100

4043

442377

394

472467

5231

6162

692

289

14

12388

4173

437511

282

466518

十3101

十　513

40

十　178

78

十　3674

十　3087

十122197

761

十129694

（刑事統計1976年表3＝4：4）



表112
　拘禁に付された者（単独又は他の制裁と併科）一主たる犯罪および拘禁の期間別，1976年

犯罪類型
刑期（月）　4月以下

傷害（重傷害を含む）

健康・生命に対するその
他の罪

不法な脅迫

自由・平穏に対するその
他の罪

道徳に対する罪

窃盗

’重窃盗

強盗（重強盗を含む）

その他の盗犯

詐欺その他の不正行為

その他の財産犯

公共に対する罪

公務員に対する暴力行
為・不正行為

不服従の罪

脱走の罪

国家に対するその他の罪

酒酔運転又は酒気帯運転

その他の交通犯罪

麻薬犯罪（重大犯を含む）

密輸

租税犯罪

その他の特別法犯

合　　　　　　　　計

の又少は七たく
　　　　　　　　　。減

を留禁’に九し

714

24

59

11

14

695

105

7

353

353

32

75

309

788

247

57

3905

539

80

85

49

472

8973

12月以下

望
』
5
』
遇
型
坐
8
8
璽
坐
墨
型
餌
一
二
2
一
4
璽
M
蔓
妬
璽
1
塑
護
嚢
の

48月以下
48月をこ
える

合　計

で
ぎ
る
。

　
矯
正
保

護
施
設
の

平
均
収
容

人
員
は
最

近
の
五
年

間
に
著
し

く
減
少
し

た
。
一
九

七
〇
年
に

は
拘
禁
、

少
年
拘
禁

又
は
抑
留

の
判
決
を

受
け
た
者

65　　　　　4　　　　961

　7　　　　　14　　　　　56

一　　　　　一　　　　　64

　5　　　　　－　　　　　26

51　　　　　－　　　　　101

11　　　　　－　　　　1016

68　　　　　－　　　　　748

106　　　　　7　　　　208

　5　　　　　－　　　　491

61　　　　　－　　　　　860

　6　　　　　－　　　　　72

14　　　　　－　　　　　128

　5　　　　　－　　　　　378

＿　　　　　＿　　　　　788

一　　　　　一　　　　　249

　2　　　　　－　　　　　63

　1　　　　　－　　　　3925

　1　　　　　－　　　　　554

159　　　　　　　30　　　　　　415

32　　　　　3　　　　165

　7　　　　　－　　　　　77

　2　　　　　－　　　　　501

608　　　　　　　　58　　　　　11846

　　（刑事統計1976年　表9：1）
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の
数
は
平
均
し
て
四
三
三
一
人
で
あ
る
、
そ
の
後
こ
の
数
は
一
九
七
一
年
に
四

〇
九
三
人
、
一
九
七
二
年
に
四
一
四
八
人
、
一
九
七
三
年
に
四
〇
九
七
人
、
一

九
七
四
年
に
三
四
九
九
人
、
一
九
七
五
年
に
三
三
三
三
人
、
そ
し
て
一
九
七
六

年
に
は
三
二
八
五
人
で
あ
つ
た
。

　
以
前
に
は
抑
留
及
び
少
年
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
が
今
は
大
部
分
そ
の
か

わ
り
に
、
多
く
の
場
合
比
較
的
長
期
の
自
由
刑
で
あ
る
拘
禁
を
受
け
て
い
る
と

推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
一
ー
二
は
一
九
七
六
年
に
拘
禁
の
判
決
を
受
け

た
者
の
数
を
、
主
た
る
犯
罪
と
刑
期
の
長
さ
と
に
よ
つ
て
分
類
し
て
示
し
て
い

る
。
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
多
く
（
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
最
高
五
月
の
刑
を

受
け
て
い
る
と
い
う
観
察
が
な
さ
れ
る
。
一
方
長
期
の
刑
を
受
け
て
い
る
者
は

比
較
的
限
ら
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
し
て
い
る
（
一
年
以
上
が
五
．
六
パ
ー
セ

ン
ト
、
五
年
以
上
が
○
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
。

　
短
期
の
自
由
刑
は
、
大
部
分
自
由
の
剥
奪
が
も
つ
ば
ら
一
般
予
防
的
理
由
に

よ
つ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
犯
罪
に
ね
ら
い
を
つ
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
分
布
は
上
段
の
表
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。　

同
様
を
方
法
で
一
年
以
上
の
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
に
関
し
、
あ
る
種
の

犯
罪
形
式
へ
の
集
中
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
麻
薬
犯
罪
、
強
盗
及
び

粗
暴
犯
罪
が
中
段
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
少
く
と
も
五
九
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
あ
る
。

5月以下の拘禁の判決を受けた者の数

％

43．5

人　数

3905

11．71047

12．91160

11．51035

6．0539

2．8250

11．61037

主　た　る　犯　罪

酒酔い・酒気帯運転

粗暴犯罪（3章・17章1条）

盗犯（刑法8章）

不服従・脱走の罪

酒酔運転を除く交通犯罪

詐欺等（刑法9章）

その他

100．08973計

12月をこえる拘禁の判決を受けた者の数

主たる犯罪人数％
麻薬犯罪　　　　　　　　　189　　28・4

強盗　　　11317．0
重窃盗　　　　　　　　　　68　　10．2

粗暴犯（確1墓）　95・4・3

詐i欺等（刑法9章）　　　　　61　　9．1

道徳に対する罪等（ぎ糠）517・7

密　　輸　　　　　　　　　35　　58

租税犯罪　　　　　　　　　　7　　1．0

その他　　　　　　　　　　　47　　7，0

ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

」　　　1巴

計 666 100．0

5月をこえ12月以下の拘禁の判決を受けた
者の数

主　た　る　犯　罪 人　数 ％

盗犯（刑法8章） 1106 50．1

詐欺等（刑法9章） 446 20．2

粗暴犯（刑法3章17章1条） 253 11．5

麻薬犯罪 146 6．6

その他 256 11．6

計 2207 100．0

八
五
　
　
（
一
四
四
　
）
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表1：3
　拘禁・少年拘禁・抑留・保護観察・条件付判決の判決を受けた者及び罰金の判決を

　受け又は裁定を受けた者の：主たる犯罪と主たる制裁（1g76年）

罰金

　　1933

　　201

　　229

　　815

　　　23

　　　119

　　125

　　　　6

　　　　2

　8022

　　1784

　2914

　　332

　　405

　　146

　　316

60421

　　686

　5743

23712

　　416

19809

152213

280372

条件付
判　決

　391
　133
　　32

　　7

　　35

　1804

1
　

5
02

282

1170

336

195

　　71

　　16

　　27

　　18

217

　　　2

　　12

　　62

141

　　74

5231

保　護
観　察

　　　408

　　　　10

　　　　67

　　　　17

　　　　50

　　1729

　　　640

　　　　47

　　　527

　　1341

　　　114

　　　130

　　　116

　　　　　1

抑留年
禁

少
拘拘禁型類罪犯

21

18

568

　　4

　　57

220

　　49

　　28

6162

5
4
　
1
　
3
3
8
6
　
4
1

3

38

3

15

29

20

20

7
1
　
　
3

　5

　　1

104

941

56

64

26

一
101

966

730

206

442

819

72

125

370

788

249

62

3883

39

550

413

241

500

11643

傷害（重傷害を含む）

健康・生命に対するその他の罪

不法な脅迫

自由・平穏に対するその他の罪

侮辱行為

道徳に対する罪・家族に対する罪

窃　　盗　
盗

　
窃

窃
重
強強　　盗（重強盗を含む）

その飽の盗犯

詐欺・その他の不正行為

その他の財産犯

公共に対する罪

公務員に対する暴力行為不正行為

不服従の罪

脱走の罪

国家に対するその他の罪

酒酔運転

酒気帯運転

その他の交通犯罪

麻薬犯罪（重大犯を含む）

密輸又は租税犯罪

その他の特別法犯

　　　　　　計
（刑事統計1976年　表9：1）

　
八
六
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五
月
以
上
一
年
以
下
の
拘
禁
に

付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
財
産
犯

罪
が
主
流
を
占
め
る
。
こ
れ
は

前
頁
下
段
の
表
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。　

一
般
に
拘
禁
は
主
と
し
て
次
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
犯
罪
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
主
と
し
て
一
般
予
防
的
理

　
由
に
よ
り
短
期
の
拘
禁
の
刑

　
に
当
る
犯
罪
。

　
②
　
自
由
刑
以
外
の
制
裁
は
排

　
除
さ
れ
る
よ
う
な
非
常
に
重

　
大
な
犯
罪
。

　
③
　
再
犯
を
構
成
し
、
他
の
自

　
由
を
剥
奪
し
な
い
制
裁
が
以

　
前
に
試
み
ら
れ
た
後
に
自
由

　
刑
に
当
る
と
考
え
ら
れ
る
犯

　
罪
。
こ
こ
に
は
主
と
し
て
財

　
産
犯
が
属
す
る
。

　
し
か
し
、
表
一
ー
三
か
ら
は
、

自
由
を
剥
奪
し
な
い
他
の
制
裁

が
、
一
般
予
防
的
利
害
が
通
常
自



由
刑
を
要
求
す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
も
数
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一

三
八
二
人
が
軽
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
粗
暴
犯

罪
（
刑
法
三
章
及
び
一
七
章
一
条
に
対
す
る
罪
）
で

自
由
刑
の
判
決
を
受
け
て
い
る
。
二
二
九
人

が
同
様
の
犯
罪
で
保
護
観
察
又
は
条
件
付
判
決

　　　　　　　1976年に判決を
犯罪類型　　　　　　　うけた者 拘禁

保　護

観察
条件付
判　決

単純窃盗（8章1条） 966 1729 1804

重窃盗（8章4条） 730 640 201

単純詐欺（9章1条） 130 528 643

重詐欺（9章3条） 329 407 195

単純横領（10章1条） 17 54 119

重横領（10章3条） 18 17 30

債務に関する罪（11章） 5 6 141

損害を加える罪（12章1条） 2 8 2
重大な損害を加える罪（12章3条） 23 16

一

表1：4
　1966年に判決又は起訴放棄を受けた重大事犯の再犯（男・女）

左のうち再犯者
の数　　（％）

5年後
　　52

　　76

　　86

　　53

　　19

　　72

83

61

3年後
　　45

　　69

　　82

　　47

戸
b
　
F
O
　
8
　
5

1
　
6
　
7
　
門
D

決
起
さ
の

判
，
棄
と

に
け
放
こ
者

前
受
を
た
る

以
を
訴
れ
あ

左のうち再犯者
の数　　（％）

3259

2240

279

3226

332

222

1015

11517

5年後
　　17

　　34

　　63

　　37

　　11

　　52

　　45

　　30

3年後

3
9
　
8
1
　
　

4
9
　
5

1
2
5
3
8
4
3
2

初めて判決
を受け，起
訴を放棄さ
れた者（1）

　　2520

　　211

　　　24

　　2956

　　2087

　　452

　　2930

　11320

裁制

拘禁（1－4月）

拘禁（5月以上）

少年拘禁

保護観察

条件付判決

児童福祉法の保護

起訴の放棄

　　　　計（2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（統計報告（司法）1972：28及び1974：25，表8）
1）ここには（a）少年時代に児童福祉法の保護又は起訴放棄を受けた者で20才以上の者，（b）10年以上前に判決を受

　　けている者を含む。

21制裁を特定でぎない者も若干含んでいる。
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表1：5
　拘禁，保護観察又は条件付判決を受けた者（年令別，1g76年）

計合50一25－4921－2415－20
年
令

の時の決判
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に
付
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
傾
向
は
麻
薬
犯
罪
（
自
由
刑
四
二
一
、
保
護
観
察
又
は

条
件
付
判
決
二
八
二
）
、
及
び
酒
酔
い
運
転
（
自
由
刑
三
八
八
三
、
保
護
観
察
又
は
条
件

付
判
決
七
八
五
）
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
不
服
従
の
罪
及
び
脱
走
（
軍
務
忌
避
）

に
つ
い
て
は
事
情
は
異
な
つ
て
い
る
、
こ
こ
で
は
原
則
と
し
て
拘
禁
以
外
の
制

裁
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　
裁
判
所
が
抑
留
及
び
少
年
拘
禁
の
判
決
を
す
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
い
の
が

目
立
つ
。
こ
の
変
化
は
最
近
不
定
期
刑
に
向
け
ら
れ
て
い
る
批
判
と
明
ら
か
に

結
び
つ
い
て
い
る
。
少
年
拘
禁
調
査
会
Q
仁
一
。
置
二
。
）
は
近
い
う
ち
に
少
年
拘

禁
と
い
う
制
裁
を
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
を
す
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
て

い
る
。
司
法
省
内
部
に
お
い
て
抑
留
の
再
構
成
が
個
々
の
事
件
に
お
い
て
そ
の

適
用
領
域
を
減
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。

　
保
護
観
察
は
重
大
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
財
産
犯
罪
に
対
し
て
相
当
広
い
範

囲
に
わ
た
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
条
件
付
判
決
は
債
務
に
関
連
す

る
犯
罪
と
同
様
に
刑
法
八
章
一
条
、
九
章
一
条
、
及
び
十
章
一
条
の
罪
に
関
し

て
支
配
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
裁
の
分
布
は
前
頁
上
段
の
表
に
示
さ
れ
る
。

　
上
述
の
財
産
犯
罪
に
対
し
て
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
の
数
は
、
二
二
二
〇

人
に
な
る
。
即
ち
、
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
の
全
体
の
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
数
は
保
護
観
察
は
三
四
〇
五
人
、
即
ち
保
護
観
察
を
受

け
た
者
の
全
体
の
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
条
件
付
判
決
に
つ
い
て
は
三
一

三
五
人
、
即
ち
条
件
付
判
決
を
受
け
た
者
の
全
体
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　
更
に
保
護
観
察
及
び
条
件
付
判
決
は
、
双
方
を
合
せ
て
、
刑
法
犯
に
対
す
る

制
裁
の
場
合
に
拘
禁
よ
り
も
高
い
数
に
達
し
て
い
る
（
拘
禁
に
付
さ
れ
た
者
六
〇

一
七
人
、
保
護
観
察
に
五
二
三
六
人
、
条
件
付
判
決
に
四
七
…
二
人
）
と
い
う
観
察
が
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な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
特
別
刑
法
で
は
こ
れ
ら
の
制
裁
に
は
比
較
的

小
さ
い
領
域
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
拘
禁
に
付
さ
れ
た
も
の
五
六
二
六
人
、
保
護
観

察
に
九
二
六
人
、
条
件
付
判
決
に
五
〇
八
人
）
。

　
特
に
、
重
大
な
財
産
犯
罪
に
関
す
る
保
護
観
察
の
優
位
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪

に
対
す
る
、
よ
り
介
入
的
な
制
裁
の
必
要
性
を
指
示
す
る
価
値
評
価
の
変
化
の

表
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
保
護
観
察
は
、
そ
れ
自
身
重
大
な
介
入

を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
時
に
よ
り
こ
れ
ら
の
制
裁

は
罰
金
刑
又
は
短
期
の
施
設
内
処
遇
と
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
強
化
さ
れ
て

い
を
。
こ
の
よ
う
な
保
護
観
察
の
強
化
は
、
財
産
犯
罪
の
再
犯
の
場
合
に
ま
れ

で
な
い
。
再
犯
の
数
は
一
－
四
表
に
示
す
通
り
高
い
。

　
一
九
七
六
年
に
は
一
四
五
三
人
に
対
し
て
罰
金
が
保
護
観
察
に
併
科
さ
れ

た
。
即
ち
、
保
護
観
察
を
受
け
た
者
の
二
四
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
、
保
護
観
察
に
伴
う
施
設
内
処
遇
は
、
こ
の
制
度
の
創
設
の
際
に
予
定
さ
れ

た
ほ
ど
高
度
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
観
察
施
設
の
個
別
予
防
的
機
能
は
刑
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法
典
の
制
定
作
業
の
中
で
は
際
立
つ
て
い
た
。
し
か
し
司
法
大
臣
は
、
一
般
予

防
上
の
理
由
に
よ
り
制
裁
の
強
化
が
要
求
さ
れ
る
時
に
も
施
設
処
遇
の
命
令
が

宣
告
さ
れ
得
る
と
述
べ
て
い
た
。
又
、
処
遇
は
、
第
一
に
個
別
予
防
的
に
用
い

る
よ
う
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
目
的
は
心
理
－
教
育
的
専
門
家
の
活
用

に
よ
つ
て
犯
罪
者
の
活
動
性
を
破
壊
し
、
社
会
内
に
お
け
る
長
期
の
保
護
を
準

備
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
活
動
の
た
め
に
特
に
設
備
を
施
さ
れ
た
施
設
も

利
用
に
供
さ
れ
て
い
た
。
刑
法
典
の
制
定
後
の
発
展
は
保
護
観
察
に
伴
う
施
設

内
処
遇
の
判
決
を
受
け
た
者
の
数
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。
一
九
七
五
年
と
一

九
七
六
年
の
数
は
し
か
し
顕
著
な
増
大
を
示
し
て
い
る
（
一
九
七
二
年
　
三
八
二



人
、
一
九
七
三
年
　
三
三
〇
人
、
一
九
七
四
年
　
二
九
一
人
、
一
九
七
五
年
四
〇
四
人
、

一
九
七
六
年
三
九
三
人
）
。
現
在
処
遇
は
地
方
施
設
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
（
七

六
頁
参
照
）
。

　
保
護
観
察
は
、
重
大
な
財
産
犯
罪
（
特
に
重
窃
盗
）
を
犯
し
た
少
年
法
律
違

反
者
に
対
す
る
通
常
の
制
裁
と
な
つ
た
。
そ
し
て
児
童
福
祉
委
員
会
へ
の
引
渡

の
問
題
は
生
じ
得
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
年
令
が
高
く
な
る
に
従
い
、
拘
禁

が
相
対
的
に
保
護
観
察
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
（
表
一
1
五
参
照
）
。

　
刑
法
改
革
の
主
要
な
方
向
の
一
つ
は
、
制
裁
体
系
の
重
点
を
社
会
内
処
遇
に

お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
条
件
付
判
決
の
適
用

に
関
し
て
は
或
る
留
保
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
司
法
大
臣
の
見
解
に
よ
れ
ば
条

件
付
判
決
は
条
件
付
制
裁
猶
予
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
の
適
用
は
相
対

的
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
立
つ
て
み
る
と
、

条
件
付
判
決
が
現
在
非
常
に
広
範
囲
に
用
い
ら
れ
、
事
実
上
多
数
の
犯
罪
類
型

に
対
し
て
支
配
的
な
制
裁
に
な
つ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ

と
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
表
一
－
三
よ
り
窃
盗
及
び
詐
欺
の
通
常
の
事
案
の
場
合
と
、
重
大

と
は
判
断
さ
れ
な
い
他
の
財
産
犯
罪
の
場
合
と
に
等
し
く
条
件
付
判
決
の
頻
度

が
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
債
務
に
関
連
し
た
罪
で
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
、

文
書
偽
造
で
は
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
こ
の
制
裁
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
条
件

付
判
決
が
一
般
予
防
上
の
理
由
で
罰
金
と
併
科
さ
れ
る
こ
と
も
比
較
的
頻
繁
に

行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
裁
の
併
科
は
条
件
付
判
決
の
全
数
の
四
八

パ
ー
セ
ン
ト
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
制
裁
体
系
の
実
務
上
の
適
用
に
関
し
て
は
、
罰
金
刑
の
適
用
領
域
が
非
常
に

　
　
　
　
ス
エ
ー
デ
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の
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拡
大
さ
れ
た
こ
と
が
特
に
注
目
に
値
す
る
。
刑
法
犯
（
酩
酊
罪
を
除
く
）
で
、
一

九
七
六
年
に
全
数
で
四
〇
一
八
四
人
が
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
二
〇
六
一
三
人
（
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
罰
金
に
処
さ
れ
て
い
る
。
特
別
法

（
3
1
糊

犯
で
は
同
年
に
一
二
〇
三
九
〇
人
が
判
決
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
〇

二
五
七
九
人
（
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
罰
金
に
処
さ
れ
て
い
る
。

　
罰
金
又
は
拘
禁
の
定
め
の
あ
る
多
く
の
犯
罪
は
、
現
実
に
は
純
粋
な
罰
金
犯

罪
と
捕
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
て
い
る
。
こ
の
発
展
は
、
又
小
犯
罪
（
例

え
ば
軽
い
傷
害
）
の
限
界
を
広
げ
る
方
向
に
向
つ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
罰
金
の

領
域
を
提
供
し
て
い
る
。

　
小
犯
罪
の
限
界
を
こ
え
た
犯
罪
の
場
合
に
は
、
制
裁
は
罰
金
付
の
条
件
付
判

決
に
定
め
ら
れ
る
。
前
に
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
は
稀
で
は
な
い
。
し
か

し
こ
の
場
合
罰
金
が
適
切
な
制
裁
だ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　
刑
事
政
策
的
議
論
の
中
で
、
今
日
一
般
予
防
上
の
理
由
に
よ
り
、
通
常
短
期

の
自
由
刑
に
当
る
犯
罪
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
広
い
範
囲
で
、
罰

金
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
現
実
的
に
、
よ
り
適
切
な

犯
罪
の
類
型
は
、
飲
酒
運
転
犯
罪
、
小
犯
罪
の
限
界
を
や
Σ
こ
え
た
傷
害
罪
、

重
大
犯
罪
と
は
判
断
さ
れ
な
い
財
産
犯
罪
、
不
服
従
の
罪
で
あ
る
（
表
一
－
二

参
照
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
多
数
の
刑
法
上
の
文
言
は
、
罰
金
を
除
外

し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
か
N
る
法
の
適
用
は
法
の
改
正
を
予
想
す
る
。

第
七
　
現
実
の
調
査
作
業
及
び
立
法
作
業

刑
法
の
制
裁
体
系
の
さ
ま
み
￥
な
部
分
の
再
構
成
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九

公
式
な
調
査
会
に
よ

（
一
四
四
五
）
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つ
て
次
々
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
幾
つ
か
は
、
新
た
に
法
律
案
を
提
示

し
、
他
方
短
時
日
の
間
に
法
律
案
の
提
示
を
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

以
下
こ
れ
ら
現
実
に
行
な
わ
れ
て
い
る
調
査
作
業
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す

る
。　

自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
は
、
特
に
注
目
を
受
け
て
い
る
。
論
議
の
中
で
不
定

期
の
自
由
刑
に
対
し
て
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
少
年
拘
禁
調
査
会
（
冒
一
。

濠
二
。
）
は
こ
の
背
景
の
も
と
に
少
年
拘
禁
の
廃
止
を
提
案
し
、
こ
の
改
革
が
も

た
ら
す
措
置
に
つ
い
て
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
調
査
会
の
一
般
的
な
目
的
は
、

調
査
会
設
置
の
指
示
に
従
え
ば
、
こ
の
改
革
が
問
題
に
な
つ
て
い
る
少
年
法
律

違
反
者
に
対
す
る
自
由
剥
奪
の
増
大
を
も
た
ら
す
べ
ぎ
で
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
改
革
は
、
重
点
を
他
の
矯
正
保
護
上
の
措
置
、
特
に

保
護
観
察
へ
と
更
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
。　

一
九
七
一
年
の
精
神
異
常
者
の
処
遇
に
関
す
る
調
査
会
は
、
新
た
に
そ
の
報

　
　
　
　
　
（
3
2
）

告
書
を
提
出
し
た
。
こ
の
提
案
は
、
特
に
、
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
送

致
の
た
め
の
適
応
症
が
単
に
医
学
的
又
は
社
会
医
学
的
な
原
因
に
限
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
更
に
、
拘
禁
が
他
の
制
裁
よ
り
も
適
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
精
神
医
学
的
保
護
の
か
わ
り
に
矯
正
保
護
領
域

の
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
を
判
決
す
る
可
能
性
が
増
し
て
い
る
。
調
査
会
は
、

矯
正
保
護
と
医
療
保
護
の
問
の
融
通
性
を
増
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
（
九
章
四

節
第
二
参
照
）
。

　
上
述
の
調
査
会
の
提
案
の
取
り
扱
い
と
同
時
に
、
抑
留
の
将
来
の
位
置
を
検

討
す
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
現
在
司
法
省
内
部
に
お
い
て
こ
の
領
域

九
〇
　
　
（
一
四
四
六
）

で
の
改
革
の
要
件
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。

　
前
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
裁
判
所
は
前
も
つ
て
部
分
的
に
、
少
年
拘
禁
と
抑

留
と
の
適
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
事
件
を
処
理
し
て
い
る
。

　
調
査
会
と
の
関
係
で
現
実
化
し
た
他
の
問
題
は
、
今
日
一
般
予
防
的
な
理
由

に
よ
つ
て
通
常
短
期
の
拘
禁
を
必
要
と
す
る
と
み
ら
れ
て
い
る
犯
罪
に
対
す
る

制
裁
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
と
し
て
そ
の
関
心
は
酒
酔
運
転
と
不
服
従
の

罪
に
あ
て
は
ま
る
。

　
酒
酔
運
転
犯
罪
に
関
す
る
立
法
委
員
会
は
そ
の
報
告
書
（
ω
O
d
一
零
9
2
）

の
中
で
更
に
細
か
い
制
裁
の
選
択
を
提
案
し
た
。
禁
酒
保
護
に
関
す
る
指
示
及

び
罰
金
を
伴
う
保
護
観
察
が
そ
れ
ら
の
犯
罪
に
対
し
て
広
く
用
い
ら
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
提
案
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
に
つ
い
て
の
法
改
正

迄
に
は
い
た
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
関
連
で
酒
酔
運
転
犯
罪
を
抑
制
し

得
る
た
め
に
、
酒
酔
運
転
の
検
挙
率
を
増
す
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
．
委
員
会
の
提
案
に
従
い
、
同
会
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
呼
気
検
査
が
、
酒
酔
運

転
犯
罪
の
疑
い
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
せ
ず
に
ル
ー
テ
ィ
ン
的
に
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
33
）

施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
法
律
を
採
択
し
た
。
こ
の
法
律
の
提
案
の

中
で
、
こ
の
領
域
で
の
以
前
の
試
行
に
よ
り
、
こ
こ
に
酒
酔
運
転
犯
罪
に
対
す

る
支
持
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
酒
酔

運
転
犯
罪
委
員
会
の
提
案
の
残
り
の
部
分
が
今
審
査
の
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
司

法
大
臣
は
或
る
種
の
問
題
で
更
に
検
討
を
深
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘

し
た
。
特
に
、
こ
れ
は
保
護
の
二
ー
ド
が
特
に
顕
著
で
あ
る
事
例
を
目
的
と
す

る
保
護
観
察
の
構
成
と
内
容
の
問
題
に
あ
て
は
ま
る
。



　
兵
役
免
除
業
務
及
び
兵
役
拒
否
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
法
律
は
、
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

を
提
出
し
た
一
九
七
三
年
の
兵
役
免
除
調
査
会
に
よ
つ
て
修
正
さ
れ
た
。
そ
の

提
案
は
、
武
器
を
取
る
こ
と
を
拒
否
す
る
者
は
兵
役
免
除
業
務
を
割
り
当
て
ら

れ
得
る
か
、
又
は
そ
れ
が
問
題
に
な
ら
ぬ
時
に
は
公
共
の
業
務
に
服
す
る
義
務

が
あ
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
課
さ
れ
た
公
共
の
業
務
の
実
行
を
拒
否
し

た
者
の
み
が
処
罰
さ
れ
得
る
。

　
社
会
福
祉
調
査
会
に
よ
つ
て
遂
行
さ
れ
た
調
査
作
業
（
ω
一
8
曾
8
）
も
又
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

裁
体
系
の
展
開
に
と
つ
て
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
報
告
書
の
中
で
、

調
査
会
は
、
社
会
福
祉
法
上
の
強
制
的
介
入
措
置
の
制
限
を
提
案
し
て
い
る
。

特
に
、
こ
れ
は
、
同
意
を
欠
く
保
護
措
置
は
一
八
歳
以
上
の
者
に
は
用
い
る
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
多
数
の
賛
成
は
得
ら
れ
て
い

な
い
が
、
調
査
会
の
一
つ
の
代
替
的
提
案
に
よ
れ
ば
、
成
人
の
ア
ル
コ
ー
ル
及

び
麻
薬
の
乱
用
者
に
対
す
る
強
制
的
介
入
措
置
は
、
乱
用
者
自
身
の
二
ー
ド
に

か
ん
が
み
そ
れ
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
及
び
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
の
範
囲

内
に
あ
る
場
合
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
社
会
調
査
会
の
提
案
が
実

現
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
特
に
、
少
年
法
律
違
反
者
に
対
す
る
起
訴
の
放
棄
及
び

特
別
保
護
へ
の
引
き
渡
し
の
制
裁
の
二
つ
の
適
用
に
関
し
重
大
な
刑
事
政
策
的

な
結
果
を
も
た
ら
す
の
は
当
然
の
こ
と
と
な
る
。
（
九
章
四
節
第
一
参
照
）
。

　
軽
い
規
則
違
反
に
対
す
る
刑
罰
以
外
の
制
裁
を
選
択
し
、
犯
罪
化
さ
れ
る
領

域
を
制
限
す
る
可
能
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
を
完
了
し
た
多
く
の
調
査
会
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

よ
つ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
。
前
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
ら
の
提
案
は
、
全
体
的
、
或
い
は
部
分
的
に
実
現
さ
れ
て
い
る
。

　
或
る
調
査
会
（
冒
お
お
”
二
）
は
、
刑
法
の
中
の
経
済
的
制
裁
の
改
革
の
必
要

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

性
を
図
表
化
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
会
設
置
の
指
示
の
中

に
は
、
現
在
の
罰
金
が
行
為
者
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
犯
罪
に
対
す
る
十

分
な
制
裁
に
な
つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
経
済
的

価
値
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
き
に
は
、
強
力
な
経
済
的
制
裁
が
他
の
反
動
形

式
よ
り
ず
つ
と
威
嚇
的
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
調
査
会
は
又
、
法

人
に
対
し
て
経
済
的
制
裁
を
用
い
る
可
能
性
を
研
究
し
て
い
る
。

　
罰
金
刑
の
将
来
の
位
置
は
、
罰
金
刑
の
執
行
に
つ
い
て
準
備
さ
れ
て
い
る
改

革
に
部
分
的
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
換
刑
処
分
調
査
会
（
冒
這
8
”
認
）

　
　
　
　
　
（
3
7
）

は
、
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
現
行
の
換
刑
処
分
の
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。
同
時
に
執
行
の
場
面
で
の
効
果
的
な
手
段
を
提
案
し
て
い
る
。

調
査
会
の
提
案
は
、
罰
金
等
の
換
刑
処
分
を
廃
止
す
る
法
律
案
（
一
。
お
＼
ミ
ニ
9
）

の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
改
革
が
支
払
率
の
減
少
に
つ
な
が
る
の
を
防
ぐ

た
め
に
、
罰
金
及
び
過
料
が
競
売
及
び
他
の
執
行
形
式
の
取
ら
れ
る
際
に
、
現

在
よ
り
も
よ
い
位
置
を
得
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
罰
金
免

疫
」
グ
ル
ー
プ
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、
或
る
場
合
に
お
け
る
刑
罰
の
強
化
に

つ
き
刑
法
典
に
新
し
い
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
一
定
期
間

内
に
多
数
の
罰
金
刑
に
処
さ
れ
た
者
が
支
払
解
怠
を
示
し
た
場
合
、
新
し
い
犯

罪
を
犯
し
た
時
点
で
そ
の
者
に
拘
禁
を
科
す
こ
と
が
で
ぎ
る
も
の
と
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
刑
罰
の
強
化
は
新
し
い
罰
金
刑
が
個
別
予
防
又

は
一
般
予
防
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
不
十
分
と
思
わ
れ
る
時
に
の
み
行
な
う
べ

き
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
提
案
の
実
現
は
、
国
会
の
審
議
で
反
対
に
あ
つ
た
。
現
在
こ
の
提
案
は

国
会
の
法
務
委
員
会
で
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
委
員
会
は
こ
の
提
案
を
こ
の
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
（
一
四
四
七
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

（
一
九
七
七
年
）
ラ
ー
グ
冒
ー
ド
の
レ
ミ
ス
に
付
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
二
節
現
行
の
体
系
の
評
価

　
　
　
第
嗣
　
執
行
費
用

　
制
裁
体
系
の
た
め
の
社
会
の
全
費
用
を
計
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ぽ
多
く
の
作
用
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
特
に
困
難
だ
か
ら
で
あ

る
。
司
法
保
護
の
諸
機
関
は
単
に
刑
を
科
す
る
作
用
を
も
つ
だ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
制
裁
体
系
は
大
き
く
社
会
福
祉
及
び
そ
の
他
の
機
関
の
協
力
の
上
に
立

つ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
手
段
は
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
他
の
活
動
か
ら
分

離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
の
記
述
は
制
裁
体
系
と

直
接
結
び
つ
く
部
分
に
限
定
さ
れ
る
。
資
料
源
と
し
て
は
、
一
九
七
七
及
び
七

八
会
計
年
度
の
予
算
案
（
一
九
七
六
ー
七
七
年
一
〇
〇
号
）
を
用
い
る
（
付
録
五
、
第

二
部
）
。

　
一
九
七
六
ー
七
七
会
計
年
度
に
お
い
て
警
察
官
及
び
警
察
組
織
内
の
捜
査
職

員
は
約
一
五
七
二
〇
人
で
、
そ
の
他
の
職
員
は
約
五
〇
〇
〇
人
で
あ
る
。
警
察

組
織
の
費
用
は
一
九
七
七
－
七
八
会
計
年
度
で
約
二
六
億
一
五
五
〇
万
ク
ロ
ー

ネ
強
で
、
そ
の
う
ち
一
億
四
九
一
〇
万
ク
・
ー
ネ
は
国
家
警
察
委
員
会
に
ふ
り

む
け
ら
れ
、
二
二
億
五
二
六
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
が
地
方
警
察
機
構
に
ま
わ
さ
れ
て

い
る
。

　
国
に
は
二
一
の
高
等
検
察
庁
と
八
六
の
地
方
検
察
庁
と
が
あ
る
、
検
察
組
織

の
職
員
は
一
九
七
六
ー
七
七
会
計
年
度
に
一
一
五
八
人
に
達
す
る
。
こ
の
う
ち

三
八
入
は
検
事
長
及
び
上
級
検
事
、
三
八
二
人
は
検
事
正
、
行
政
検
事
及
び
地

区
検
事
、
一
七
九
人
は
そ
の
他
の
検
察
職
員
で
あ
り
、
検
察
機
能
を
も
た
ぬ
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
（
一
四
四
八
）

員
が
五
五
九
人
で
あ
る
。
一
九
七
七
i
七
八
会
計
年
度
の
検
察
活
動
の
全
費
用

は
一
億
三
〇
八
○
万
ク
β
ー
ネ
強
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
約
一
億
一
二
一
〇
万
ク

冒
ー
ネ
は
俸
給
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
検
事
総
長
の
費
用
五
二
〇
万
ク

ロ
ー
ネ
強
が
加
算
さ
れ
る
。

　
特
に
、
刑
事
訴
訟
事
件
を
取
り
扱
う
通
常
の
裁
判
所
の
費
用
は
、
合
せ
て
四

億
九
二
〇
〇
万
ク
・
ー
ネ
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
億
八
五
〇
〇
万
ク
・
ー
ネ
が

俸
給
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
。
司
法
教
育
を
受
け
た
職
員
の
数
は
一
九
七
六
…

七
七
会
計
年
度
に
約
一
六
七
五
人
、
そ
の
他
の
職
員
が
約
二
五
〇
〇
人
で
あ

る
。

　
一
九
七
七
ー
七
八
会
計
年
度
の
矯
正
保
護
の
予
算
は
七
億
二
二
〇
〇
万
ク
官

ー
ネ
弱
で
あ
り
、
次
表
の
よ
う
に
配
分
さ
れ
て
い
る
（
百
万
ク
冒
ー
ネ
単
位
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

矯
正
保
護
庁

矯
正
保
護
施
設

施
設
外
処
遇

設
備
及
び
動
産
等

職
員
の
研
修
そ
の
他

　
計

こ
の
数
は
、

　
四
三
、

五
四
八
、

一
一
八
、

　
　
六
、

　
　
四
、

七
二
一
、

九〇七九五ノ

　
　
　
　
　
　
矯
正
保
護
に
関
し
て
は
実
行
予
算
の
大
部
分
の
支
出
が
施
設
に

か
か
つ
て
お
り
施
設
外
処
遇
の
た
め
の
費
用
は
相
当
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
一
九
七
七
年
七
月
一
日
に
矯
正
保
護
領
域
で
は
一
五

一
六
の
閉
鎖
収
容
定
員
と
六
五
九
の
開
放
収
容
定
員
と
を
有
す
る
二
三
の
中
央

施
設
、
八
二
八
の
閉
鎖
収
容
定
員
と
一
二
八
○
の
開
放
収
容
定
員
と
を
有
す
る

五
一
の
地
方
施
設
並
び
に
一
一
七
八
の
収
容
定
員
を
も
つ
二
二
の
拘
置
所
が
あ



る
。
矯
正
保
護
施
設
の
職
員
は
一
九
七
六
ー
七
七
年
に
四
一
七
一
、
五
人
（
そ

の
う
ち
、
看
守
職
員
二
七
二
四
、
五
人
、
作
業
職
員
五
八
三
人
）
に
達
す
る
。
　
こ
の

数
は
正
職
員
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
相
当
数
の
臨
時
職
員
が
加
わ
る
。

　
矯
正
保
護
施
設
の
費
用
の
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
人
件
費
、
一
六
パ
ー
セ
ン
ト

は
地
方
費
用
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
食
費
、
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
は
被
収
容
者
の
保
建

医
療
、
体
育
、
教
育
活
動
及
び
八
パ
ー
セ
ン
ト
は
そ
の
他
の
費
用
で
あ
る
、
矯

正
保
護
の
農
業
、
工
業
部
門
は
一
定
の
収
入
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
粗
収
入
は
約
九
〇
〇
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
巨
大
な
経
費
と
一
致
し
て
い
る
。

　
施
設
外
処
遇
組
織
は
一
九
七
六
年
七
月
一
日
に
、
同
数
の
保
護
顧
問
官
を
有

す
る
四
六
の
地
区
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
組
織
内
の
職
員
の
数
は
一
九
七

六
－
七
七
会
計
年
度
に
七
三
七
人
に
達
し
た
（
こ
の
う
ち
四
六
五
人
が
保
護
観
察

官
及
び
同
補
で
あ
り
、
一
二
五
人
が
事
務
職
員
で
あ
る
）
。
施
設
外
処
遇
の
費
用
の
う

ち
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
は
人
件
費
、
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
観
察
担
当
者
へ
の
補

償
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
は
地
方
費
用
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
は
処
遇
及
び
扶
助
費
用
、

三
パ
ー
セ
ン
ト
は
個
々
の
施
設
外
処
遇
活
動
へ
の
補
助
、
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
は
雑

費
、
三
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
は
、
そ
の
他
の
費
用
で
あ
る
。

　
条
件
付
で
釈
放
さ
れ
た
者
、
施
設
外
の
保
護
に
移
さ
れ
た
者
、
及
び
保
護
観

察
の
判
決
を
受
け
た
者
の
各
々
に
施
設
外
処
遇
の
費
用
の
ど
の
部
分
が
割
り
当

て
ら
れ
て
い
る
か
を
正
確
に
計
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
一
九
七
六
年

に
施
設
外
処
遇
の
対
象
者
は
平
均
し
て
一
六
三
一
二
人
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一

三
一
五
八
人
は
保
護
観
察
の
判
決
を
受
け
た
者
、
二
三
〇
八
人
は
条
件
付
で
釈

放
さ
れ
た
者
、
五
三
二
人
は
施
設
外
の
保
護
に
移
さ
れ
て
い
る
抑
留
に
付
さ
れ

　
　
　
ス
ニ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

た
者
、
三
二
三
人
は
施
設
外
の
保
護
に
移
さ
れ
て
い
る
少
年
拘
禁
に
付
さ
れ
た

者
で
あ
る
。

　
条
件
付
判
決
が
安
価
な
制
裁
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
経
済
的
観
点

か
ら
み
て
、
罰
金
の
制
裁
が
国
家
に
と
り
利
益
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
換
刑
処
分
の
調
査
会
は
そ
の
報
告
書
（
ω
O
d
一
S
窪
濫
）
の
中

で
、
科
さ
れ
た
罰
金
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
が
支
払
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
財
政
計
画
（
一
九
七
七
年
の
予
算
案
の
付
録
二
）
で
は
、
罰
金
の
手
段
に
よ
る

収
入
は
、
一
九
七
五
－
七
六
会
計
年
度
に
一
億
八
〇
四
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
に
な
る

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
罰
金
刑
の
執
行
の
費
用
を
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
執
行
事
務
は
、
執

行
官
事
務
所
が
取
り
扱
う
が
、
そ
の
収
入
は
主
と
し
て
税
金
徴
収
と
民
事
債
務

の
取
り
立
て
の
監
督
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
。

　
執
行
官
事
務
所
の
徴
収
業
務
の
結
果
は
、
換
刑
処
分
調
査
会
に
よ
つ
て
一
九

六
九
年
以
来
の
数
を
添
え
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
徴
収
の
郵
便
物
は
一
億
ク
・

ー
ネ
に
達
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
九
〇
〇
万
ク
・
ー
ネ
が
切
り
捨
て
、
又
は
割

引
き
さ
れ
、
五
〇
〇
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
弱
が
徴
収
さ
れ
た
。
そ
の
次
の
年
に
四
〇

〇
〇
万
ク
ロ
ー
ネ
強
が
清
算
さ
れ
た
。
調
査
会
の
標
本
調
査
に
よ
り
、
徴
収
の

た
め
に
用
い
ら
れ
た
罰
金
の
郵
便
は
第
一
回
の
請
求
の
後
に
三
〇
～
四
〇
パ
ー

セ
ソ
ト
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
俸
給
の
差
押
命
令
の
後

の
支
払
い
に
つ
い
て
は
地
方
に
よ
り
大
き
な
差
が
あ
る
。
か
く
て
俸
給
の
差
押

命
令
は
、
第
一
回
の
請
求
後
に
支
払
わ
れ
な
か
つ
た
郵
便
の
一
〇
～
四
〇
。
ハ
ー

セ
ン
ト
の
支
払
い
を
実
現
さ
せ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
財
産
の
差
押
は
、
こ
れ

ら
の
郵
便
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
　
　
（
一
四
四
九
）



　
　
　
入
工
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
　
　
第
二
　
処
遇
研
究

　
我
が
国
の
制
裁
体
系
の
構
成
に
と
つ
て
処
遇
の
側
面
の
意
味
及
び
矯
正
保
護

領
域
で
の
保
護
と
処
遇
へ
の
意
識
的
な
投
資
は
、
包
括
的
研
究
へ
の
理
由
と
な

つ
た
。
我
が
国
に
お
い
て
も
外
国
に
お
い
て
も
、
犯
罪
学
的
研
究
は
、
大
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

様
々
な
処
遇
投
資
の
評
価
に
集
中
し
て
い
る
。
現
存
す
る
処
遇
形
式
及
び
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

諸
制
裁
の
効
果
の
一
連
の
研
究
が
近
年
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
を
活
用

す
る
こ
と
が
重
要
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
研
究
者
自
身
自
ら
の
研
究
か
ら
刑
事

政
策
的
結
論
を
引
き
出
し
、
可
能
な
改
革
の
方
法
を
示
し
て
い
る
も
の
も
あ

（
4
0
〉

る
。

　
公
式
の
犯
罪
統
計
は
、
制
裁
の
タ
イ
プ
に
よ
る
再
犯
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を

　
　
　
　
（
姐
）

提
供
し
て
い
る
。
他
の
確
実
な
方
法
を
欠
い
て
い
る
中
で
、
再
犯
の
程
度
が
処

遇
の
有
効
性
の
尺
度
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
統
計
か
ら
は
、
制
裁
の
厳

し
さ
が
増
す
に
つ
れ
て
再
犯
が
ふ
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
再

犯
の
頻
度
は
、
処
遇
効
果
の
個
別
的
に
は
不
正
確
な
尺
度
と
な
る
。
再
犯
の
頻

度
は
、
個
々
の
事
件
で
対
象
者
及
び
制
裁
の
選
択
が
犯
罪
の
性
質
、
判
決
を
受

け
た
者
の
年
令
、
以
前
の
犯
罪
性
等
の
要
素
が
決
定
的
で
あ
る
よ
う
な
定
ま
つ

た
基
準
の
枠
外
で
な
さ
れ
る
と
い
う
状
況
に
必
然
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
そ

の
他
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
全
て
の
再
犯
が
発
覚
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
表
一
ー
四
（
前
出
八
七
頁
）
に
は
、
一
九
六
六
年
に
判
決
を
受
け
た
者

（
同
様
に
起
訴
の
放
棄
を
受
け
た
者
も
含
む
）
の
中
の
重
大
犯
罪
の
再
犯
が
示
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
42
）

て
い
る
。
こ
の
表
は
、
公
式
の
再
犯
の
統
計
を
基
礎
資
料
に
し
て
犯
罪
防
止
委

員
会
の
製
表
班
の
行
な
つ
た
研
究
（
勺
累
§
。
る
）
か
ら
と
つ
た
も
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
再
犯
数
の
低
い
の
は
、
初
め
て
条
件
付
判
決
に
付
さ
れ
た
者
の
中
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
（
一
四
五
〇
）

み
ら
れ
る
（
五
年
間
の
追
跡
で
一
ニ
パ
ー
セ
ソ
ト
の
再
犯
率
）
。
次
に
来
る
の
は
短

期
の
自
由
刑
に
初
め
て
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
（
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
再
犯
率
）
。
こ

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
酒
酔
運
転
犯
罪
、
不
服
従
の
罪
、
及
び
一
般
予
防
的
理

由
に
よ
つ
て
短
期
の
自
由
刑
を
受
け
る
べ
ぎ
だ
と
み
な
さ
れ
る
他
の
犯
罪
で
判

決
を
受
け
た
老
が
広
く
属
し
て
い
る
。
特
別
な
保
護
手
段
、
処
遇
手
段
の
形
式

の
矯
正
保
護
は
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
何
ら
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
四
月
を
こ
え
る
拘
禁
に
初
め
て
付
さ
れ
た
者
（
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
こ
の

表
に
よ
れ
ば
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
者
（
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
よ
り
も
再
犯
率
が

低
い
。
こ
れ
は
、
訴
追
を
受
け
た
の
が
初
め
て
で
あ
れ
ば
、
長
期
の
拘
禁
に
付

さ
れ
る
者
は
比
較
的
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
拘
禁

は
、
一
般
予
防
の
理
由
に
よ
り
、
犯
罪
傾
向
の
低
い
対
象
者
に
対
す
る
場
合
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
通
常
の
場
合
、
第
一
回
目
の
訴
追
の
際
に
は
、
保
護
観
察

又
は
そ
の
他
の
自
由
を
剥
奪
し
な
い
制
裁
が
判
決
さ
れ
て
い
る
。
初
回
に
保
護

観
察
の
判
決
を
受
け
て
い
る
者
は
多
く
の
場
合
既
に
負
因
の
き
び
し
い
者
に
な

つ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
再
犯
率
は
、
初
め
て
起
訴
放
棄
を
受
け
た
者
、
又
は
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保

護
に
引
き
渡
す
判
決
を
受
け
た
者
の
間
で
高
い
（
前
者
で
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
後

者
で
五
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
。
し
か
L
最
高
は
少
年
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
で
あ

る
（
六
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
。

　
こ
の
表
か
ら
は
又
、
再
犯
の
危
険
は
以
前
に
判
決
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者

の
間
で
非
常
に
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
前
に
判
決
を
受
け
た
者
が
条
件
付
判

決
を
受
け
た
場
合
、
五
年
問
に
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
が
再
犯
に
陥
つ
て
い
る
（
初

犯
者
の
場
合
は
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
。
同
様
に
四
月
以
下
の
拘
禁
に
つ
い
て
は
五
二



パ
ー
セ
ソ
ト
、
保
護
観
察
に
つ
い
て
は
五
三
パ
ー
セ
ソ
ト
、
児
童
福
祉
法
に
ょ

る
保
護
に
つ
い
て
は
七
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
月
を
こ
え
る
拘
禁
に
つ
い
て
は
七

六
パ
ー
セ
ン
ト
、
起
訴
の
放
棄
に
つ
い
て
は
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
少
年
拘
禁
に

つ
い
て
は
八
六
パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
る
。
こ
の
説
明
の
中
で
は
年
令
は
全
く
考
慮

さ
れ
て
い
な
い
。
引
用
し
た
報
告
で
は
年
令
に
よ
る
分
布
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
説
明
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
施
設
内
処
遇
及
び
施
設
外
処
遇
の
双
方
が
、
何
ら

の
措
置
も
と
ら
な
い
場
合
よ
り
も
再
犯
率
が
高
い
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
対
象
者
は
様
々
な
制
裁
の
タ
イ
プ
毎

に
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
（
従
つ
て

ま
た
検
察
官
）
の
判
断
は
、
再
犯
の
危
険
に
関
す
る
適
正
な
仮
定
の
枠
外
で
な

さ
れ
て
い
る
。
示
さ
れ
た
再
犯
統
計
は
、
そ
れ
故
他
の
制
裁
が
用
い
ら
れ
た

か
、
或
い
は
何
の
制
裁
も
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
場
合
に
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な

つ
た
か
を
我
々
に
告
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
全

く
別
の
方
法
を
用
い
た
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

　
最
も
急
進
的
な
理
解
の
仕
方
は
、
全
く
無
作
為
に
対
象
者
を
二
個
或
い
は
数

個
の
処
遇
形
式
に
分
け
る
純
粋
な
実
験
的
方
法
で
あ
る
。
例
え
ぽ
、
或
る
少
年

拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
の
実
験
で
は
、
個
人
を
一
人
お
き
に
施
設

収
容
を
免
れ
さ
せ
、
代
り
に
保
護
観
察
に
付
す
の
で
あ
る
。
他
の
考
え
ら
れ
る

可
能
性
は
、
拘
禁
の
判
決
を
受
け
た
者
を
無
作
為
に
全
く
違
つ
た
処
遇
形
式
の

二
つ
の
施
設
、
一
つ
は
例
え
ば
純
粋
に
権
威
的
な
、
他
は
個
人
治
療
指
向
的
方

法
に
よ
つ
て
運
用
さ
れ
る
も
の
へ
と
分
け
て
収
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
ば
し
ば
合
法
的
な
理
由
に
よ
つ
て
、
こ
う
し
た
実
験
を
用
い
る
こ
と
は
禁

止
さ
れ
る
。
代
り
に
準
実
験
的
方
法
の
助
け
を
借
り
て
、
異
な
つ
た
処
遇
形
式

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ソ
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

の
効
果
を
研
究
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
的
に
み
て
、
こ
れ

ら
の
調
査
は
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
の
手
続
は
、
原
理
的
に
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　
或
る
調
査
資
料
（
例
え
ば
窃
盗
で
判
決
を
受
け
た
全
部
の
者
、
又
は
一
八
ー
二
五
歳

で
判
決
を
受
け
た
全
て
の
者
等
）
に
つ
い
て
、
与
え
ら
れ
た
期
間
内
に
再
犯
に
陥

つ
た
者
は
誰
か
、
及
び
再
犯
と
非
再
犯
の
各
々
に
結
合
し
て
い
る
背
景
要
因
が

何
か
を
調
査
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
合
を
基
礎
に
し
て
個
人
は
危
険
性
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
で
き
る
。
勿
論
良
好
な
背
景
要
素
は
再
犯
率
を
低
く
す
る
一

方
、
多
く
の
否
定
的
な
背
景
要
素
は
、
高
い
再
犯
率
と
結
合
し
て
い
る
。
同
じ

危
険
率
の
範
疇
に
属
す
る
個
人
は
、
平
均
し
て
同
じ
再
犯
危
険
性
を
持
つ
。
こ

の
範
躊
化
は
、
再
犯
の
基
礎
に
な
つ
て
い
る
判
決
の
際
に
用
い
ら
れ
た
制
裁
の

タ
イ
プ
を
全
く
顧
慮
せ
ず
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
要
点
は
、
全
く
異
な
つ
た
制
裁
を
受
け
た
同
一
の
危
険
率
の
範
疇
に

属
す
る
個
人
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
同
一
の
危
険
率
の
範

疇
に
属
す
る
故
に
統
計
的
特
徴
で
は
同
じ
で
あ
る
個
人
に
対
す
る
異
な
つ
た
制

裁
の
効
果
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
難
点
は
、
危
険
性

の
判
定
が
完
全
で
な
く
、
又
或
る
体
系
的
な
相
違
が
異
な
つ
た
反
動
形
式
を
も

つ
集
団
の
間
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
上
述
の
分

析
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
。

　
実
験
的
、
又
は
準
実
験
的
方
法
で
な
さ
れ
た
調
査
の
結
果
は
次
の
よ
う
に
要

約
で
き
る
。

　
　
一
、
再
犯
の
発
生
で
計
つ
た
場
合
、
異
な
つ
た
タ
イ
プ
の
処
遇
は
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
対
応
す
る
個
人
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
じ
結
果
を
示
す
。
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
（
一
四
五
一
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
　
　
く
一
般
的
に
、
個
別
予
防
的
観
点
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
措
置
を

　
　
　
と
ろ
う
と
も
ほ
と
ん
ど
ど
う
で
も
よ
い
と
す
ら
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
二
、
異
な
つ
た
処
遇
の
タ
イ
プ
は
、
問
題
と
な
つ
て
い
る
処
遇
に
対
す
る

　
　
　
個
人
の
適
応
性
に
よ
り
異
つ
た
効
果
を
示
す
。
換
言
す
れ
ば
全
く
同
一

　
　
　
の
処
遇
集
団
の
中
で
効
果
を
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
或
る

　
　
　
個
人
に
と
つ
て
は
処
遇
A
は
低
い
再
犯
率
を
示
し
、
他
の
者
に
と
つ
て

　
　
　
は
高
い
再
犯
率
を
示
す
。

　
　
三
、
或
る
処
遇
タ
イ
プ
が
他
の
処
遇
タ
イ
プ
よ
り
（
再
犯
の
視
点
か
ら
）
よ

　
　
　
い
も
の
で
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
そ
の
処
遇
形
式
が
他
の
も
の
よ
り
は

　
　
　
ず
つ
と
人
間
的
で
、
心
地
良
い
も
の
で
あ
り
得
る
（
例
え
ぽ
拘
禁
と
比
べ

　
　
　
て
保
護
観
察
）
。
そ
の
他
に
、
そ
れ
は
実
施
す
る
上
で
非
常
に
安
価
で
も

　
　
　
　
　
（
43
）

　
　
　
あ
る
得
る
。

　
研
究
の
中
で
は
、
当
然
、
他
の
も
つ
と
観
察
困
難
な
変
数
及
び
特
別
な
変
数

の
組
み
合
せ
が
処
遇
の
結
果
と
結
合
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
男
子
の
少
年
福
祉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

学
校
生
徒
に
お
け
る
再
犯
に
つ
い
て
の
或
る
調
査
で
は
、
成
育
環
境
、
教
育
環

境
、
非
社
会
的
徴
候
、
精
神
状
況
に
関
す
る
二
九
の
異
つ
た
変
数
が
研
究
さ
れ

て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
全
て
の
研
究
は
、
施
設
収
容
後
の
適
応
状
態
と
の
期
待
さ

れ
て
は
い
た
が
弱
い
結
合
を
示
し
て
い
た
。
本
質
的
に
強
い
結
合
は
、
多
数
の

要
素
が
組
み
合
わ
さ
つ
た
時
に
得
ら
れ
た
。

　
あ
る
処
遇
の
実
施
を
怠
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
早
期
に
行
な
う
こ
と
よ
り
も
悪

い
結
果
を
示
す
と
い
う
こ
と
を
言
う
者
が
い
る
。
特
に
、
処
遇
対
象
者
研
究
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

最
絡
報
告
の
中
で
こ
の
見
解
に
対
す
る
支
持
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
少
年
初
犯
者
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ン
ト
が
二
一
歳
迄
の
追
跡
期
問
に
再
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
（
一
四
五
二
）

し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
初
発
犯
罪
に
対
す
る
社
会
の
反
動

に
よ
る
有
害
な
拒
否
の
結
果
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
対
象
者
の
誰
も
刑
事

責
任
年
令
に
は
達
し
て
お
ら
ず
、
又
児
童
保
護
の
諸
機
関
も
、
例
え
し
た
と
し

て
も
、
調
査
以
上
の
措
置
は
何
ら
と
つ
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
以

上
の
こ
と
は
、
何
も
し
な
い
で
そ
つ
と
し
て
お
い
て
自
然
治
癒
を
期
待
す
る
政

策
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
処
遇
研
究
の
相
当
の
部
分
は
、
様
々
な
形
の
施
設
処
遇
の
効
果
を
研
究
す
る

こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
全
て
施
設
調
査
は
、
同
じ
方
向
で
次
の
指
摘
を
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
法
に
違
反
し
た
者
を
刑
務
所
そ
の
他
の
同
様
の

施
設
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
社
会
復
帰
の
可
能
性
は
減
少
す
る
と
。
ど
の

よ
う
な
形
式
の
処
遇
形
式
が
選
ば
れ
、
又
施
設
内
で
は
説
明
ず
み
の
ど
ん
な
に

異
つ
た
処
遇
方
法
が
と
ら
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
大
し
た
意
味
を
持
た
な
い
と
考

　
　
（
4
6
）

え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
社
会
復
帰
の
失
敗
と
高
い
再
犯
率
の
形
で
の
否
定
的
効

果
を
示
し
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、
又
施
設
処
遇
の
人
格
に
対
す
る
破
壊
的
効

果
に
つ
い
て
の
研
究
も
存
在
す
る
、
例
え
ば
、
ウ
ラ
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
の
施
設
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
貯
）

査
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
は
、
施
設
収
容
は
そ
れ
自
身
一
連
の
否
定

的
な
要
素
、
例
え
ば
施
設
ず
れ
、
幼
児
化
、
神
経
症
化
、
敗
北
主
義
、
麻
薬
耽

溺
、
性
的
障
害
を
伴
う
と
主
張
し
て
い
る
。

　
既
に
公
表
済
み
の
資
料
か
ら
判
断
し
て
、
社
会
内
処
遇
組
織
の
強
化
も
、
処

遇
の
視
点
か
ら
み
て
目
立
つ
た
積
極
的
効
果
を
も
た
ら
す
と
は
考
え
ら
れ
な

（
冶

し　
新
た
に
発
表
さ
れ
た
調
査
の
中
で
、
ウ
ラ
・
ボ
ソ
デ
ソ
ソ
は
、
条
件
付
判
決



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

及
び
保
護
観
察
の
個
別
予
防
面
で
の
効
果
を
研
究
し
て
い
る
、
彼
女
は
、
異
つ

た
制
裁
群
の
再
犯
率
に
大
き
い
相
違
の
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
。
再
犯
の

指
標
と
し
て
の
二
年
間
内
の
前
科
登
録
犯
罪
に
つ
い
て
、
条
件
付
判
決
を
受
け

た
者
の
二
一
パ
ー
セ
ソ
ト
、
施
設
処
遇
を
伴
わ
な
い
保
護
観
察
を
受
け
た
者
の

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
施
設
処
遇
を
伴
う
保
護
観
察
の
判
決
を
受
け
た
者
の
六

一
パ
ー
セ
ソ
ト
が
再
犯
し
て
い
る
。

　
こ
の
調
査
で
は
又
再
犯
の
危
険
性
を
考
慮
に
入
れ
て
も
異
つ
た
介
入
的
処
遇

形
式
の
間
に
相
違
が
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
い
か
な
る
措
置
も
と
ら

な
い
の
が
（
条
件
付
判
決
）
最
善
の
結
果
を
示
し
、
　
「
監
督
の
み
」
が
中
問
的
結

果
を
示
し
、
施
設
処
遇
と
結
合
し
た
監
督
が
最
悪
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。
彼

女
の
結
論
は
、
強
制
的
処
遇
の
要
素
が
減
れ
ぽ
減
る
だ
け
結
果
は
良
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
同
じ
見
解
は
、
犯
罪
学
者
ウ
イ
ル
キ
ン
ス
も
述
べ
て
い
る
。
即

ち
「
こ
の
結
果
の
解
釈
と
し
て
立
て
ら
れ
る
単
純
な
結
論
は
、
犯
罪
者
に
何
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
50
）

措
置
も
と
ら
な
い
ほ
う
が
そ
れ
だ
け
良
い
の
で
あ
る
。
」
と
。

　
　
第
三
　
一
般
予
防
に
つ
い
て
の
研
究

　
一
般
予
防
の
問
題
に
つ
い
て
の
経
験
的
研
究
へ
の
犯
罪
学
者
の
関
心
は
、
長

い
間
比
較
的
小
さ
か
つ
た
。
こ
れ
は
、
ア
ソ
テ
ィ
ラ
・
テ
ル
ヌ
ー
ド
に
よ
れ

ぽ
、
一
九
〇
〇
年
代
の
個
人
中
心
的
な
犯
罪
学
の
発
展
と
処
遇
研
究
の
膨
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

投
資
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
理
解
し
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
一
般
予
防
は
、
個
別
予
防
と
対
立
関
係
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
短
期
の

私
刑
要
素
が
学
問
的
な
洞
察
の
欠
如
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。
威
嚇
的
要
素
、
応
報
及
び
刑
の
厳
し
さ
の
極
端
な
強
調
は
、
そ
れ
へ
の

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

反
対
を
生
み
だ
し
た
。
そ
う
し
て
時
に
は
反
対
側
の
極
限
に
行
つ
て
し
ま
い
、

同
時
に
刑
罰
の
一
般
予
防
的
作
用
を
完
全
に
否
定
す
る
に
到
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
近
年
一
般
予
防
は
新
た
に
研
究
と
刑
事
政
策
的
論
議
の
中
心
に
位

置
す
る
よ
う
に
な
つ
て
ぎ
た
。
一
般
予
防
に
対
す
る
関
心
の
増
大
は
、
調
査
結

果
に
支
え
ら
れ
て
生
じ
て
ぎ
た
保
護
思
想
へ
の
不
信
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
反

動
的
、
残
酷
、
か
つ
な
だ
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
と
し
て
一
般
予
防
を
み

る
古
い
教
条
的
た
見
解
は
今
や
正
当
性
を
失
つ
て
い
る
。
代
つ
て
、
人
間
性
と

正
義
と
が
一
般
予
防
の
上
に
築
か
れ
た
体
系
の
重
要
な
要
素
と
し
て
強
調
さ
れ

て
い
る
。
刑
罰
規
定
と
刑
の
威
嚇
と
の
存
在
が
人
間
を
法
を
守
る
よ
う
に
す
る

（
人
間
を
威
嚇
し
て
犯
罪
を
犯
す
こ
と
か
ら
守
り
、
社
会
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
る
道

徳
表
象
を
人
間
の
内
心
に
基
礎
づ
け
、
或
い
は
固
定
す
る
）
か
否
か
と
い
う
中
心
的
問

題
が
研
究
の
方
法
論
上
の
問
題
を
よ
び
起
す
。
威
嚇
的
要
素
と
し
て
検
挙
の
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

険
性
の
意
味
が
特
に
関
心
を
ひ
く
。
こ
こ
で
一
義
的
な
完
全
な
解
答
を
得
る
方

法
を
指
示
す
る
こ
と
は
な
お
誰
に
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
既
存
の
パ
ラ
く

な
研
究
が
或
る
種
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
迄
作
業
は
、
次
の
問
題
に
主
と
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
。

　
　
①
　
一
般
に
人
民
は
規
範
と
制
裁
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
知
識
を
も
つ

　
　
　
て
い
る
か
。

　
　
②
　
制
裁
を
受
け
る
危
険
は
、
一
般
の
法
遵
守
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意

　
　
　
味
を
も
つ
て
い
る
か
。

　
　
③
　
制
裁
の
選
択
及
び
制
裁
の
ぎ
び
し
さ
が
規
則
遵
守
に
対
し
て
ど
の
よ

　
　
　
う
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
か
。

　
様
々
な
調
査
は
、
一
般
に
人
民
が
規
期
の
体
系
の
内
容
及
び
そ
の
適
用
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
一
四
五
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ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

い
て
不
十
分
な
知
識
し
か
も
つ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
刑

罰
規
定
及
び
刑
罰
的
制
裁
が
一
般
予
防
的
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
何
が
起
る
か
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
知
ら
な
け
れ
ば
、

刑
罰
規
定
は
個
々
の
場
合
に
威
嚇
的
に
作
用
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ

故
刑
法
の
体
系
及
び
法
律
に
つ
い
て
の
細
か
い
情
報
は
、
一
般
予
防
が
機
能
し

得
る
た
め
の
前
提
条
件
な
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
犯
罪
学
者

　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

ク
ラ
ウ
ス
・
メ
ケ
レ
ー
は
こ
の
方
法
で
知
識
の
意
味
を
過
大
評
価
す
る
こ
と
に

反
対
し
て
い
る
。
刑
法
の
威
嚇
的
作
用
は
、
人
民
が
制
裁
の
危
険
及
び
制
裁
の

内
容
に
つ
い
て
完
全
な
知
識
を
も
つ
た
上
で
犯
罪
を
犯
す
か
や
め
る
か
す
る
こ

と
の
ど
ち
ら
が
自
分
に
有
利
で
あ
る
か
と
計
算
す
る
点
に
存
す
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
彼
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
恐
怖
を
起
さ
せ
る
ρ
は

ま
N
不
確
実
さ
と
無
知
と
で
あ
る
。

　
例
と
し
て
メ
ケ
レ
ー
は
、
フ
ィ
ソ
ラ
ソ
ド
の
学
生
の
禁
酒
同
盟
が
数
年
前
に

ほ
と
ん
ど
恐
怖
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
性
質
を
持
ち
得
る
内
容
の
麻
薬
に
関
す
る

小
冊
子
を
配
布
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
あ
る
調
査
で
は
地
方
の
学
級
の
生

徒
は
、
小
冊
子
を
読
ん
だ
後
大
麻
と
」
S
D
に
対
し
て
、
よ
り
肯
定
的
な
態
度

を
も
つ
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
、
小
冊
子
以
前
に
は
、
生
徒

達
は
概
ね
そ
れ
ら
を
何
か
し
ら
危
険
な
も
の
と
い
う
以
上
に
は
麻
薬
に
つ
い
て

何
ら
知
ら
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
が
、
小
冊
子
を
読
む
こ
と
に
よ
つ
て

生
徒
達
は
、
何
ら
か
の
麻
薬
に
つ
い
て
の
知
識
を
獲
得
し
、
そ
れ
が
麻
薬
に
む

か
う
こ
と
を
容
易
に
し
、
無
知
か
ら
の
恐
怖
を
柔
ら
げ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で

あ
る
。
」

　
メ
ケ
レ
ー
は
又
、
刑
罰
の
威
嚇
的
効
果
を
、
刑
罰
体
系
に
関
す
る
回
答
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八
　
　
（
一
四
五
四
）

知
識
と
彼
ら
の
現
実
の
犯
罪
と
の
結
合
関
係
を
定
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
全
て
の
調
査
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
。
メ
ケ
レ
ー

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
個
人
の
犯
罪
へ
の
傾
向
及

び
彼
の
刑
罰
体
系
の
知
識
が
共
に
、
背
景
に
あ
る
社
会
的
要
因
に
依
存
し
て
い

る
と
い
う
事
実
を
全
く
顧
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
欠
陥
を
も
つ
と
い
う
。
そ
こ

で
は
、
体
験
さ
れ
た
刑
の
威
嚇
と
犯
罪
と
の
間
に
存
し
得
る
結
合
関
係
が
完
全

に
消
去
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
特
に
、
犯
罪
が
全
く
自
然
に
個
人
の
刑
事

立
法
に
対
す
る
関
心
を
強
化
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
理
由

の
あ
ゐ
こ
と
で
あ
る
。

　
一
般
の
規
則
遵
守
に
対
す
る
刑
の
威
嚇
の
意
味
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る

の
は
ヨ
ー
・
ア
ソ
デ
ネ
ー
ス
で
あ
る
。
彼
の
緻
密
な
分
析
と
重
み
の
あ
る
業
績

と
は
、
制
裁
体
系
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
・
ギ
ー
的
論
議
の
中
で
特
に
際
立
つ
て
い

（
5
4
）

る
。　

ア
ン
デ
ネ
ー
ス
に
よ
れ
ぽ
、
様
々
な
犯
罪
の
タ
イ
プ
を
正
確
に
分
類
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
体
不
道
徳
な
行
為
（
導
巴
餌
も
9
器
）
に
つ
い
て
は
法

律
は
社
会
の
道
徳
を
強
化
す
る
使
命
を
も
つ
。
刑
の
威
嚇
が
や
ん
で
も
、
個
人

に
内
在
す
る
道
徳
感
情
と
周
囲
の
判
断
に
対
す
る
個
人
の
恐
れ
と
が
、
仮
に
短

期
間
で
あ
つ
て
も
、
犯
罪
防
止
的
に
作
用
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し

て
、
行
為
が
、
法
律
が
そ
れ
を
否
認
す
る
と
い
う
理
由
で
非
難
に
値
す
る
も
の

と
と
ら
え
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
（
目
巴
四
∈
壁
員
o
庄
庄
富
）
刑
罰
規

定
が
犯
罪
を
抑
制
す
る
唯
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
現
在
の
侵
害
は

高
度
に
効
果
的
な
司
法
的
制
裁
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
と
、
ア
ソ
デ

ネ
ー
ス
は
云
う
。
こ
の
主
た
る
グ
ル
ー
プ
の
個
々
の
内
部
に
は
か
な
り
の
内
的



相
違
が
存
在
す
る
。
一
般
的
に
、
特
定
の
法
の
違
反
が
合
理
的
に
動
機
づ
け
ら

れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
刑
法
的
制
裁
が
法
遵
守
を
確
立
す
る
た
め
よ
り
大
き
い
意

味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
云
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。
そ
れ
故
一
般
予
防
に
関
す
る

現
実
の
議
論
は
各
久
ア
ン
デ
ネ
ー
ス
に
従
え
ば
、
刑
法
規
範
の
異
な
つ
た
タ
イ

プ
の
問
の
相
違
と
個
々
の
タ
イ
プ
に
対
す
る
動
機
づ
け
の
分
析
と
の
上
に
築
か

れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
問
題
が
一
般
化
さ
れ
た
問
題
と
し
て
議
論

さ
れ
る
と
き
に
見
逃
さ
れ
て
い
る
。

　
更
に
、
ア
ン
デ
ネ
ー
ス
は
、
刑
の
威
嚇
を
受
け
る
様
々
な
個
人
の
間
で
の
分

類
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
知
的
及
び
情
緒
的
条
件
は
、
人
間

に
刑
の
威
嚇
的
作
用
の
受
け
入
れ
や
す
さ
を
大
き
く
し
た
り
小
さ
く
し
た
り
す

る
が
、
又
同
時
に
法
律
の
道
徳
的
影
響
の
受
け
入
れ
や
す
さ
に
も
違
い
を
も
た

ら
す
。
更
に
、
彼
は
様
々
な
社
会
の
相
違
を
も
指
摘
す
る
。
静
的
な
社
会
で
は

非
形
式
的
な
社
会
的
な
圧
力
だ
け
で
、
刑
法
の
助
け
を
借
り
ず
に
高
度
の
同
調

行
動
を
生
み
出
す
の
に
十
分
な
強
さ
が
あ
り
得
る
。
が
、
移
動
性
の
大
き
い
高

度
に
都
市
化
し
た
社
会
で
は
、
社
会
的
統
制
は
動
揺
す
る
。

　
メ
ケ
レ
ー
に
よ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
先
走
つ
た
結
論
を
、
人
民
が
刑
の
威
嚇
と

は
無
関
係
に
自
ら
の
内
面
化
さ
れ
た
規
範
に
従
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

か
ら
、
引
き
出
す
の
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
さ
し
当
り
、
内
面
化
さ

れ
た
規
範
が
刑
の
威
嚇
の
存
在
し
な
い
場
合
に
弛
緩
す
る
か
否
か
、
又
は
そ
の

弛
緩
の
程
度
に
つ
い
て
の
問
題
を
明
ら
か
に
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
般
予
防
的
視
点
か
ら
制
裁
の
ぎ
び
し
さ
の
問
題
は
、
刑
事
政
策
的
議
論
の

中
で
大
き
く
注
目
に
値
す
る
。
一
般
予
防
的
効
果
は
制
裁
の
き
び
し
さ
と
直
接

比
例
し
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
時
に
妥
当
す
る
。

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
騒
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
就
中
テ
ル
ヌ
ー
ド
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
、
即
ち
、
ぎ

び
し
さ
の
変
異
の
分
析
に
当
つ
て
は
、
潜
在
的
な
違
反
者
が
正
に
判
決
さ
れ
る

も
の
と
計
算
し
て
い
る
刑
罰
、
そ
の
場
合
の
社
会
的
な
結
果
に
対
し
刑
罰
が
ど

う
い
う
意
味
を
も
つ
か
、
刑
罰
に
伴
う
付
加
的
制
裁
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
等
々
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
よ
り
き
び
し
い
刑
罰
が
一
般
的
に
緩
か
な
刑
罰
よ
り
も
大
き
い
一
般
予
防
的

効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
支
持
す
る
科
学
的
な
経
験
的
資
料
は
全
く
な
い
。

こ
の
問
題
は
、
様
々
な
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰
（
拘
禁
の
期
間
、
拘
禁
の
代
り
の
罰
金

等
）
を
定
め
る
と
き
当
て
は
ま
る
。
小
犯
罪
の
場
合
に
は
刑
の
水
準
を
大
き
く

上
げ
る
こ
と
が
規
則
の
遵
守
に
影
響
す
る
こ
と
、
即
ち
同
時
に
制
裁
の
危
険
を

増
す
か
否
か
を
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
見
解
は
、
交
通
事
件
の
調
査

に
よ
つ
て
支
持
さ
れ
る
。
そ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
違
法
駐
車
の
数
は
刑
罰
が
き

び
し
く
な
り
、
同
時
に
制
裁
を
受
け
る
危
険
が
増
大
す
る
と
極
端
に
減
少
す
る

　
　
（
5
7
）

の
で
あ
る
。

　
　
第
三
節
　
要
約
と
発
展
の
傾
向

　
本
章
の
説
明
か
ら
、
刑
法
典
及
び
制
裁
体
系
の
導
入
は
何
ら
刑
事
政
策
的
改

革
作
業
の
停
止
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
。
既
に

刑
法
典
の
施
行
前
に
そ
の
改
正
の
必
要
が
問
題
に
な
つ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な

議
論
は
、
体
系
の
適
用
の
研
究
と
経
験
と
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
当
然
か
つ
必
然

で
あ
る
。

　
刑
事
政
策
的
改
革
作
業
に
お
け
る
多
か
れ
少
な
か
れ
意
味
の
あ
る
傾
向
が
観

察
で
ぎ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
　
　
（
一
四
五
丑
）



　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
最
初
に
犯
罪
化
の
領
域
を
制
限
し
、
小
法
律
違
反
に
つ
い
て
は
刑
罰
以
外
の

他
の
制
裁
で
の
ぞ
む
必
要
性
が
見
出
さ
れ
た
。
ど
の
よ
う
な
代
替
的
制
裁
を
こ

こ
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
こ
ま
で
非
犯
罪
化
や
非
刑
罰
化
を
押
し
進

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
刑
罰
体
系
の
構
成
に
と
つ
て
第
一
義
的
な
関
心
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
こ
の
改
革
の
必
要
性
を
更
に
分
析
し
、
刑
罰
的
制
裁
の
適
用
領

域
の
限
界
づ
け
の
一
般
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

　
刑
事
政
策
の
内
部
の
他
の
明
ら
か
な
方
向
は
、
自
由
剥
奪
的
制
裁
の
適
用
を

制
限
す
る
努
力
で
あ
る
。
自
由
刑
の
代
替
手
段
の
問
題
は
、
高
い
優
先
順
位
を

得
て
い
る
。
そ
の
発
展
は
、
一
連
の
全
般
的
な
観
察
の
端
緒
を
提
供
す
る
、

　
　
ω
　
罰
金
の
領
域
が
増
大
し
た
。
罰
金
は
現
在
以
前
に
は
こ
の
刑
罰
形
式

　
　
　
を
排
除
し
て
い
た
多
数
の
犯
罪
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
　
②
　
条
件
付
判
決
は
、
刑
法
改
正
の
際
に
予
想
さ
れ
な
か
つ
た
範
囲
で
適

　
　
　
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
裁
は
特
に
拘
禁
の
み
が
規
定
さ
れ
て
い
る
通

　
　
　
常
の
重
さ
の
財
産
犯
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
般
予
防
上
の
関
心
を
満

　
　
　
す
た
め
に
条
件
付
判
決
は
屡
々
罰
金
と
併
科
さ
れ
て
い
る
。

　
　
⑥
　
刑
法
典
の
背
景
に
あ
る
意
図
に
従
つ
て
保
護
観
察
は
拘
禁
の
代
替
手

　
　
　
段
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
保
護
観
察
は
、
累
犯
（
特
に
財
産

　
　
　
犯
）
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
制
裁
は
、
一
八
ー
二
〇
歳

　
　
　
の
少
年
の
法
律
違
反
者
に
最
も
普
通
で
あ
る
。
保
護
観
察
は
比
較
的
多

　
　
　
く
罰
金
と
併
科
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
制
裁
が
短
期
の
施
設
内
処
遇
を
伴

　
　
　
う
こ
と
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
。

　
　
ω
　
拘
禁
は
、
今
や
主
と
し
て
一
部
の
犯
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
の
み
用
い

　
　
　
ら
れ
て
い
る
。
拘
禁
以
外
の
制
裁
が
原
理
的
に
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
　
　
（
一
四
五
六
）

　
常
に
重
大
な
犯
罪
に
こ
れ
は
妥
当
す
る
。
他
の
大
き
い
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
は
、
自
由
剥
奪
を
伴
わ
な
い
他
の
制
裁
が
既
に
審
査
さ
れ
た
後
に
、
拘

　
禁
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
る
財
産
犯
で
あ
る
。
更
に
拘
禁
は
、
粗
暴

　
犯
、
酩
酊
交
通
犯
罪
、
軍
隊
の
不
服
従
の
罪
及
び
一
般
予
防
的
理
由
に

　
よ
つ
て
短
期
の
自
由
刑
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
極
端
な
一
部
の
犯

　
罪
に
原
則
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
不
定
期
の
制
裁
（
抑
留
及
び
少
年
拘
禁
）
の
適
用
の
度
合
は
非
常
に
低

　
い
。
こ
の
傾
向
は
、
こ
れ
ら
の
制
裁
を
廃
止
す
る
か
又
は
そ
の
適
用
を

　
強
く
制
限
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
い
る
。

㈲
　
児
童
福
祉
法
又
は
禁
酒
保
護
法
に
よ
る
保
護
へ
の
引
渡
は
社
会
福
祉

　
機
関
に
よ
る
保
護
措
置
及
び
処
遇
措
置
を
前
提
条
件
に
し
て
い
る
。
社

　
会
福
祉
内
の
保
護
理
論
は
、
強
制
的
介
入
か
ら
離
れ
る
立
場
を
と
つ
て

　
い
る
。
こ
れ
ら
の
制
裁
は
、
そ
れ
故
に
、
引
き
続
き
少
な
い
程
度
で
適

　
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
傾
向
は
、
そ
の
代
り
に
矯
正
保

　
護
の
判
決
を
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
い
る
。

①
　
閉
鎖
的
精
神
医
学
的
保
護
へ
の
引
渡
は
不
定
期
の
自
由
剥
奪
を
意
味

　
す
る
。
精
神
的
に
偏
筒
し
て
い
る
法
違
反
者
に
対
し
、
医
療
保
護
と
矯

　
正
保
護
の
ど
ち
ら
が
ど
の
程
度
干
与
す
る
か
と
い
う
問
題
は
現
在
改
め

　
て
調
査
中
で
あ
る
。
こ
の
調
査
会
は
、
こ
の
対
象
者
の
一
部
に
矯
正
保

　
護
の
領
域
内
の
保
護
と
処
遇
と
を
受
け
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て

　
い
る
。

⑧
　
新
た
に
実
施
さ
れ
た
矯
正
保
護
の
改
革
は
、
執
行
段
階
で
の
相
当
な

　
変
化
を
意
味
し
た
。
基
本
原
理
の
一
つ
は
施
設
内
処
遇
と
施
設
外
処
遇



　
　
　
と
の
統
合
で
あ
る
。
傾
向
は
、
休
暇
制
（
釈
放
休
暇
）
及
び
施
設
外
処

　
　
　
遇
の
た
め
の
釈
放
の
可
能
性
の
増
大
に
よ
つ
て
施
設
内
保
護
の
期
間
を

　
　
　
短
縮
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
い
る
。
同
時
に
施
設
外
処
遇
の
資
源
の
強

　
　
　
化
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
刑
事
政
策
領
域
の
発
展
は
、
自
由
を
剥
奪
す
る
制
裁
が
科
さ
れ
た
場
合
に
、

長
期
の
刑
期
を
短
縮
す
る
方
向
に
む
か
つ
て
い
る
。
近
年
は
、
二
年
を
こ
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

長
期
の
拘
禁
に
付
さ
れ
た
者
は
比
較
的
少
な
く
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九

七
七
年
に
は
、
非
常
に
長
期
の
刑
期
の
者
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
自
由
刑
の

判
決
を
受
け
た
者
の
大
部
分
（
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
、
最
高
五
月
以
下
の
短
期

の
拘
禁
を
勤
め
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
現
実
の
刑
事

政
策
的
問
題
は
、
そ
れ
故
こ
う
し
た
形
に
は
ま
つ
た
自
由
剥
奪
以
外
の
制
裁
を

或
る
種
の
犯
罪
に
つ
い
て
用
い
る
た
め
の
条
件
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
制
裁
体
系
の
全
体
像
は
、
自
由
を
剥
奪
し
な
い
制
裁
（
罰
金
と
社
会
内
処
遇
）

に
、
自
由
刑
が
減
少
す
る
一
方
で
、
比
較
的
大
き
い
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
刑
事
政
策
的
視
点
か
ら
は
制
裁
が
犯
罪
と
の
闘
争
に
お
け
る
効
果
的
手
段
で

あ
る
こ
と
が
当
然
重
要
で
あ
る
。
犯
罪
の
発
展
及
び
特
に
高
い
再
犯
率
は
楽
観

主
義
に
理
由
を
与
え
な
い
。
又
、
犯
罪
と
の
闘
争
は
、
第
一
に
予
防
的
平
面
に

お
け
る
そ
の
他
の
手
段
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

も
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
制
裁
体
系
の
構
成
及
び
適
用
は
、
効
果
の
視
点
か
ら
の
み
批
判
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
に
近
年
強
力
に
な
つ
て
来
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

　
　
　
ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

色
合
の
批
判
も
存
在
す
る
。
刑
罰
の
目
的
に
関
す
る
議
論
が
新
た
に
進
行
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
法
典
を
特
徴
づ
け
て
い
る
保
護
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
ヘ
の
一
般
的
な
不
信
に
ぶ
つ
か
る
。
犯
罪
学
的
調
査
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る

結
果
か
ら
判
断
す
る
と
、
刑
罰
に
よ
る
処
遇
ー
施
設
外
で
あ
ろ
う
と
施
設
内

で
あ
ろ
う
と
ー
は
一
般
に
肯
定
的
な
結
果
を
何
ら
示
し
て
い
な
い
。
時
に
処

遇
要
素
が
個
人
に
と
つ
て
介
入
的
で
あ
れ
ば
あ
る
程
そ
の
人
が
社
会
に
再
適
応

し
て
い
く
の
は
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
自
由
剥
奪
の

否
定
的
な
制
裁
上
の
効
果
は
特
に
顕
著
で
あ
る
。

　
批
判
は
又
、
制
裁
が
全
く
一
方
的
に
個
人
の
保
護
及
び
処
遇
の
必
要
性
に
固

着
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
つ
て
非
難
に
値
す
る
行
為
（
犯
罪
）
と
制
裁
の
間

の
結
合
が
弱
め
ら
れ
る
か
、
又
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
捕
え
て
い
る
。
そ

の
代
り
に
、
個
人
の
自
分
の
行
為
に
対
す
る
責
任
を
際
だ
た
せ
る
必
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
再
び
古
典
的
刑
法
学
派
か
ら
の
足
音
が
、
犯
罪
と
刑
罰
の
均

衡
を
求
め
る
そ
の
要
求
と
共
に
、
感
じ
ら
れ
る
。
予
見
可
能
性
の
要
求
に
従

い
、
制
裁
の
選
択
と
刑
罰
の
ぎ
び
し
さ
と
は
広
い
枠
の
中
で
裁
判
所
の
裁
量
に

任
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
推
定
犯
罪
者
は
、

ど
の
よ
う
な
結
果
が
犯
罪
か
ら
生
じ
る
か
を
自
ら
明
ら
か
に
で
ぎ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
不
定
期
刑
を
有
す
る
体
系
は
放
棄
さ
れ
、
法
的
安
定
性
の
重
要
性
が

強
調
さ
れ
る
。

　
制
裁
の
適
用
も
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
制
裁
は
あ
ま
り
に
遅
く
行
な
わ

れ
て
お
り
、
統
制
を
確
立
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
処
罰
さ
れ
る
べ
ぎ
犯
罪
に
対
す
る
結

果
的
な
介
入
は
、
刑
の
威
嚇
が
効
果
的
に
作
用
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
　
　
（
一
四
五
七
）



ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

み
ら
れ
る
。
何
が
為
さ
れ
る
か
と
い
う
内
容
は
、
あ
ま
り
大
き
い
意
味
を
持

た
ず
、
た
だ
刑
に
値
す
る
行
為
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た

め
に
何
か
が
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ

る
。
更
に
、
犯
罪
の
実
行
に
関
連
し
た
迅
速
な
制
裁
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

　
刑
事
政
策
の
議
論
の
中
で
、
拘
禁
、
社
会
内
処
遇
、
罰
金
の
三
つ
に
代
替
す

る
新
し
い
制
裁
形
式
を
作
り
出
す
こ
と
を
求
め
る
声
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
制

裁
は
、
犯
罪
の
中
の
破
壊
的
要
素
に
対
抗
し
て
肯
定
的
で
有
意
味
な
も
の
と
み

ら
れ
る
内
容
を
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
制
裁
体
系
の
適
用
の
経
験
、
犯
罪
の
発
展
、
刑
罰
の
目
的
に
関
す
る
部
分
的

に
変
化
し
た
見
解
、
及
び
一
般
の
議
論
の
中
に
提
出
さ
れ
た
様
々
な
改
革
理
念

は
、
刑
法
典
の
制
裁
体
系
の
再
構
成
の
時
機
が
今
熱
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

　
原
註

　
（
1
）
刑
法
理
論
の
背
景
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
し
い
研
究
に
は
、
1
・
ア
ッ
ゲ
、
刑
法

　
　
的
反
動
体
系
の
研
究
第
一
巻
（
一
九
三
九
年
）
及
び
刑
法
総
論
第
一
巻
。
1
．
ス
ト

　
　
ラ
ー
ル
、
犯
罪
の
制
裁
序
論
（
一
九
五
五
年
）
及
び
ス
エ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
（
一

　
　
九
七
〇
年
）
、
G
・
エ
ル
ビ
ン
、
S
・
ヘ
ク
シ
ャ
ー
、
A
・
ネ
ル
ソ
ン
、
第
一
の
石

　
　
第
四
版
（
一
九
七
五
年
）
五
四
頁
以
下
参
照
。

　
（
2
）
社
会
防
衛
運
動
（
泳
8
霧
Φ
8
9
巴
Φ
）
f
刑
法
の
最
近
の
理
念
の
方
向
－

　
　
討
論
、
北
欧
犯
罪
学
年
報
一
九
五
五
年
一
八
頁
。
M
・
ア
ン
セ
ル
、
社
会
防
衛
運
動

　
　
の
根
本
思
想
（
北
欧
犯
罪
学
雑
誌
一
九
五
五
年
九
九
頁
以
下
）
及
び
社
会
防
衛
と
犯

　
　
罪
者
の
精
神
医
学
的
処
遇
（
北
欧
犯
罪
学
雑
誌
一
九
五
八
年
九
七
頁
以
下
）
、
1
・
ス

　
　
ト
ラ
ー
ル
、
社
会
防
衛
運
動
（
法
律
家
雑
誌
一
九
五
五
年
二
八
頁
以
下
）
を
参
照
。

一
〇
二
　
　
（
一
四
五
八
）

（
3
）
刑
務
所
の
歴
史
的
発
展
に
関
し
て
は
、
J
・
ハ
ー
グ
ス
ト
レ
ー
マ
ー
、
自
由
刑

　
に
つ
い
て
（
一
八
七
五
年
）
、
S
・
ウ
ィ
ー
セ
ル
グ
レ
ン
、
ス
エ
ー
デ
ン
の
刑
務
所

　
と
囚
人
の
保
護
ー
古
代
か
ら
現
在
ま
で
ー
（
一
八
九
五
年
）
、
T
・
ニ
リ
ク
ソ
ソ
、

　
矯
正
保
護
（
一
九
六
七
年
）
、
G
・
ル
ン
ド
ス
テ
ッ
ド
、
ロ
ソ
グ
ホ
ル
メ
ン
ー
二

　
世
紀
に
わ
た
る
懲
治
場
及
び
刑
務
所
（
一
九
七
二
年
）
、
T
・
セ
リ
ン
、
刑
罰
学
の

　
先
駆
（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、
｝
九
四
四
年
）
、
G
ニ
フ
ッ
シ
ュ
及
び
0
・
キ
ル
ヒ

　
ハ
イ
マ
ー
、
刑
罰
と
社
会
構
造
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
一
九
三
九
年
）
、
及
び
T
・
マ

　
テ
ィ
ェ
セ
ン
、
刑
務
所
の
理
念
ー
一
六
〇
〇
～
一
九
七
〇
年
、
シ
ュ
ス
編
、
刑
務

　
所
は
消
滅
し
得
る
か
7
（
オ
ス
ロ
、
一
九
七
二
年
）
所
収
を
参
照
。

（
4
）
　
刑
罰
の
社
会
的
使
命
及
び
刑
罰
体
系
は
、
刑
法
改
革
の
原
理
の
第
一
巻
で
扱
わ

　
れ
て
い
る
。
刑
法
理
論
の
観
点
か
ら
の
こ
の
問
題
の
更
に
詳
細
な
検
討
は
、
J
・

　
C
・
W
ニ
ア
ユ
レ
ー
ン
に
よ
つ
て
、
刑
法
の
一
般
的
原
理
と
い
う
業
績
の
中
で
な
さ

　
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
1
・
ス
ト
ラ
ー
ル
、
犯
罪
の
制
裁
（
一
九
五
五
年
）
一
九
二
頁
。

（
6
）
K
・
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
、
刑
務
所
人
口
を
絶
や
せ
、
演
説
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、

　
一
九
三
五
年
）

（
7
）
（
略
）

（
8
）
（
略
）

（
9
）
　
犯
罪
の
発
展
の
問
題
に
つ
い
て
は
K
・
ス
ベ
リ
、
犯
罪
の
量
と
構
造
、
社
会
変

　
動
と
犯
罪
（
一
九
七
四
年
）
所
収
及
び
G
・
カ
ー
ル
ソ
ン
、
G
・
ノ
ル
ド
ベ
リ
ィ
、

　
犯
罪
の
発
展
、
B
R
A
報
告
一
九
七
六
年
三
号
を
参
照
。

（
1
0
）
（
略
）

（
n
）
議
会
の
承
認
し
た
提
案
（
一
九
七
二
年
六
七
号
）
で
は
、
重
大
な
麻
薬
犯
罪
、

　
重
大
な
麻
薬
輸
入
の
罪
及
び
そ
の
他
の
重
大
な
組
織
犯
罪
に
よ
り
二
年
以
上
の
刑
を

　
受
け
て
い
る
者
に
対
し
開
放
施
設
に
お
け
る
保
護
措
置
、
休
暇
及
び
刑
期
の
三
分
の

　
二
を
受
け
終
る
以
前
の
仮
釈
放
の
各
可
能
性
を
原
理
的
に
拒
否
す
る
意
見
が
述
べ



ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
常
に
妥
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
（
冒

d
一
。
お
蕊
9
犯
罪
者
の
施
設
内
処
遇
に
関
す
る
法
律
七
条
三
項
、
二
三
条
二
項
及

び
同
法
の
制
定
資
料
参
照
）

（
12
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
16
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
19
）

（
2
0
）

刑
法
改
正
法
（
一
九
七
六
年
法
律
五
一
〇
号
）

性
的
粗
暴
犯
（
ω
O
q
一
零
曾
O
）

刑
法
改
正
法
（
一
九
七
五
年
法
律
六
六
七
号
）

租
税
法
改
正
法
（
一
九
七
一
年
法
律
七
〇
号
）

司
法
オ
ム
ブ
ヅ
マ
ン
報
告
一
九
七
五
年
、
三
七
六
頁
。

税
務
行
政
上
の
制
裁
体
系
の
概
観
（
ω
O
q
一
。
ミ
乙
）

密
輸
犯
罪
及
び
関
税
の
追
徴
（
ω
O
q
お
蕊
”
零
）

違
法
駐
車
反
則
金
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律
二
〇
六
号
）

違
法
建
築
に
お
け
る
制
裁
及
び
強
制
措
置
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律

　
六
六
六
号
）

（
2
1
）
集
団
交
通
（
内
o
一
一
①
犀
罫
窟
誘
呂
需
鋒
詩
）
に
お
け
る
追
加
反
則
金
に
関
す

　
る
法
律
（
一
九
七
七
年
法
律
六
七
号
）

（
2
2
）
無
保
険
自
動
車
の
新
制
裁
体
系
の
提
案
（
ω
O
白
男
内
・
一
九
七
四
年
一
〇
月
一

　
四
日
）

（
2
3
）
裁
判
所
手
続
法
改
正
法
（
一
九
七
六
年
法
律
一
一
三
七
号
）

（
24
）
　
小
刑
事
訴
訟
事
件
（
ω
Q
d
お
蕊
”
覧
）

（
2
5
）
刑
法
改
正
法
（
一
九
七
六
年
法
律
五
六
号
）

（
26
）
麻
薬
刑
法
改
正
法
（
一
九
七
二
年
法
律
一
九
三
号
）
、
密
輸
に
対
す
る
刑
罰
に

　
関
す
る
法
律
改
正
法
（
一
九
七
二
年
法
律
一
九
四
号
）

（
2
7
）
徴
兵
法
（
一
九
七
三
年
法
律
一
一
七
六
号
）

（
2
8
）
　
H
・
ト
ル
ン
ス
テ
ッ
ト
、
租
税
犯
罪
及
び
関
税
の
追
徴
（
一
九
七
四
年
）
四
〇

頁
以
下
。

（
2
9
）
支
払
ず
み
の
駐
車
違
反
罰
に
よ
る
罰
金
は
こ
の
表
に
は
算
入
さ
れ
て
い
な
い
。

ス
エ
ー
デ
ン
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

　
こ
の
支
払
数
は
、
一
九
七
〇
年
、
四
六
四
九
六
二
、
一
九
七
三
年
、
五
二
八
六
二
五
、

　
一
九
七
六
年
、
七
四
五
九
四
八
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
（
略
）

（
31
）
秩
序
罰
に
よ
つ
て
罰
せ
ら
れ
る
道
賂
交
通
法
に
対
す
る
犯
罪
は
含
ま
れ
て
い
な

　
い
。

（
3
2
）
　
精
神
障
害
法
律
違
反
者
（
ω
O
d
一
〇
ミ
”
鵠
）

（
3
3
）
　
ア
ル
コ
ー
ル
呼
気
検
査
に
関
す
る
法
律
（
一
九
七
六
年
法
律
一
〇
九
〇
号
）

（
34
）
　
兵
役
免
除
業
務
の
権
利
（
ω
O
d
一
〇
ミ
為
）

（
3
5
）
　
社
会
保
護
（
ω
O
d
ご
謹
”
ω
。
）
及
び
社
会
サ
！
ピ
ス
及
び
付
加
的
社
会
保
険

　
給
付
（
ω
O
d
一
S
浮
合
）

（
3
6
）
交
通
事
件
委
員
会
（
ω
O
d
這
①
ご
＄
）
、
駐
車
委
員
会
（
ω
O
d
む
。
。。
”
一
。
。
）
、

　
酩
酊
罪
処
罰
調
査
会
（
ω
O
q
一
8
0
。
＆
9
墨
）
、
一
九
六
八
年
の
刑
事
訴
訟
事
件
調

　
査
会
（
ω
O
d
一
〇
置
二
ρ
這
お
二
ω
」
O
設
る
刈
）
、
租
税
刑
法
調
査
会
（
ω
O
d
お

　
＄
”
含
）
密
輸
調
査
会
（
ω
O
d
ご
お
”
零
）
、
公
訴
権
委
員
会
（
ω
O
d
お
蕊
”
鳶
）

（
37
）
罰
金
刑
の
執
行
（
ω
O
d
一
零
ヨ
3
）

（
3
8
）
　
ス
エ
ー
デ
ソ
及
び
外
国
の
処
遇
研
究
の
概
観
は
、
犯
罪
学
的
処
遇
研
究
に
関
す

　
る
委
員
会
の
報
告
書
「
犯
罪
学
的
研
究
」
（
ω
O
d
お
お
”
錺
）
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
39
）
参
考
と
し
て
、
B
・
ベ
ル
イ
ェ
ソ
ン
、
制
裁
の
作
用
（
一
九
六
六
年
）
、
U
・

　
ボ
ン
デ
ソ
ン
、
刑
務
所
社
会
に
お
け
る
受
刑
者
（
一
九
七
四
年
）
、
N
・
ビ
シ
ョ
ッ

　
プ
、
処
遇
に
用
心
せ
よ
、
（
北
欧
刑
事
政
策
及
び
犯
罪
学
の
発
展
（
一
九
七
五
年
）

所
収
）
を
見
よ
。

（
4
0
）
　
こ
の
よ
う
な
野
心
を
も
つ
た
ス
エ
ー
デ
ン
の
研
究
者
の
例
は
U
・
ボ
ン
デ
ソ

　
ン
、
刑
務
所
社
会
に
お
け
る
受
刑
者
（
一
九
七
四
年
）
及
び
社
会
内
処
遇
（
一
九
七
七

　
年
）
、
E
・
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
、
処
遇
の
効
果
及
び
社
会
内
に
お
け
る
矯
正
保
護
（
B

　
R
A
レ
ポ
ー
ト
一
九
七
五
年
一
号
）

（
4
1
）
継
続
的
再
犯
統
計
は
統
計
中
央
局
に
よ
つ
て
一
九
七
四
年
に
一
九
六
六
年
の
分

一
〇
三
　
　
（
一
四
五
九
）



　
　
ス
エ
ー
デ
γ
の
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の
評
価

が
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。
最
近
の
追
跡
調
査
は
一
九
六
八
年
に
判
決
を
受
け
た
者
を

　
一
九
六
八
年
－
一
九
七
三
年
の
間
追
跡
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
統
計
報
告
R
一
九
七

　
六
年
四
ー
一
）

（
42
）
G
・
カ
ー
ル
ソ
ソ
、
0
・
オ
ル
ソ
ン
、
犯
罪
に
対
す
る
異
つ
た
制
裁
で
の
再

　
犯
。
（
ω
図
＞
弼
言
一
〇
蕊
”
N
）

（
43
）
　
E
・
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
、
処
遇
の
効
果
二
一
七
頁
を
見
よ
。

（
44
）
D
・
ブ
ロ
ン
ベ
リ
、
少
年
福
祉
学
校
生
徒
の
社
会
復
帰
、
社
会
福
祉
報
告
一
九

　
五
八
年
三
号
。

（
4
5
）
　
少
年
犯
罪
者
（
B
R
A
レ
ポ
ー
ト
一
九
七
五
年
二
号
、
セ
ト
ラ
．
シ
ン
ポ
ジ
ュ

　
ー
ム
よ
り
）
参
照
。
こ
こ
で
は
一
九
五
六
年
の
対
象
者
調
査
の
研
究
の
結
果
及
び
刑

　
事
政
策
的
結
論
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
社
会
の
反
動
ー
烙
印
化
ー
に
特
に
一
章

　
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
（
七
八
頁
）

（
46
）
　
例
え
ば
、
N
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
、
反
動
の
効
果
　
（
2
↓
眺
内
一
〇
〇
一
㌘
一
ω
㎝
）
、

　
R
・
フ
ッ
ド
、
R
・
ス
パ
ー
ク
ス
、
犯
罪
学
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、
一
九
七
三
年
、

　
一
六
〇
ぺ
ー
ジ
以
下
）
参
照
。

（
4
7
）
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
、
刑
務
所
社
会
に
お
け
る
受
刑
者
（
一
九
七
四
年
）
。
N
．

　
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
に
よ
る
書
評
、
刑
務
所
内
部
の
生
活
（
2
↓
協
区
・
一
〇
置
）
七
七
頁
参

　
照
。

（
4
8
）
E
・
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
、
社
会
内
処
遇
（
B
R
A
レ
ポ
ー
ト
一
九
七
五
年
一
号
）

　
及
び
そ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
レ
ポ
ー
ト
。
本
書
第
七
章
も
参
照
。

（
49
）
　
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
、
社
会
内
処
遇
－
意
図
と
現
実
i
（
一
九
七
七
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
（
一
四
六
〇
）

（
5
0
）
L
・
T
・
ウ
イ
ル
キ
ン
ス
、
刑
罰
手
段
の
評
価
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
一
九
六
九

　
年
）
八
三
頁
。

（
51
）
　
1
・
ア
ン
テ
ィ
ラ
、
P
・
テ
ル
ヌ
ー
ド
、
犯
罪
学
（
一
九
七
三
年
）
一
五
四
頁

　
以
下
。

（
5
2
）
　
一
般
予
防
に
関
す
る
B
R
A
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ー
ム
の
た
め
の
報
告
（
一
般
予

　
防
、
B
R
A
レ
ポ
ー
ト
第
二
号
）
も
参
照
。

（
5
3
）
　
K
・
メ
ヶ
レ
f
、
刑
罰
の
効
果
に
つ
い
て
（
○
詩
①
島
鑑
亀
①
＜
H
一
〇
胡
）
。

（
5
4
）
　
」
・
ア
ン
デ
ネ
ス
の
労
作
中
、
一
般
予
防
ー
幻
想
P
現
実
P
i
（
2
↓
団
F

　
お
U
ρ
や
一
8
律
）
一
般
予
防
と
犯
罪
の
類
型
（
1
・
ア
ッ
ゲ
教
授
記
念
論
文
集
一

　
九
七
〇
年
）
、
刑
罰
と
一
般
予
防
（
法
律
学
雑
誌
、
一
九
六
六
年
、
一
頁
以
下
）
、

　
刑
罰
と
法
遵
守
（
一
九
四
四
年
）
、
一
般
予
防
再
論
（
一
般
予
防
、
B
R
A
レ
ポ
ー

　
ト
ニ
号
所
収
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
5
5
）
　
前
掲
書
、
二
六
三
頁
。

（
56
）
前
掲
書
、
一
五
八
頁
。

（
5
7
）
W
・
チ
ェ
ン
ブ
リ
ス
、
刑
罰
の
一
般
予
防
的
効
果
（
犯
罪
と
非
行
、
一
九
六
六

　
年
一
号
、
七
〇
～
七
五
頁
）
。

（
5
8
）
　
一
九
七
六
年
に
は
一
九
一
人
が
二
年
以
上
の
拘
禁
に
処
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
五

　
〇
人
は
粗
暴
犯
、
平
穏
を
犯
す
罪
、
風
俗
犯
で
判
決
を
受
け
、
三
九
人
は
盗
犯
で
、

　
二
人
は
そ
の
他
の
財
産
犯
で
、
五
人
は
放
火
で
、
一
人
は
偽
造
変
造
の
罪
で
、
八
四

　
人
は
麻
薬
犯
罪
で
、
八
人
は
重
大
な
密
輸
犯
罪
で
、
二
人
は
重
大
な
粗
税
詐
欺
罪
で

　
判
決
を
受
け
た
。


